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研究概要 

 Codex 食品規格委員会(Codex 委員会)や経済連携協定の交渉及び協定に基づき開催

される技術的協議では、科学的根拠に基づく議論及び交渉を的確に行う必要がある。

議論の専門性は高く継続した取組を必要とするため、食品安全に関する過去から現在

に至る国際動向、各国の対応に精通し、海外政府機関や関連研究領域における科学的

知見の調査や解析も行い、妥当な方針を決定するための技術的助言やフォローアップ

が可能な専門家による中長期的な取り組みが必要である。さらに、Codex 委員会等へ

の取組に関連し、政府職員の能力向上に資する研修を行うことや、政府による取組状

況や最新動向を社会と共有するためのシンポジウム等を開催することも、食品安全行
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政の国際整合を進めるために必要である。本研究班では、これらの必要を満たすため

に、以下に挙げる研究課題 1～4 により構成される包括的な研究を継続して実施した。 

また、令和 2 年 5 月に開催予定の第 73 回世界保健機関(WHO)総会の議題に Food Safety

が取り上げられるとの情報が得られたため、採択される決議文案作成やわが国の発言

の十分な根拠となるバックデータを時機を逸せず蓄積するために、研究の 3 年計画の

3 年目に当たる令和元年の 11 月からは、緊急企画した研究課題 5 に取組んだ。 

研究課題 I. Codex 委員会における政府の活動支援 

 Codex 委員会に設置された食品安全の観点から重要な各部会が、食品規格や基

準、ガイドライン等を策定するにあたり必要な科学的知見や議論の経緯等の情報

を収集・分析し、日本政府の対処方針の決定並びに議場での発言に資する助言を提

供することを目的とし、食品衛生部会(CCFH)、食品汚染物質部会(CCCF)、食品残留

動物用医薬品部会(CCRVDF)、残留農薬部会(CCPR)、分析・サンプリング法部会

(CCMAS)、栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)、食品輸出入検査・認証制度部会

(CCFICS)、一般原則部会(CCGP)を対象とし研究を実施した。。また、Codex 各部会

の方針や対策と食品衛生法の下でのわが国の対策との整合性や整理に関する横断的

な検討を行った。 

I-1. CCFH、CCRVDF、CCFICS 

 Codex 委員会の微生物ハザードのリスク管理に関連する作業を行う CCFH、食品中

の残留動物用医薬品の残留基準値設定等を行う CCRVDF 及び食品検査、食品の管理

システム等について規格等を作成する CCFICS での議論の動向等を調査して要点を

整理するとともに、今後のわが国の食品安全行政の課題を指摘することを目的とし

た。調査対象として、今後の食品安全行政に特に重要になると考えられる課題を選

択した。 

I-2.CCCF 

 CCCF は、食品及び飼料中の汚染物質及び天然由来の毒素について、科学的根拠を

もとに国際基準(最大基準値、ガイドライン値)、分析・サンプリング法、実施規範

(CoP：Code of Practice)等の検討や勧告を行っている。本研究では、わが国の食品安

全行政の国際対応の改善に役立てるため、CCCF の議論の動向をまとめ、わが国の

国際貿易への影響と課題について整理した。 

I-3. CCPR 及び CCMAS 

 本研究では、Codex 委員会に設置された部会の中から、CCPR と CCMAS を対象と

し、各部会で行われる議論から、わが国への影響の大きさと国際的な議論の進み方
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を考察するための適正を踏まえて選択した議論を詳細に解析し、わが国がとるべき

対応について検討した。 

I-4. CCNFSDU 

 CCNFSDU 第 39 回から第 41 回会合に出席し情報収集を行なうとともに、各国の

ポジションを確認した。本研究期間においては、主にフォローアップフォーミュラ

の改定案及び Ready-to-useTherapeutic Foods ガイドラインに関する原案のほか、トラ

ンス脂肪酸フリー表示、プロバイオティクス、バイオフォーティフィケーションな

どについて議論された。また、現在進行中の作業及び今後提起されそうな問題を整

理し、作業の優先付けするような長期的な作業管理スキームを検討することが合意

された。 

I-5. CCGP 

 CCGP は、2016 年 4 月に開催された会合を最後に休会していたが、2019 年から再

開された。再開後の主要議題として、電子的なコミュニケーションのみによる部会

(Working by correspondence)の議論、Codex 規格における例示の取り扱い、新たに取

り組むべき将来的課題について整理した。その他、Codex 規格の利活用に関するモ

ニタリング及び、SDGs の文脈での Codex 活動のモニタリングの議題についても整

理した。 

I-6. Codex 各部会の方針や対策と食品衛生法のもとでの日本の対策との整合性や整

理に関する研究 

 本研究では、国際食品規格(わが国にとって重要なもの)とわが国の食品安全施策の

値や考え方の相違を整理することを目的とした。平成 30 年度の研究として、食品と

飼料中の汚染物質と毒素についての一般規格の 2018 年改訂版に示された最大濃度

(ML) /ガイドライン濃度(GL)と、わが国の食品規格における基準値とを比較した。ま

た、Codex ML/GL とわが国の規格基準との間で設定されている値が異なるアフラト

キシンについて、その違いの原因を検討した。 

研究課題 II. 食品安全行政の国際化のためのリスクコミュニケーション 

 わが国が、国内状況を考慮しながら食品安全行政の国際化を推進するためには、

食品事業者や消費者また学識者や行政関係者との間で情報や意見を共有し、十分な

リスクコミュニケーションを行い、社会全体としての理解や認識を深めることが重

要である。本研究課題では、リスクコミニケーションとネットワーク構築に関する

取組として、専門家や実務家・行政担当者等を国内外から招いて直接話を聞き質疑

等も行う、業界関係者や広く一般を対象としたシンポジウムを企画・開催した。2018
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年 3 月には、Codex 委員会の議長や事務局長らを招聘して Codex 委員会における最

近の動向や今後の課題をテーマとしてまた、2019 年 3 月には WHO 食品安全・人畜

共通感染症部長や厚生労働省参与を招聘し、Codex 委員会におけるわが国の貢献と

今後の課題をテーマとして、それぞれシンポジウムを開催した。その他、2019 年 12

月には、特定専門分野における情報ニーズ探索の試行として、Codex 一般問題部会

の 1 つである CCMAS を対象とするシンポジウムを企画し主催した。    

研究課題 III. 食品安全行政の国際化に不可欠な研修の計画と実施への協力 

 諸外国政府等と実際に交渉をし、国際的に調和した食品規格等を策定する政府職

員が、その基礎としなければならない原理・原則を知り事案に応じて活用する能力

を養成しさらには、向上させ継続させていくことが、わが国の食品安全行政の国際

化戦略において重要な役割を果たすことは明らかである。本研究課題では、政府内

担当部局が実施する政府職員を対象とした研修に資する、効果的なプログラム開発

を検討するとともに実施にも協力した。 

研究課題 IV. Codex 委員会のミネラル NRV-R とわが国のミネラル NRVs をもとに

した日本人の集団特性の比較検討 

 CCNFSDU では、食品表示を目的としたビタミン及びミネラルの栄養参照量

(NRVs)を設定するための一般原則案等や、非感染性疾患のリスクと関わりのある栄

養参照量(NRVs-NCD)原案について議論されている。本研究では、Codex 委員会で議

論されている国際的な考え方との整合を検討することを目的として、H30 年度に実

施したミネラル類を対象とするデータ解析の結果を報告する。解析の結果、ミネラ

ル類においても、国際的な考え方に整合させようとするだけではなく、日本人によ

る摂取状況等の公衆衛生上の特徴を考慮すること並びに、NRVs 算出根拠の理解に

基づいて活用することが重要と考えられた。 

研究課題 V. Food Safety における最新技術の導入状況と安全な食へのアクセス障壁

の研究 

 令和 2 年 5 月に開催が予定されていた WHO 第 73 回総会において、10 年ぶりに

Food Safety が議題にされるとの情報が得られた。この国際動向に関する情報に基づ

き、わが国としての貢献また国内政策につなげる根拠となるデータ等を取得するた

めに、Food Safety を強化するための新規技術の活用と食品を原因とする疾病を減ら

すための具体的な方法について、以下に示す 3 つの分担課題を新たに企画し取組ん

だ。 

V-1.食品を原因とする疾病の減少効果推計 
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 今後 10 年の WHO による食品安全への取組みにわが国が貢献できることを探索す

るとともに、貢献することが国内における食品安全行政にもたらす効果を検証する

ことを目的として、食品を原因とする疾病を減らす方法に関する研究に取組んだ。 

V-2. Food Safety における新しい技術の研究 

 食品の安全性の向上のために、先進的な技術(Artificial Intelligence、ブロックチェー

ンまたは Machine learning)の導入を検討している米国 FDA 及び英国食品基準庁の取

組みを調査した。その結果、フードチェーン全体をカバーするトレ－サビリティの

改善、バーチャルな監視、第三者認証プログラムの活用、農場から小売りまでのブ

ロックチェーンデータの活用等、わが国でも活用できそうなアイデアが確認された。

技術やアイデアを活用するためには、実証研究を行うことや、産官学(産も食品業界

だけでなく、IT 業界)が協力することが必要であると考えられた。 

V-3.高齢者の『健康な食へのアクセス』に関連する要因の検討 

 地域の高齢者がそれぞれの食環境の中で、多様な食品を摂取するために必要な『健

康な食へのアクセス』に関連する要因を検討した。わが国の現状を把握するととも

に、疾病の有無・年齢・地理的差異・社会的経済的地位等の食品確保への影響や原

因等について検討し、それらへの対策策定時の参考となる知見の取得を目指した。

さらに、今後アジアをはじめとする世界の高齢者の食のアクセス問題について、わ

が国に求められていることの検討も開始した。 
 

本研究班背景と目的 

 食品安全行政の国際整合は、国民の健康的な生活を守るための安全な食品の輸入のみ

ならず、政府方針である国産食品の輸出促進にとっても基本的かつ絶対的な取組である。

不十分な国際整合は、国民を安全性の保証されない食品にさらし、諸外国との係争原因

となる。この国際整合に関して WTO 付属書の SPS 協定は、食品安全行政は科学的根拠

に基づくことが原則であると明記している。さらに SPS 協定は、国際的な基準等すなわ

ち Codex 食品規格委員会(Codex 委員会)が策定する文書に基づく加盟国内措置の検討を

求めている。食品安全行政の国際整合は、加盟各国が Codex 文書を踏まえた国内措置を

科学的根拠に基づき検討・実施することにより達成され、その結果には、安全性が担保

された食品の円滑な貿易が期待されている。 

 わが国の政府もまた、Codex 委員会や経済連携協定の交渉及び協定に基づき開催され

る技術的協議で交渉する際には、科学的根拠に基づき的確に意見等を伝え行動しなけれ

ばならない。これら国際交渉の場における議論の専門性は高く、継続した取組を必要と

するため、食品安全に関する過去から現在に至る国際動向や各国の対応に精通し、海外
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政府機関や関連研究領域における科学的知見の調査や解析を行うことのできる専門家

による中長期的な取組みが必要である。さらに、Codex 委員会等で活動する政府職員の

能力向上に資する研修の実施や、国際レベルでの最新動向や政府の取組状況を社会と共

有するためのシンポジウム等の開催も、食品安全行政の国際整合を進めるために必要で

ある。 

 本研究では、政府職員が食品安全行政に係る国際交渉等に臨む際に必要な助言の提供

や技術的支援並びに、能力向上のための研修プログラムの提供等を目的とし、これらの

目的を達成するために 5 つに大別される研究課題に取組んだ。本研究総合報告書では、

H29 年度～R1 年度の 3 年間の取組について、次ページ以降に研究課題別に概要を示し

た。 
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研究課題 I. Codex 委員会における政府の活動支援

I-1. 食品衛生部会(CCFH)、食品残留動物用医薬品部会(CCRVDF)、食品輸出入

検査・認証制度部会(CCFICS) 

 

A. 研究目的 

 Codex規格はWTO/SPS協定においては、

食品安全の国際規格と位置づけられ、

Codex 規格が存在する場合にはそれらに

基づくか、少なくとも検討すべきとされ

ている。そのため、わが国の食品衛生規制

を国際規格である Codex 規格より厳しく

する場合には科学的根拠(リスク評価結

果)を示すことが求められる。しかしなが

ら、わが国の食品安全関連規制には Codex

規格と整合性がとれていないものが複数

あり、解決しなければならない課題とな

っている。上記のように、Codex 規格はわ

が国の食品安全規制に大きな影響がある

ため、本研究では、わが国の食品安全行政

の国際対応の改善に役立てるため、

CCRVDF、CCFH 及び、CCFICS での議論

の動向をまとめ、FAO/WHO からの科学的

助言の解析、わが国のコメント提出及び

部会における対処方針を科学的に支援す

るとともに、課題についてまとめること

を目的とした。 

 

B. 研究方法 

 上記 3部会の会議文書、会議での発言、

電子的作業部会(EWG)でのコメント、部

会報告書、会場内文書(Conference Room 

Documents) 、 CCRVDF に つ い て は

FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議

(JECFA)、CCFH については FAO/WHO 合

同微生物学的リスク評価専門家会議

(JEMRA) 、 ヒ ス タ ミ ン に つ い て は

FAO/WHO からの報告書(科学的助言)を

参考にした。 

 この 3 年に開催され、本研究の対象と

した部会は、CCRVDF 第 24 回会合(2018

年 4 月)、CCFH 第 49～51 回会合(2017 年、

2018 年、2019 年の各 11 月)、 CCFICS 第

23 回及び 24 回会合(2017 年 5 月及び 2018

年 10 月)であった。 

 

C.D 研究結果及び考察 

1. CCRVDF 第 24 回会合 

 CCRVDF 第 24 回会合は 2018 年 4 月 23

日から 4 月 27 日まで、シカゴ(米国)で開

催された。主な議論は以下のとおりであ

った。 

ゲンチアナバイオレットのリスク管理に

関する勧告(RMR) 

 リスクマネジメント勧告(RMR)として、

「入手可能な科学的情報に基づく JECFA

の結論を考慮すると、消費者にとって許

容可能なリスクを表す、食品中のゲンチ

アナバイオレット又はその代謝物の残留
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の安全レベルはない。このため、関係当局

は、食品中にゲンチアナバイオレットが

残留することを防止すべきである。この

ことは、食用動物にゲンチアナバイオレ

ットを使用しないことで達成可能であ

る。」 

 最終文(斜体部)の記載を支持する代表

団(日本、EU、エジプト等)からは、JECFA

が評価したこと、これまで当部会により

勧告された類似物質と整合させるべきで

あることなどの意見が出された。わが国

からは、JECFA が遺伝毒性及び発がん性

を理由に ADI を設定不能と判断した物質

を食用動物に使用すべきではないこと、

最終文は加盟国がゲンチアナバイオレッ

トの食用動物中での残留を最小限にする

ための最適な措置を決定する際の支障と

はならない(最終文の文言には十分な柔軟

性がある)また、これまで CCRVDF が設定

した同様の物質(例；マラカイトグリーン)

に対する RMR との整合性の観点から、引

き続き当 RMR 案を支持する旨発言した。 

 最終文の削除を支持する代表団(米国、

ジャマイカ、ペルーなど)からは、最終文

は指図的と解釈され、加盟国が同じゴー

ルを達成でき、その国にとっては最適と

考える代替のリスク管理を選択する判断

を制限しかねないこと、ゲンチアナバイ

オレットの局所使用は、マラカイトグリ

ーンの経口投与と同じレベルのリスクを

もたらさない 旨のコメントがあった。 

 議論の結果、コンセンサスを達成する

ため、RMR テキストは加盟国が食品中の

ゲンチアナバイオレットの残留を防ぐた

めの適切なリスク管理アプローチを選択

できるという、RMR の解釈を明確にする

文を報告書に含むことに合意した。 

 提案された RMR をステップ 8 での最

終採択に諮るため、CAC 第 41 回会合に送

ることに合意した。 

 

アモキシシリン(魚類の切り身、筋肉)、ア

ンピシリン(魚類の切り身、筋肉)、フルメ

トリン(はちみつ)、ルフェヌロン(サケ及

びマスの切り身)及びモネパンテル(牛の

脂肪、腎臓、肝臓、筋肉)の最大残留基準

値(MRL)原案(ステップ 3) 

アモキシシリン及びアンピシリン(finfish

の筋肉及び切り身)の MRL 案 

 わが国からは、動物用医薬品の GVP に

従った使用と調和して MRL を設定する

こと、MRL を動物用医薬品が Good 

Veterinary Practice (GVP)に従って投与さ

れる対象動物種由来の組織及び食品に設

定すべきことを理由に、MRL は全ての

finfish ではなく、加盟国において動物用医

薬品の承認又は登録のあるグループに限

ること、すなわちアモキシシリンとアン

ピシリンの MRL は yellowtail group(ブリ

を含む目)と flounder group(ヒラメを含

む目)に限定すべきと発言した。 

 また、JECFA 第 85 回会合のレポートに

は、アモキシシリンでナマズの切り身、タ

イの皮及び筋肉の残留試験データはある
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ものの、アンピシリンでは皮や切り身に

関するデータはなく、MRL は同じ値であ

ること、当該薬品は極性が高く皮には移

行しにくいと考えられること、切り身(皮

と筋肉)を一緒にホモジナイズすると筋肉

の残留が希釈されてしまう可能性がある

こと及び、一部の魚の皮はホモジナイズ

が難しいこと等を踏まえて、筋肉のみに

MRL を設定することを提案した。JECFA

事務局からは、魚は切り身と筋肉の両方

で取引されていることから、それぞれに

ついて MRL を設定する必要があること

及びアモキシシリン(及びアンピシリン)

は少なくとも 1 つの加盟国で、すべての

魚に対し承認・登録されていること、 ア

モキシシリンの評価については提出され

たデータパッケージは完全ではないが文

献等から十分な情報が得られたことから

リスクアセスメントが可能と判断したこ

とについて説明があった。なお、わが国の

意見に賛同する代表団はおらず、上記理

由を根拠に MRL は原案どおりステップ

5/8 で採択された。 

フルメトリン(ハチミツ)の MRL 案 

 JECFA 事務局からは、JECFA 第 85 回会

合の成果を紹介し、1 日摂取許容量(ADI)

及び急性参照用量(ARfD)に基づいて、ハ

チミツについてタンデム質量分析計(LC-

MS/MS)で測定した際の最も信頼性の高

い分析法の定量下限値(LOQ：3 μg/ kg)の 2

倍に基づいて 6 μg/ kg の MRL を推奨した

旨の説明があった。議論の結果、GVP に

従って使用した場合には残留物はヒトの

健康に対して有害となる可能性はほとん

どないため MRL 設定は不要とされ、ステ

ップ 5 で採択された。 

ルフェヌロン(サケ及びマスの切り身)の

MRL 案 

 JECFA 事務局からは、ルフェヌロンが

農薬としても使用されていることから、

JECFA 第 85 回会合の報告書では、農薬由

来及び動物用医薬品由来の残留物を合わ

せて食事からの曝露量が推定されている

との説明があった。ルフェヌロンはマス

に対して登録されていないのではないか

との懸念が示されたが、1 加盟国がマスに

対して登録していることを明確にしたた

め、MRL案はステップ5/8で採択された。 

モネパンテル(牛の脂肪等)の MRL 案 

 MRL 案はステップ 5/8 で採択された。 

 

2. CCFH 

2-1. CCFH 第 49 回会合 

 2017 年 11 月 13 日(月)～17 日(金)，シ

カゴ(米国)にて開催された CCFH 第 49 回

会合における主要な議論は以下のとおり。 

魚類及び水産製品に関する実施規範

(CXC 52-2003)のヒスタミン管理ガイダ

ンス文書原案(ステップ 4) 

 EWG の議長国であるわが国から、ガイ

ダンス原案はヒスタミン管理において重

要な点である漁船での管理を中心とする

こと、漁船における HACCP の実施は困難

である旨のコメントがステップ 3 で提出
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された旨を説明した後、提出されたコメ

ントを踏まえ、議長国が作成した報告書

(CRD6)に基づいて議論された。 

 リスクの高い魚種を示す FAO/WHO 専

門家会合報告書の表に基づいて作成する

リストにサケ科を含めるかどうかに関し、

FAO/WHO が実施した文献レビューの結

果が報告された。その結果、①40 年間で

確認された健康被害例はごくわずかであ

ること、②他の魚種に比べてサケ科のヒ

スチジンレベルは低いこと、③Codex 基準

よりは低いもののヒスタミンは生成され

ること、④大量に生産、貿易されているが

ヒスタミンを原因とする輸入拒否・却下

はないことから、サケ科はヒスタミン食

中毒の重大なリスクではないことが示さ

れた。 

 サケ科をリストに含めるべきかどうか

については各国から様々な意見が出され

た。FAO/WHO が実施した文献レビューの

結果から、リスクに基づいた管理を行う

べきであり、サケ科は含めずにリスクの

高い魚種のみをリストに含めるべきとい

う意見が出された一方で、少量のヒスタ

ミンであっても、特に感受性の高いグル

ープにとってはリスクとなり得ることか

ら、サケ科も含め、FAO/WHO 専門家会合

報告書の表に掲載された魚種は全て含め

るべきとする意見もあった。 

 部会として、本原案は｢魚類及び水産製

品に関する実施規範(CXC 52-2003)｣の一

部となるものであり、既存のセクション

にはリスクの高い魚種として 6 種が挙げ

られていることから、本ガイダンスでも

サケ科を含めず同じ 6 種を記載すること

に合意した。なお、モロッコとモーリタニ

アは、(彼らの見解として)①この決定は、

公衆衛生上の理由よりも経済的な正当性

によって導き出されたこと、②FAO/WHO

専門家会合報告書において、サケによる

ヒスタミン食中毒が複数例確認されてい

ること、③科学的不確実性が存在する場

合、予防原則が適用されるべきであるこ

と、④ヒスタミンレベルが低いことをも

ってヒスタミン食中毒を引き起こす魚種

のリストから除外することは正当化でき

ないことを挙げ、サケ科を含めないこと

について留保を示した。 

 その他、漁船における HACCP 原則の実

施についての記載を削除するが、漁船で

のヒスタミン管理の記録が存在すること

はより信頼性の高い消費者の保護を提供

すること、漁船での温度管理の記録がな

い場合には陸上受入施設で受入ロット毎

にヒスタミン検査を行う必要があること

及び、その場合には受入を許容するヒス

タミンの限度濃度の設定の必要性とその

際に考慮すべき点(捕獲されたばかりの魚

のヒスタミンレベル等)についての記載等

を修正し、本原案はステップ 5/8 で次回

Codex 総会(CAC)に諮ることが合意され

た。 

 今後は、引き続きわが国と米国を共同

議長国とする EWG を設置し、以下につい
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て検討することとされた。 

・本ガイダンスを魚類及び水産製品に関

する実施規範(CXC 52-2003)のどこに挿入

するか及び、挿入により同実施規範の他

のセクションの修正が必要となるか。 

・ヒスタミンに関連する魚類と魚類加工

品の規格中のサンプリング、検査及び、分

析セクションの改訂に関する作業。 

 

2-2. CCFH 第 50 回会合 

 2018年11月12日(月)～11月16日(金)、

パナマシティ(パナマ)にて開催された

CCFH 第 50 回会合における主要な議論は

以下のとおり。 

魚類及び水産製品に関する実施規範

(CXC 52-2003)の改訂：ヒスタミン管理ガ

イダンス文書の位置;他のセクションへ

の修正；ヒスタミン食品安全に関するサ

ンプリング、検査及び分析セクションの

改訂 

 EWG の議長国であるわが国及び米国

が、各国・地域から提出されたコメントを

踏まえて修正した改訂案に基づき議論が

行われた。 

・「魚類及び水産製品に関する実施規範

(CXC 52-2003)」におけるヒスタミン管理

ガイダンスの位置；セクション 9(生鮮、

冷凍及びミンチの魚の加工)の直後に、独

立したセクションとして挿入することに

合意した。 

・ヒスタミン管理ガイダンスの挿入に伴

うCXC 52-2003の他のセクションの改訂；

ヒスタミン管理ガイダンスの挿入に伴い、

他のセクションにヒスタミンを潜在的な

危害要因として追加するなど必要な修正

が行われた。 

・魚類及び水産製品に関する個別食品規

格におけるサンプリングガイダンス；共

同議長国から、2 つの目的のサンプリング

プラン(①個別食品規格の適合性を判断す

る際、ヒスタミンの管理状況が不明の場

合にロットの受入の可否の判断、②適正

衛生規範(GHP)又はHACCP管理が運用さ

れている施設に由来するロットに係る適

切な管理の検証)は、食品の安全性を確保

しつつ実用性と実行性を踏まえて、作成

されたものである旨の説明があった。ま

た、ヒスタミンの管理には温度と時間の

管理が重要であることから、後者のサン

プリングプランの使用を主に想定してい

るとした。これについて、各国・地域から

様々な見解が示された。 

・①の目的で提案されている二階級サン

プリングプランはヒスタミンを重篤な危

害要因としているように見えるが、中等

度の危害要因であることを踏まえれば、

三階級サンプリングプランの方が適切で

ある。また、サンプルサイズを 59 とする

プランは非実用的かつ経費がかかり、生

産者及び行政当局に不必要な負担となる。 

・三階級サンプリングプランは、より小さ

なサンプルサイズでの運用実績があり、

実用的、実行的かつ効果的である。 

・②のサンプリングプランは、個別食品の
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安全性を確認するプランではなく、管理

措置の検証のためのものであり、本作業

の対象外である。 

 これらの意見に対して、共同議長から、

ヒスタミンは中等度の危害要因であるが、

米国では最も多く報告されている魚由来

の疾患であること、ヒスタミンの安全限

界値は症状を引き起こすレベルと近く、

安全マージンはないため、厳しいサンプ

リングプランを提案せざるを得ない、ヒ

スタミンの管理は温度と時間の管理が基

本であり、GHP や HACCP が実施されて

いる場合には柔軟なサンプリングプラン

の適用が可能であること、危害要因の重

篤性ではなく保護のレベル(1/20)に基づ

きサンプリングプランの厳しさを決定し

ている、実行可能性及びコストはサンプ

ルサイズだけではなくサンプリングプラ

ンの適用頻度も考慮にいれるべき、迅速

スクリーニング法及びサンプルを複合試

料とすることでコストを低減できる、一

方、あるロットについてヒスタミン管理

に関する事前の情報がないまたは、ヒス

タミン食中毒の発生施設として特定され

た生産者の場合には、消費者保護の観点

からより厳しいサンプリングプランを適

用する必要がある場合もあること等を説

明した。 

 しかしながら、議論が収束しなかった

ため、共同議長は、作業を進展させること

は難しいと判断し、より多くのデータが

蓄積し、また分析・サンプリング法部会

(CCMAS)が「サンプリングに関する一般

ガイドライン (CXG 50-2004)」を改訂する

まで作業の延期を提案した。 

 改訂案の合意が得られなかったことを

受け、部会は以下について合意した。 

・CCMAS による CXG 50 の改訂作業が終

わるまで検討を延期すること。 

・現時点において、ヒスタミンのサンプリ

ングプランに合意することは困難である

旨を CAC に報告すること。 

・消費者保護、柔軟性及び実行性の間で受

入可能なバランスを達成するような水産

食品におけるヒスタミンのサンプリング

プランの策定において部会が直面した課

題について「サンプリングに関する一般

ガイドライン」を改訂する際に考慮に入

れるように CCMAS に報告すること。 

 

食品事業者向け食品アレルゲン管理に関

する実施規範原案 

 EWG 共同議長国のオーストラリアか

ら、検討を要する主な問題はアレルゲン

の閾値に関する事項、リスク評価の方法、

「予防的なアレルゲン表示」の用語の使

用であることが述べられた後、各国から

提出されたコメントをもとに共同議長国

が改訂した文書に基づき議論が行われた。 

 アレルゲン管理措置により予防及び低

減が可能であるため、文書を通じて両方

を目的として記載すること、アレルゲン

交差接触の「リスク」は不明であるため交

差接触の「可能性(likelihood)」と適宜書き
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換えること等の修正のほか、アレルギー

反応をおこす食品リスト及び予防的なア

レルゲン表示について、時間をかけて議

論された。いずれの状況もあり得ること

から、食品に含まれる表示されないアレ

ルゲン及び意図しないアレルゲンの両方

を危害要因の特性付けのセクションに含

めることにした。原材料等の供給者の見

直しについては、対象を供給者の作業及

び加工助剤の供給者にまで拡大した。消

費者によるアレルギー反応の認識及び対

応は大事ではあるがアレルゲン管理では

ないことから削除し、措置を講じること

が大事となることから、“消費者からの苦

情”とされていた表題は、“消費者からの

苦情及び必要な措置”へ変更された。 

 アレルギー反応を起こす食品リストは、

グルテンを含む穀類(小麦、ライ麦、えん

麦、大麦、スペルト小麦又はこれらの交雑

種及びこれらを原材料とする製品)、甲殻

類、卵、魚類、乳、ピーナッツ、大豆、木

の実となっている。共同議長国から、食品

表示部会(CCFL)の文書「包装食品の表示

に関する Codex 一般規格 (CXS 1-1985)」

に記載された過敏症の要因リストと合わ

せたこと、えん麦はグルテンを含まない

がグルテンを含む穀物と同じ場所で生産

され交差接触が生じることから脚注をつ

けている旨の説明があった。本リストは

CCFL へ助言を求めることとした。 

 予防的なアレルゲン表示については、

必要な場合があるかもしれないが、この

表示がアレルゲンの存在を防止・低減す

るための措置の実施に代わるものではな

いということを部会として認識した上で、

共同議長国から、予防的なアレルゲン表

示の一般的な説明及び関連したリスク評

価/閾値の使用についての記載を作成し挿

入した旨の説明があった。閾値について

は、科学に基づいた閾値の使用が食品ア

レルギーのある消費者へのリスクを測定

するツールとなること、閾値の使用によ

り予防的なアレルゲン表示の使用を減ら

し、実際に使用する場合に表示を消費者

にとってより意味のあるものとすること

ができる、との記載となっている。これら

に加え、予防的なアレルゲン表示の定義、

製造者が商品を仕入れる際の表示の検証、

表示の使用等の表示に関するパラグラフ

について現在は角括弧にいれることとし、

CCFL へ助言を求めることにした。 

 アレルゲン管理に関する決定を支援す

るための、リスク評価の使用に関する食

品事業者への助言を含めるため、リスク

評価のアプローチについての科学的助言

をFAO/WHOに求めることとした。また、

リスク評価については、食品事業者に負

荷となる作業を意図するものではなく、

食品事業者にとって予防的な表示を使用

するよりも、アレルゲン管理手順の見直

しを行うことの重要性を強調するもので

あることを確認した。 

 結論として、部会は本原案をステップ 5

で CAC に諮ることに合意した。CCFL に



14 
 

は、食品表示に関する記載(パラグラフ

158、159)への承認及び下記 2 点について

助言を求めることとした。 

・予防的なアレルゲン表示の使用の適切

性(REP19/FH の Appendeix III のパラグラ

フ 14、28、72、152、160、161)及びその定

義。 

・アレルギー反応を起こす食品リスト(パ

ラグラフ 9) 

 また、FAO/WHO に科学的助言を提供す

るための専門家会議を開催すること及び、

これを CCFL に情報提供することを求め

た。食品アレルゲンのリスク管理に関す

る FAO/WHO 専門家会議のへの付託事項

は以下のとおり。 

①重要なアレルゲン(グルテンを含む穀類、

甲殻類、卵、魚類、乳、ピーナッツ及び木

の実)について、アレルギーがある消費者

のほとんどが反応を起こさない閾値はど

こか。 

②食品事業者がどのように閾値を使って、

以下の事項を決定できるか。 

・どの程度の清掃方法により、アレルギー

があるほとんどの消費者に対して、アレ

ルゲン交差接触によるリスクを防止また

は低減するレベルまでアレルゲンを除去

できるのか。 

・低濃度のアレルゲンを含む原材料(例：

予防的なアレルゲン表示がされた原材料)

の使用にあたり、アレルゲン交差接触の

防止または低減するための管理が必要と

なるのか。 

③優先的なアレルゲンについて、食品及

び接触表面の試験のための適切な分析方

法。 

④食品事業者が下記を決定するために、

利用できる方法/ツールは何か。 

•清掃手順の後に、食品にアレルゲン交差

接触が合理的に発生する可能性は高いか。 

•異なるアレルゲンプロファイルの食品に

使用した器具から、アレルゲン交差接触

が合理的に発生する可能性が高いか。 

•交差接触の結果おきる食品中のアレルゲ

ンのレベル。 

 

2-3. CCFH 第 51 回会合 

 2019 年 11 月 4 日(月)～11 月 8 日(金)、

クリーブランド(米国)にて開催された

CCFH 第 51 回会合における主要な議論は

以下のとおり。 

食品事業者向け食品アレルゲン管理に関

する実施規範(Code of Practice; CoP)案 

 米国は当該 CoP 案が CAC 第 42 回会合

においてステップ 5 で採択され、ステッ

プ 6 に進んだことを報告した。前回会合

(CCFH 第 50 回会合)にて、予防的アレル

ゲン表示については FAO/WHO の科学的

助言及びCCFLでの作業を要請しており、

当分の間、ステップ 7 に据え置くことも

考えられた。しかし、当該 CoP 案には食

物アレルゲン管理に関する多くの情報が

含まれているため、米国、オーストラリア

及び英国より、予防的アレルゲン表示に

関する記載を削除した修正案が示され、
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ステップ 8 に進めることが提案された。

さらに、FAO/WHO から科学的助言を得て、

CCFL が予防的アレルゲンに関する作業

及び CXS 1 の食品及び原材料のリストが

変更された場合に、改訂を検討すること

が提案された。 

 ステップ 6 で提出されたコメントを踏

まえ、米国が修正した案(CRD5)に基づき

議論が行われた。合意された主な事項は

以下のとおり。 

・セリアック病について規定しているパ

ラグラフ 8 については、今回の CoP の焦

点では無いことから、パラグラフ 10 の脚

注に移動すること。 

・パラグラフ 9 の食品リストから「スペ

ルト」を削除する提案がなされたが、

FAO/WHO から科学的助言を得られるま

では、CXS 1 の食品及び成分のリストを

CCFH は用い続けるべきという CCFL の

アドバイスを思い出した。 

・目的のセクションに含まれる “フード

チェーンでのエラーにより食品に存在す

る意図しないアレルゲンを予防または最

小化するコントロール”に関する bullet 

point を追加した。 

・パラグラフ 18 の内容とセクションタイ

トルが合っていないため、新たなセクシ

ョンタイトル「食品事業者の責務(FBO 

responsibilities)」を追加し、その下に移す

ことにした。 

・food safety culture をセクション“Factors 

contributing to exposure”に含めるべきとの

提案を検討したが、それは CXC 1 に適切

にカバーされており、またこの CoP は

CXC 1 と合わせて使用されるので、含め

ないことにした。 

・屋台で提供される食品については、レス

トラン等と同じレベルのアレルゲン管理

を求めることに関する懸念が示されたが、

小規模事業者に対して十分な柔軟性を規

定している CXC 1 と併せて使用すべきこ

とが明確にされた。 

・記録文書として「アレルゲンマップ」と

「HACCP 文書」を追加すること。 

 結論として、部会は以下の事項に合意

した。 

・本 CoP 案をステップ 8 で CAC に諮る

こと。 

・CCFL に本作業のステータスを報告す

ること。 

・予防的アレルゲン表示に関する CCFL

における作業及び FAO/WHO からの科学

的助言が完了した後に、本 CoP の改訂が

必要か否か検討すること。 

 

食品衛生の一般原則 (CXC 1-1969)及び

HACCP に関する付属文書の改訂原案 

 会期内に開催された物理的作業部会

(PWG)での議論を踏まえ、PWG の議長国

である英国が作成した報告書(CRD2)に基

づき、セクションごとに議論が行われた。 

また、本文中の「disposing」 及び「disposal」

を「disposition」に、「loss of control」を

「deviation」に、「the next person/FBO」を
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「the next FBO」に修正すること合意した。 

 部会での主な修正点は以下のとおり。 

・定義－食品事業者(Food business operator 

(FBO))；いくつかの国は FBO を個人

(person)として定義している一方、組織

(entity)と定義している国もあり、削除す

べきなどの意見もあったが、組織(entity)

には個人(person)も含まれるとし、FBO の

定義は次のとおりとすることに合意した。 

An entity responsible for operating a business 

at any step in the food chain. 

・定義－Validation(妥当性確認)；妥当性確

認の定義を削除し、新たに「validation of 

control measures」の定義を定めることに合

意した。 

・第 1 章  GHP Section 2.2 Hygienic 

Production – bullet points 2 and 3 of para. 28; 

部会は、すでに動物衛生のコンセプトで

カバーされているので、 “control of 

zoonotic diseases” を bullet point 3 から削

除することを検討した。しかし、EU 等か

らそのような削除は重要な例を削除する

ことになると懸念する意見が示された。

議論の結果、わが国の提案に基づき、これ

を bullet point 3 から削除すること及び

bullet point 2 に “e.g. zoonotic foodborn 

agents” を挿入することで合意した。 

・セクション 5.1.3 モニタリングの効果-

パラグラフ 74；「推奨される洗浄及び消毒

手順が守られている場合、微生物は抵抗

性を獲得する可能性は低い」という部分

について、PWGの共同議長のフランスは、

ここで言っていることは、細菌は最小濃

度の消毒剤で抑制されると徐々に高濃度

に順応するということであり、その内容

を表す用語として「resistance(抵抗性)」は

適切ではないため、「tolerance(耐性)」にす

べきと提案し、次のように修正すること

に合意した。「微生物は、時間の経過とと

もに消毒剤に対する耐性を示すことがあ

る。洗浄と消毒の手順は、メーカーの指示

に従うべきである。使用可能な消毒剤が

効果的かつ適切であることを確認するた

めに、可能な場合は、製造者/供給者と定

期的にレビューすべきである。消毒剤の

ローテーションは，異なる種類の微生物

(例、バクテリアや真菌)の不活化を確実に

するために検討することができる。」 

・セクション 6.1 Health Status – パラグラ

フ 85；“すべての食品取扱者は、食品の汚

染を防ぐため、定期的に適切な医療スク

リーニングを受けること”という要求事

項を追記すべきという提案に対し、PWG

の議長は食品由来疾患を検出するには効

果的ではなく、追記すべきでないと強調

した。またこの見解は WHO 代表も確認

した。 

・セクション 7.1 製品及び工程の説明；当

該パラグラフにおいて、より注意を払う

べき適正衛生規範(Good Hygiene Practices; 

GHP)が必要となる特定の条件を明確にす

るために、次の文章をセクション 7.1「製

品及びプロセス」とセクション 7.1.1「製

品の説明」の間に追記することに合意し
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た。「食品事業の条件及び活動内容を検討

した後、食品安全上、特に重要となる GHP

により注意を払う必要があるかもしれな

い。この場合、次の規定を考慮することが

できる。」 

・セクション 7.1.4 製品工程のモニター-

セクション 7.1.4；セクション 7.1.4.1 のサ

ブセクションを削除し、それに応じてセ

クション 7.1.4 のタイトルを「モニタリン

グと改善措置」に変更することに合意し

た。 

・セクション 7.2 食品衛生システムの重

要項目；このセクションの内容が GHP に

関連するので、セクションタイトルの「食

品衛生システム」を「GHP」に変更するこ

とに合意した。 

・セクション 7.2.1 時間と温度管理； 

2 行目の「process control」を「operation 

control」に修正することに合意した。また、

賞味期限の設定について、(i)セクション

8.2 など他のより関連性の高いセクショ

ンに規定する(ii)賞味期限の設定について

新たなサブセクションを作る、(iii)賞味期

限の設定は本セクションに関連がなくま

た、FBO が全ての場合において自ら賞味

期限の設定を行う必要があるとの印象を

与えかねないため削除すべき、などの意

見があったが、本件は食品衛生システム

の主要な側面では無いことから削除する

ことに合意した。 

・セクションの 7.2.5 物理的汚染パラグラ

フ 116；5 行目の“calibrated”を“validated”に

また、7 行目の例としてある“sieves”は混

乱を招くので削除するべきとの提案があ

り、前者は“calibrated”が正しく、後者は

“sieves”は校正できないので、削除するこ

とに合意した。 

・セクション 7.5 リコール手順-安全では

ない製品の市場からの撤去-パラグラフ

123；次の意見が出された。「FBO はリス

クを正しく推定し、市場から製品の回収

を適切に行うことについて知識がない可

能性があるため、FBO が管轄当局に連絡

する義務を反映すべき。」「食品安全以外

の理由でリコールが実施される場合も考

えられ、一般への注意喚起は製品が公衆

衛生上の懸念を引き起こす場合のみ必要

となること。」「小規模事業者はこれらの

要件を実施するための能力が不十分かも

しれないこと。」これらの意見を踏まえ、

当該パラグラフを各国が柔軟にとらえる

ために、次のとおり修正することに合意

した。「製品が消費者に渡っている可能性

があり、製品の FBO への返品や、市場か

らの撤去が適切な場合には、管轄当局へ

の報告が必要であり、さらに一般への注

意喚起を検討すべきである。」 

・第 2 章 HACCP システム及び適用のた

めのガイドライン 導入-パラグラフ 136；

本文書で提供されている弾力性と矛盾す

ることまた、GHP のみの運用で食品安全

を担保できる場合があるため、文末の「the 

application of HACCP is the system of choice 

to achieve food safety」を削除することに合
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意した。 

・2.2 小規模及び発展途上の事業者への

弾力性について-パラグラフ 142；より弾

力性を持たせるために、導入の部分で削

除したパラグラフに記載していた弾力性

に関連する内容を、パラグラフ 142 に組

み入れるとともに、FAO/WHO のガイダン

ス文書「Guidance to governments on the 

application of HACCP in small and less 

developed business」を脚注に参照として記

載するよう修正した。 

・3.3 使用目的と使用者の特定-パラグラ

フ 154；病院/乳児向けの食品など、感受性

集団(vulnerable populations)向けに製造さ

れる食品の説明について、例示した「施設

内ケータリング」を「病院」に置き換える

ことに合意し、感受性集団に対してより

高いレベルの食品安全が必要であること

を確認した。 

・3.6 発生する可能性があり、各ステップ

に関連するすべてのハザードをリストに

し、重大なハザードを特定するために危

害要因分析を実施し、特定されたハザー

ドをコントロールするための手段を検討

する(ステップ 6 /原則 1)-パラグラフ 152、

155、158；以下の事項に合意した。パラグ

ラフ 152 の 3 行目の「hazard」を「potential 

hazard」に変更し、それに合わせ見出しも

同様に変更する。パラグラフ 155 の bullet 

point 3 の次に以下の内容を追記する。「例

えば規制、意図される用途及び、科学情報

に基づき、食品中のハザードの許容レベ

ルを特定する」。パラグラフ 158 の例示の

記載場所を修正して、1 つのハザードをコ

ントロールするためには、複数の管理手

段が必要になる一方、1 つの管理手段で複

数のハザードをコントロールできる場合

があることを明確にする。 

・改善措置の設定(ステップ 10/原則 5)-パ

ラグラフ 171；妥当性確認された管理基準

が適切に設定された場合、逸脱すると安

全な製品ではなくなり、逸脱した製品の

安全な使用に関する専門家の助言は、誤

用または誤解される可能性があることか

ら、「場合によっては...」から始まる 2 行

目の文を削除することで合意した。また、

逸脱が起こり、評価の結果、製品が安全と

なることはあり得ることにも合意した。 

・付属文書 1.GHP と重要管理点の比較及

び管理手段の例示；付属文書 I のタイトル

を「管理手段の比較と事例」に変更し、本

文もタイトルと一致するように変更する。 

・図 2；多くの意見が寄せられたが、本図

は広く利用され、理解されていることか

ら変更しないことで合意した。 

・図 3. CCP を特定するための判断樹

(Decision Tree)の例；PWG の共同議長は、

文書の採択の遅れを避けるため、図 3 は

一度削除し、本案が採択された後に、改訂

作業を続けることを提案し、合意した。 

・文書の構成；わが国から、“Training and 

competence”は GHP 及び HACCP の両方に

該当することから、イントロダクション

の“Management Commitment to Food Safety”
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の後に移動させるべきだと提案したほか、

いくつかの国が構造上の変更を提案した

が、議長からの現状の構造のままでも間

違いではないのという言葉で、部会がセ

クションごとに読み終えた時点の構造の

ままとすることに合意した。 

・結論；部会は本修正原案をステップ 5/8

でCACによる採択に諮ることに合意した。 

・判断樹はステップ 2 に差し戻し、ブラ

ジル、ホンジュラス、ジャマイカ、タイが

案を作成し、次回会合で検討することに

合意した。 

 

微生物による食品に起因する緊急事態/ア

ウトブレイクの管理のガイダンス文書原

案 

 EWG 共同議長国のデンマークより、

各国からのコメントを基に修正したガ

イダンス原案(CRD6)が提出され、これに

基づき議論が行われた。合意された主な

事項は以下のとおり。 

定義 

・症例対照研究の定義を修正して、WHO

の定義により沿った内容とした。 

・「アウトブレイク評価」を「アウトブレ

イク分析」に変更しまた、参照の「larger 

outbreaks」は主観的なものであることま

た、small outbreaks でもインパクトがあ

りうるため“larger”を削除した。 

分析方法 

 全ゲノムシークエンス(Whole-Genome 

Sequencing; WGS)に関して文書に含める

必要性と、WGS の使用が必須と印象づ

けられることについて議論した。WGSは

生物学的タイピングツールとし使用さ

れる機会が増加していることから、将来

的なことを考慮し、WGS のセクション

を維持することが重要であると意見が

あった一方、WGS の使用が必須である

と解釈される可能性があるという懸念

が出され、パラグラフ 50 に「WGS を使

用する場合、次のことを考慮する必要が

ある」と追記した。また、パラグラフ 51

で、WGS の実施において加盟国間の協

力の機会を増やすことさらに、協力を推

奨することにより重点があることに合

意した。 

疫学調査及び検査結果の組み合わせに

ついて 

 サンプリングによる陽性の検査結果

がなくても、疫学調査結果からアウトブ

レイクが示唆されることがあると議論

があり、関連するパラグラフ 80 の記載

を次のように修正することに合意した。 

“強固(Robust)な疫学的なエビデンスは

たとえサンプルから陽性結果がなくて

も、アウトブレイク対応を正当化する、

十分な食品由来アウトブレイクの証拠

となる。” 

付属文書 

 部会は付属文書について議論を行い、

3 つの付属文書を含めることについて合

意した。迅速的なリスク評価(Rapid Risk 

Assessment; RRA)の質問例に関する付属
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文書 II については、RRA とは何かをよ

り理解しやすく修正することまた、付属

文書 III については、アウトブレイク分

析のテンプレートとすることにした。付

属文書Ⅰについては、International Food 

Safety Authorities Network(INFOSAN) を

国際的なネットワーク/組織の例として

含めるべきであるとの意見が出された。

部会は次回会合でのさらなる議論のた

めに、付属文書のさらなる改善が必要な

ことに合意した。 

結論 

 部会は以下の事項に合意した。 

・ガイダンス原案をステップ 5 で CAC

の採択に諮る。 

・各国から提出されたコメントを検討し、

次回会合で議論するための修正案を作成

するためにデンマークを議長、チリと EU

を共同議長とする PWG を次回会合直前

に開催する。 

 

3. CCFICS 

3-1. CCFICS 第 23 回会合 

 2017 年 5 月 1 日(月)から 5 月 5 日(金)に

かけて、メキシコシティ(墨)において開催

された CCFICS 第 23 回会合における主要

な議論は以下のとおり。 

国の食品管理システムの規制面での実施

状況のモニタリングに関するガイダンス

原案(ステップ 6) 

 米国より、本ガイダンス案は、CCFICS

第 19 回会合(2012 年)から議論が開始され、

各国がどのように自国の食品管理システ

ム(Natinal Food Control Systems; NFCS)の

能力を評価し管理しているかについての

質問票の取りまとめ、本作業及びプロジ

ェクト文書案の適用範囲の見直し、原則

及びガイドライン案の概略の定義づけを

含む一連の協議の段階を経て作成された

ものであり、CAC 第 39 回会合においてス

テップ 5 として採択された本案は、最終

採択の準備が整ったとの説明がされた。 

議長国から、本案は広範囲に及ぶ協議を

経て作成されており、これ以上内容につ

いて検討しても実質的な変更をもたらす

可能性は低いこと、修辞的な変更はすで

に協議プロセスで考慮されていることか

ら、現在のテキストを修正なしで採択す

べきであるとの提案がなされた。 

主な議論 

 本案があらゆるレベル (部会並びに

PWG 及び EWG)で議論されていること、

ステップ 6 にて提出されたコメントは既

に過去の会合にて議論され、解決が図ら

れているものであること、この原則とガ

イダンスは管轄当局関係機関が NFCS の

有効性を評価することを助け継続的な改

善を促進すること、状況により将来改訂

される可能性があることが確認され、現

在の文書から変更はせず、次回の CAC に

て採択することを概ね支持した。ブラジ

ルは、付属書 B にある、評価指標の例示

を本案から削除し、information document

として Codex website に掲載すべきとコメ
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ントした。 

結論 

 本ガイダンス案をステップ 8 での採択

に諮るため CAC 第 40 回会合に送ること

で合意された。 

 

3-2. CCFICS 第 24 回会合 

 2018 年 10 月 22 日(月)から 26 日(金)に

かけて、オーストラリアのブリスベンに

おいて開催された CCFICS 第 24 回会合に

おける主要な議論は以下のとおり。 

食品安全及び食品貿易の公正な取引の分

野での第三者認証スキームへの規制アプ

ローチに関するガイダンス原案 

 本作業は、自国の NFCS に第三者認証

スキームの情報を取り入れる方法につい

て、ガイドラインを作成しようとするも

のである。部会では、EWG(議長国：英国、

共同議長国：カナダ)が作成した討議文書

をもとに、次のような議論が行われた。な

お、本部会での議論に先駆け、サイドイベ

ントが開催され、豪州や英国での実際に

第三者認証スキームの情報の活用状況が

紹介された。 

議論の内容 

・わが国から、委員会での議論に役立てる

ために、PWG や今次会合のサイドイベン

トで得られた第三者認証スキームの使用

に関するプレゼンテーションを Codex の

情報文書として保管するよう要請した。 

・第三者認証スキームの使用によって、管

轄当局のリスク管理を強化することがで

きると認識するが、政府の公的検査に代

わるべきものでも、使用が義務づけられ

るべきものでもない。 

・情報管理のための具体的な方法を明確

にすることによってガイダンス原案を改

善できる。 

・第三者認証スキームの使用によって作

成されたデータは、食品事業者に帰属す

るが、第三者認証プログラムの所有者に

よってその後に作成されたデータは、

NFCS に貴重な情報を伝えることができ

る。 

・技術的な議論の後、部会は、会期内作業

部会を設置し、今次会合で提出された意

見を踏まえて改訂することに合意した。 

・会期内作業部会によって改訂されたガ

イダンス原案を検討し、明確かつ一貫性

を持たせるための更なる改訂を行った。 

結論 

 修正した本ガイダンス案をステップ 5

での採択に諮るために、CAC 第 42 回会合

に送ることが合意された。その後は、今次

会合で提出された意見を踏まえて改訂す

るため、EWG を設置し、次回 CCFICS 第

25 回会合にて検討することが合意された

ほか、次回会合の直前を含めて PWG を開

催する可能性がある。 

 

E. 研究発表 

論文発表 

1)豊福肇：Codex 委員会などにおけるヒス

タミン制御 , 月刊 HACCP, 23(5), 50-
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55(2017) 

2)豊福肇：食品のリスク分析・評価に基づ

く科学的な衛生監視指導体制の現状と課

題, 公衆衛生, 81(8), 618-625(2017) 

3)豊福肇：HACCP 導入の制度化に当たっ

て～検証のための検査の役割と意義～, 

月刊 HACCP, 24(1), 20-25(2017) 

4)豊福肇：小規模食品施設における一般衛

生 管 理 の ポ イ ン ト と HACCP 導 入  

HACCP7原則の弾力的運用, 月刊HACCP, 

24(4), 24-30(2019) 

5)小島三奈, 多田剛士, 豊福肇：第 23 回食

品輸出入検査・認証制度部会(CCFICS), 

食品衛生研究, 68(2), 23-32(2018) 

6)大城直正, 登田美桜, 石川輝, 鈴木穂高, 

豊福肇：熱帯性魚類食中毒シガテラのリ

スク評価のための研究 , 食品衛生研究 , 

68(5), 15-37(2018) 

7)豊福肇：第 17 回世界食品安全会議 参

加報告① , 食品衛生研究 , 68(7), 25-

35(2018) 

8)豊福肇：第 17 回世界食品安全会議 参

加報告② , 食品衛生研究 , 68(12), 33-

38(2018) 

9)豊福肇：食品安全文化, 食品衛生研究, 

69(9), 7-15(2019) 

10)多田剛士, 豊福肇：第 24 回食品輸出入

検査・認証制度部会, 食品衛生研究, 69(8), 

33-40(2019) 

11)細田千花, 池間学, 岸本敦, 東朝幸, 豊

福肇 , 高澤秀行 , 伊志嶺哉：地域連携

HACCP 導入実証事業 実施報告, 那覇

市における HACCP 普及の取組み－スー

パーマーケットにおける HACCP の考え

方を取り入れた衛生管理取組み事例, 食

品衛生研究, 70(2), 33-38(2020) 

12)豊福肇：特集小規模食品施設における

一般衛生管理のポイントと HACCP 導入 

「HACCP7 原則の弾力的運用」 , 月刊

HACCP2019 年 4 月号, 24-30(2019) 

13) 豊福肇：食×農 MOOC コラボセミナ

ー「ここが聞きたい！ HACCP 制度化の

基準 A・基準 B」, 月刊 HACCP2019 年 6

月号, 48-55(2019) 

14) 豊福肇：第 2 特集カンピロバクター食

中毒はなぜ減らないのか！「諸外国にお

けるカンピロバクター対策について(食品

安全委員会のリスクプロファイル)」, 月

刊 HACCP2019 年 8 月号, 49-55(2019) 

 

学会発表 

豊福肇:HACCP の制度化に伴う今後の食

品衛生管理, HACCP の考え方を取り入れ

た衛生管理への対応, 日本食品保蔵科学

会第 68 回大会, 2019.6 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 
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I-2. 食品汚染物質部会(CCCF)                                                    

 

A．研究目的 

 Codex 委員会下に組織された一般問題

部会の 1 つである Codex 食品汚染物質部

会(CCCF)は、食品に関連する消費者の健

康保護と国際貿易における公正な取引の

保証を目的とし、食品及び飼料中の汚染

物質及び天然由来の毒素に関連した国際

規格を策定している。具体的には、科学的

根拠に基づき、食品に含まれる汚染物質

の最大基準値(ML)やガイドライン値また、

それらの実効に必要となる分析・サンプ

リング法が検討される。その他、汚染物質

の低減等を目的とした CoP についても検

討される。分析・サンプリング法に関して

はCCMASによる承認を経た後になるが、

検討された規制に関わる値や CoP を含む

各種文書は、CAC による最終採択を経て

Codex 規格となる。 

 WTO/SPS 協定により、加盟国による貿

易産品の食品安全性の措置は、Codex 規格

が存在する場合にはそれらに基づくべき

であるとされている。加盟国が Codex 規

格より水準の高い保護をとる場合は科学

的に正当な理由が求められる。しかし、現

在のわが国における取組には、Codex 規格

との整合がとれていない事案が複数あり、

特に国際貿易上の課題となる可能性があ

る。本研究では、わが国の食品安全行政に

おける国際整合性の向上に資する情報の 

提供を目的とし、CCCF での議論の動向を 

 

解析し整理した。 

 

B．研究方法 

 本研究では、CCCF 第 12 回会合から第

14 回会合にかけての議題のうち、鉛、カ

ドミウム、アフラトキシン、水銀の ML 設

定に関する議題を主として取り上げ検討

対象とした。検討においては、CCCF 及び、

CCCF の前身である Codex 食品添加物汚

染物質部会(CCFAC)、JECFA 等の報告書

を参考とした。 

 

C. D. 結果及び考察 

1. 特定品目中の鉛 

第 12 回会合における議論 

 汚 染 実 態 を 表 す 濃 度 デ ー タ が

GEMS/Foods データベースに蓄積されて

おり、利用可能であった野菜や果実の加工

品を対象とした鉛 ML の設定が検討された。

ALARA(As low as reasonably achievable)の原

則に沿った検討が行われ、貿易への影響に

ついては、第 10 回会合で定められた違反

率 5%未満が指標とされた。 

 

第 13 回会合における議論 

 第 13 回会合では、ワイン・強化ワイン

及び食用内臓(牛・豚・家禽)における鉛に

ついて議論された。 

 これまでの検討では、多くの場合、国際

貿易上の影響を踏まえ、違反率が暗に 2-



24 
 

3%となるような値として ML が設定され

てきた。しかし、鉛の ML の見直し作業

においては、前述のとおり違反率に 5%が

想定されていた。また鉛以外の汚染物質

の ML 設定においても、5%の違反率が想

定されるようになってきている。 

 ML の値は許容される範囲で幾何学的

な数値 にすることが望ましいとされて

いるため、汚染濃度の実態データに基づ

きMLとして設定可能な候補値の中から、

違反率が 5%未満になる最大の値を選択

してML案とするアプローチがとられる。

ただし、違反率は品目ごとの消費量や輸

出量、希少性や価格を加味して変わりう

る値となっている。 

個別品目の議論(ワイン) 

 第 12 回会合に先立ち設置されていた

EWG による検討では、ML を 0.05 mg/kg

もしくは 0.1 mg/kgに引き下げることが望

ましいとされた。第 13 回会合では、提案

された 2 つの値に基づき議論された。ワ

インの種類ごとにデータを確認した場合

に、デザートワインや白ワインなどにお

いて ML を 0.05 mg/kg とした場合の違反

率が 5%～11%に近い値になることが論点

となった。議論の結果、①MLを 0.05 mg/kg

とした場合にはワインの入手可能性や産

業の経済的利益に大きな影響を与える可

能性があること、②鉛の悪影響が特に懸

念されている子供はワインを消費しない

こと、厳格なMLを設定する必要はなく、

③代替案となる 0.1 mg/kg を ML とする

ことは、現在の OIV(国際ぶどう・ぶどう

酒機構)の ML 案と矛盾しないこと、を踏

まえ、違反率が 1%になる 0.1 mg/kg に、

ML を引き下げることが合意された。 

強化ワイン 

 強化ワインには、シェリー、ポート、ベ

ルモット、また GEMS/Food 上で強化ワイ

ンまたはリキュールワインとして識別さ

れていたものが含められた。ML を現行の

0.2 mg/kg、0.15 mg/kg また 0.1 mg/kg とし

た場合の違反率はそれぞれ 0%、2%、6%

となった。議論の結果として、違反率が

2%となる 0.15 mg/kg に ML を引き下げる

ことが合意された。 

食用臓物 

 鉛の ML 設定のためには、食肉加工食

品を除く一次産品のうち、種が同定され

ているデータのみが使用された。 

食用臓物(牛) 

 GEMS/Food データベースから抽出され

たデータに含まれる品目は、腎臓(49%)と

肝臓(51%)が大部分であり、脳、心臓、舌

及び胃の記載がある製品は 1%未満であ

った。現行の ML に対する違反率は 0%で

あった。これに対し、仮に ML を 0.2 mg/kg

あるいは 0.15 mg/kg とした場合の違反率

はそれぞれ 2%と 4%になった。この解析

結果に基づき、EWG では、ML を 0.15 

mg/kg とすることが提案された。 

食用臓物(豚) 

 GEMS/Food データベースから抽出され

たデータに含まれる品目は、腎臓(50%)と
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肝臓(50%)が大部分であり、血液、心臓、

舌の記載がある製品は 1%未満であった。

現行の ML に対する違反率は 1%であっ

た。これに対し、仮に ML を 0.15 mg/kg あ

るいは 0.1 mg/kgとした場合の違反率はそ

れぞれ 3%と 5%になった。EWG では、ML

を 0.15 mg/kg とすることが提案された。 

食用臓物(家禽) 

 GEMS/Food データベースから抽出され

たデータに含まれる品目は、肝臓(74%)と

腎臓(16%)とが大部分であり他の臓器の

記載がある製品は 10%未満であった。現

行の ML に対する違反率は 0%であった。

これに対し、仮に ML を 0.1 mg/kg あるい

は 0.05 mg/kg とした場合の違反率はそれ

ぞれ 2%と 5%になった。この解析結果に

基づき、EWG では、ML を 0.1 mg/kg とす

ることが提案された。 

結論 

 第 13 回会合では、国際的な生産と貿易

を反映したデータが使われていないこと

及び食用臓物に由来する鉛への曝露量は

ごくわずかであることから、食用臓物全

体として ML の引き下げに対する支持が

得られなかった。肉種を区別せず食用臓

物として単一の ML を 0.15 mg/kg とする

提案も検討された。しかし、「食品及び飼

料の Codex 分類」(CXM 4-1989)において、

哺乳動物の食用臓物と家禽の食用臓物が

別々に定義されていることもあり、推奨

されなかった。寿命が豚や家禽より長い

ことを原因に鉛の濃度が高くなる可能性

があることを踏まえ、牛の食用臓物の ML 

を 0.2 mg/kg(違反率 2%)とすることが提案

され合意された。大量消費する国がある

ため腸を含めることが検討されたが、現

在は分類の定義に腸が含まれていない。

しかし、CCPR と CCRVDF との間で調和

した定義について合意されるまでの間は、

CXM 4 の定義が GSCTFF の目的に適った

食用臓物のガイダンスになるだろう。 

 

2. チョコレート及びカカオ由来製品中の

カドミウム 

第 12 回会合における議論 

 ML として設定される値の桁数を決め

る上で、分析法の精度と感度考慮すべき

という意見が提出された。この意見を踏

まえ、第 12 回会合では、ML に設定する

値を小数点以下一桁とすることが合意さ

れた。 

 総乾燥カカオ固形分(カカオ)50%以上

70%未満のチョコレートを対象とする議

論では、違反率の値として 4.3%は大きす

ぎるという意見があったが、ML を 0.8 

mg/kg とすることが合意された。 

 カカオ 70%以上のチョコレートについ

て、EWG は 1.0 mg/kg を ML とすること

を提案したが、0.8 mg/kg とすることを支

持する加盟国とオブザーバーがあった。

カカオ含有率が高いチョコレートは子供

が消費しないため、よりカカオ含有率の

高いチョコレート製品の分類と合わせて

0.9 mg/kg を ML とすることが合意された。 
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 第 13 回会合における議論 

 第 13 回会合では、カカオ 30%未満と

30%以上 50%未満のチョコレート及び、カ

カオパウダーの ML 原案が提示された。 

 EWG では、カカオ 30%未満のチョコレ

ートの ML として 0.4 mg/kg が提案され

た。この値に ML が設定された場合、違

反率は、全世界のデータに基づけば 1.4%

に、ラテンアメリカとカリブ地域にデー

タを限定すれば 4.7%になる。カカオ 30%

以上 50%未満のチョコレートに対する

ML を 0.9 mg/kg とすると、全世界のデー

タに基づく違反率が 5%となる。しかしこ

の値は、カカオ 70%以上のチョコレート

並びにカカオ 50%以上 70%未満のチョコ

レートにそれぞれ設定されることが決ま

った ML の値(0.9 mg/kg と 0.8 mg/kg)と同

等であった。チョコレート製品における

カドミウム濃度は、製品のカカオ含量に

依存すると考えられている。そのため、よ

りカカオ含量の高いチョコレート製品に

設定されている ML と矛盾が生じること

から、カカオ 30%以上 50%未満のチョコ

レートに対する ML として設定される値

の更なる検討が必要であるとされた。カ

カオパウダーについては、MLを 3.2 mg/kg

に設定した場合、違反率は、全世界データ

に基づけば 4.7%、ラテンアメリカとカリ

ブ地域に限定したデータに基づけば 12％

となった。そのため、5%を超えることが

予想されるラテンアメリカとカリブ地域

の貿易に大きな影響を与える可能性があ

ることが指摘された。 

 EWG では、ML の値に合意が得られな

かったことから、データ収集のための議

論の延期やすでに ML が採択されている

チョコレートの分類(カカオ 50%以上のチ

ョコレート)の再検討などが提案された。

しかし、最近採択されたMLの再検討は、

Codex 委員会への信頼を損なう可能性等

があるため適切ではないとされ、議論が

継続された。特に、カカオ 50%以上 70%

未満、70%以上のチョコレートに対する既

存の ML と比例するように残りの分類の

ML を設定するよう考慮するべきとされ

た。 

 最終的に CCCF は、以下のように新た

な ML 案を提示した。 

・カカオ 30%未満のチョコレート：0.3 

mg/kg 

・カカオ 30%以上 50%以下のチョコレー

ト：0.5 mg/kg 

・カカオパウダー (カカオ 100%)：1.5 

mg/kg 

 提案された ML に基づき試算される

違反率は、カカオ 30%未満のチョコレー

トの場合、3.2%(全世界データ)、12%(ラテ

ンアメリカとカリブ海地域限定)、カカオ

30%以上 50%以下のチョコレートの場合

22%(全世界データ)、22%(ラテンアメリカ

とカリブ海地域限定)、カカオパウダーの

場合、9.3%(全世界データ)、22% (ラテン

アメリカとカリブ海地域限定)となる。 

 EU は、EU 域内でより厳しい HBGV(健
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康影響に基づく指標値)が実施されている

ため、提案された ML を支持することは

できないとした。EU のリスクアセスメン

トでは、特定の脆弱なグループでは

HBGV の最大 6 倍まで超える可能性があ

ることが示されている。また、エクアドル

は、ラテンアメリカとカリブ海地域の違

反率が高いため、この ML 案を支持でき

ないとした。 

 JECFA 事務局は、CCCF に対する科学

的助言の必要性に応える準備をしている

が、カドミウムの新たなリスクアセスメ

ントを行うための利用可能な有害影響に

関する新しいデータはないと述べた。 

 議論の結果、カカオ 30%未満のチョコ

レートの ML を 0.3 mg/kg とし、CAC 第

42 回会合にステップ 5/8 で採択に諮るこ

とに合意した。この決定に対し、EU、ノ

ルウェー及びエクアドルが留保を表明し

た。カカオ 30%以上 50%以下のチョコレ

ート製品及び、カカオパウダーについて

は、エクアドルが議長国、ガーナが共同議

長を務める EWG を再設置し、作業を継続

することとなった。また、次回会合の議事

進行を以下の通りとすることに合意した。 

・既存の ML とカカオ含有率に対して比

例関係を持たせることと、違反率のバラ

ンスを考慮すること。また、そのために必

要となるデータ提出を継続的に行うこと。 

・既存の ML を修正しないこと。 

・CCCF 第 14 回会合で合意が得られなか

った場合、カカオ中のカドミウム汚染の

予防と削減に関する CoP が策定され実施

に移されるまで、本作業を中止すること。 

 

CAC 第 42 回会合における議論 

 加盟国から多様な意見が提出された結

果、CCCF によりカカオ 30%未満のチョ

コレートを対象に合意された ML 案(0.3 

mg/kg)は、ステップ 5 で採択された。ML

案を支持するあるいは支持しない各国の

主要意見は以下の通りである。 

ML 案を支持する意見 

・ML 案は貿易に悪影響を与えることも

なく、十分に健康保護ができる値である。 

・ML 案は GEMS/Foods を通じて入手可能

な全世界のデータに基づいており、

JECFA の評価に基づく科学的根拠がある。 

・カドミウムは地域ごとに異なるレベル

で自然に発生しており、食品の安全性へ

の懸念がない限り、ML はすべての生産地

域のニーズを満たすように設定する必要

がある。 

・ML 案は、チョコレートのカテゴリーで

すでに採用されているカカオ 50%以上

70%未満及び、70%以上の ML との比例原

則に基づいている。 

・Codex 委員会によって設定されたコメ

を対象とした ML の値はより高くまた、

コメの消費量はチョコレート製品の消費

量よりも多い。 

・ML 案は、子供を含む消費者の健康に影

響を与えないレベルである。 

・ML 案は、JECFA のリスクアセスメン
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ト、CCCF による EWG の作業、CCCF で

の合意がありさらに、Codex 執行委員会

(CCEXEC)による勧告を考慮したもので

ある。 

ML 案の採択に反対の意見 

・この分類のチョコレートを多く消費す

る子供にとって、特に十分な健康保護が

ないため、ML が低い方が好ましい。 

・JECFA は、カカオ中のカドミウムは 0.3 

mg/kg で健康上の問題を引き起こさない

ことを示したが、25 µg/kg_bw という

Provisional Tolerable Monthly Intake (PTMI)

を確立している。カドミウムの慢性毒性

は十分に文書化されており、カドミウム

は腎臓に蓄積し、不可逆的な尿細管性腎

機能障害及びその他の非感染性疾患につ

ながることが知られている。 

・アフリカの生産国からのデータは、0.3 

mg/kg の ML 設定をサポートしていない。

この地域で得られた結果は、0.01〜0.02 

mg/kg の ML を支持している。輸出国であ

るカメルーン、コートジボワール、ガーナ、

ナイジェリアは、世界のカカオ生産の

75%を占めている。達成可能なものよりも

15 倍高い ML の設定は消費者の利益にな

らず、当該製品に対して高い水準を維持

するアフリカ諸国の取り組みを台無しに

する。 

・厳しい ML 設定をしても、カドミウム

レベルが 0.075 mg/kgの高品質のカカオが

不足することはない。 

 さらに、EU は、EFSA からの助言に基

づき、0.1 mg/kg のより厳しい ML のみ、

すべての消費者、特に子供たちの十分な

保護を確保できると表明した。 

 CAC 第 42 回会合は、CCCF が各国にお

ける 0.3 mg/kg の ML の達成を支援するた

めの、カカオのカドミウム汚染の防止と

低減のための CoP を開発しようとしてい

ることに言及した。また、Codex 事務局は、

現時点でカドミウムに ML を採択するこ

とができない場合、この作業は、数年かか

る CoP の最終化と実施を待って中断また

は中止される可能性があることを明らか

にした。 

 JECFA 事務局は、JECFA 第 77 回会合に

より得られた評価結果を説明し、カカオ

含有製品からのカドミウムへの曝露は他

の食事曝露源と比較して重要ではなく、

公衆衛生上は大きな懸念事項ではないと

述べた。 

 議論が膠着したため、非公式会合を進

めることになった。非公式会合の結果、

CCCF が提案した ML 案はステップ 5 で

採択されたが、EU、ノルウェー、スイス

が留保し CCCF でさらに議論することに

なった。ただしカカオ 30%未満のチョコ

レートについての議論は ML の値を 0.3 

mg/kg に限定して行う。新たに提供された

追加情報により ML の値の変更が正当化

されない場合には、CCCF 第 14 回会合は、

そのままの値(0.3 mg/kg)を CAC による採

択に諮ることが考えられる。そのような

場合には、CAC でさらに議論することな
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く採択することが確認された。この決定

に、ベニン、EU、ナイジェリア、ノルウ

ェー、スイスが留保を示している。 

 

3. 直接消費用の落花生中の総アフラトキ

シン及びスパイス中の総アフラトキシン

及びオクラトキシン A 

 直接消費用の落花生及びスパイスを対

象としたアフラトキシン及びオクラトキ

シン A の ML 設定に関しては、それらに

よる汚染の防止及び低減に関する

CoP(CXC 55-2004)が確実に実行された後

に行われる JECFA による評価を待つこと

について、CCCF 第 12 回会合において合

意された。しかし、CCEXEC 第 75 回会合

において、これらの製品中の ML 設定及

びサンプリングプランを完成させるプロ

セスを加速することが推奨されたため、

CCCF 第 13 回会合の議題とされた。しか

し第 13 回会合では、第 12 回会合の結論

を維持し、本作業をステップ 4 に留める

こととした。 

 

4. 魚類におけるメチル水銀 

 魚類を対象とするメチル水銀の ML 設

定に関しても、ALARA の原則を適用する

ことが 2017 年に開催された CCCF 第 11

回会合において合意されている。また、

2018 年に開催された CCCF 第 12 回会合

では、マグロ類、キンメダイ、カジキ類及

びサメ類の ML 案が合意され、CAC 第 41

回会合において採択された。 

第 12 回会合での議論 

 EWG 議長国のオランダから、新たに

GEMS/Foods データベースに登録された

データを利用し ARALA の原則に基づい

た導出された魚類におけるメチル水銀の

ML 案とサンプリングプランが提案され

た。また、缶詰のマグロには ML を設定

しないこと、総水銀濃度をスクリーニン

グに用いつつメチル水銀濃度に対する

ML を設定するアプローチを継続するこ

とさらには、健康保護を目的に消費者に

助言する追加的管理措置の必要性を示す

注釈を作成することへの合意が確認され

た。 

各魚種の ML 案の検討 

 当初、違反率 5%に基づき ML 案の候補

が検討されたが、より低い違反率を指標

として検討すべきだという意見がだされ

た。そのため鉛の ML 設定と同様、5%よ

りも低い違反率を指標として、ML 案が検

討された。なお、EU、スイス及びノルウ

ェーは、検討された ML 案が現在 EU に

おいて設定されている ML よりも高く水

銀の暴露量の増加につながるため、当面

の間合意できないとした。 

 

第 13 回会合における議論 

 魚類を対象とするメチル水銀の ML 設定

に ALARA の原則を適用することを確認し

た。また、必ずしも総水銀濃度がメチル水銀

濃度を反映しないため、実態調査結果とし

て両方のデータを入手する必要があるとし
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た。EWG では、優先順位付けされた魚種/分

類学的分類に基づく ML 設定が推奨された

が、そのためには新たな総水銀並びにメチ

ル水銀濃度のデータが GEMS/Food データ

ベースに蓄積され利用可能になることが必

要であるため、それまでの間、検討を延期す

ることが合意された。データ要件を含むそ

の他の主要な議論は以下の通りである。 

・理想的には少なくとも 2 つの海域からの

データを含むこと。 

・理想的には代表的な漁業区のサンプルか

ら得られたデータであること。そして、 

・データのグループ化の一貫性を向上させ

るために、魚種の二項名または FAO の分類

コードの使用を要請すること。 

・第 12 回会合で ML を設定したキンメダイ

の平均漁獲量を国際貿易の選択基準とする

ことが説明された。また、ある加盟国から

は、メチル水銀の ML を設定すべき追加の

魚種に関しては、当該魚種の貿易量を考慮

する必要があるという見解が示された。 

魚類中のメチル水銀のサンプリングプラン 

 食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関

する Codex 一般規格；GSCTFF(CXS 193-

1995)に含まれる他のサンプリングプラン

との不一致がありその検討が必要であるた

め、メチル水銀の ML 設定に関連したサン

プリングプランの改訂案は、第 13 回会合に

は示されなかった。また、以下 2 つの疑問

について確認された。 

・同時にサンプリングされた個々の魚間で

メチル水銀濃度が大きく異なる可能性があ

るという根拠はあるか。 

・魚全体または可食部の特定の一部のみの

いずれを分析すべきか。 

 

第 14 回会合に向けた議論 

 第 13 回会合により設置された EWG では、

追加の魚種に対する ML 設定及びサンプリ

ングプランについて議論された。 

ML を設定する追加の魚種に関する議論 

 本件に関する主要な議論は以下の通りで

ある。 

・ML 案の導出における総水銀データセッ

トの使用：更なる ML 設定に、メチル水銀

濃度と総水銀濃度の両方が必要であると確

認されてきたが、両データが果たす役割に

ついては定められていなかった。EWG では、

両データを、ML を追加設定する魚種の選択

基準と可能性のある ML に適用するための

オプションが議論された。ある加盟国は、総

水銀濃度に対するメチル水銀濃度の割合を

使用することを推奨した。総水銀濃度とメ

チル水銀濃度の対データの解析が有意に相

関している場合、両濃度の関係をモデル化

するための回帰式が計算された。この式を

総水銀濃度しか取得されていない魚種のデ

ータに適用することで、対になるメチル水

銀データへの調整が可能である。魚種の選

択基準と ML のオプションに対する解釈へ

の信頼を増すことになる、より大きなデー

タセットの生成につながることが、このア

プローチの利点である。 

・アンコウのデータセットの解釈：アンコ
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ウのデータセットでは、総水銀濃度の平均

値は選択基準を下回った。しかしデータ数

がかなり少ないメチル水銀濃度の平均値は、

選択基準を超えていた。サンプル数の大き

い総水銀データの使用が有用であるとする

意見の他、違いを解決するためには相当数

のメチル水銀の結果が必要になるという意

見もあった。アンコウの追加データは収集

中であり、2020 年に提出されることが確認

された。 

・最小サンプル数：ある違反率において信

頼できるサンプルの最小数を決めるために

行われる統計学的検定の情報が提供された。

それによると、4%の違反率の設定に対して

最低でも 74 サンプルが必要となる。 

・貿易情報：貿易される重要な魚種の特定

が必要であることを指摘した国があった。 

・選択基準：その濃度を下回る魚種であっ

ても総暴露量に寄与する可能性があるため、

ML を設定する追加の魚種の特定において、

選択基準(0.3 mg/kg)に依存すべきではない

と指摘する国があった。 

サンプリングプラン 

 本件に関する主要な議論は以下の通りで

ある。 

・同時に採取された魚におけるメチル水銀

濃度の変動：ある特定ロットにおけるメチ

ル水銀濃度を魚のサイズ(長さまたは重量)

との関数として定義した情報が検討された。

特定の 2 魚種のデータのみが示されたため、

他の魚種における変動は異なる可能性があ

ると指摘された。サイズがメチル水銀濃度

の変動における要因の 1 つであることには

合意が得られた。しかし、サイズによって固

有の変動が管理されていない加工品につい

ては特に、代表サンプルの抜き取りに関す

るアプローチの難しさがあるかも知れない

ことが指摘された。ML がすでに設定されて

いる、4 つの魚種/グループでのサイズの違

いも相当に大きい。典型的なキンメダイは

<50 cm であるのに対し、アトランティック

ブルーカジキは最大で 500 cmとなる。また、

同じグループであってもサイズの変動が大

きくなる可能性がある(マルソウダは約 50 

cm ほどであり、クロマグロは約 200 cm ほ

ど)。したがって、ML が設定された魚種を

包括するために、特定のロットにおける典

型的なサイズ変動を定義することが困難で

あると考えられた。この違いがあるために、

一般的なサンプリングプランの使用が目的

に適合しない可能性がある。 

・魚全体を分析すべきあるいは可食部の特

定部位を分析すべきか：大部分のメンバー

から、サンプリングのために、大型魚の一部

を使用することに支持が得られた。あるメ

ンバーからは、合意する前に追加のデータ

を収集すべきとの意見が出された。2 加盟国

からは、魚のと体におけるメチル水銀濃度

の分布の変動は最小限であり、経済的損失

を抑えるためにどの部分でも使用できるこ

とが指摘された。ある加盟国は頭と尾の部

分のコンポジットを支持した。 

 すべての魚種をカバーする単一のアプロ

ーチは目的に適合しないかも知れない。そ
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のため、ML が設定された各魚種の特性に基

づき、サンプリングにおいて採取される最

も適切な部位を特定するためのデータベー

ス開発が有用であるとされた。 

・サンプリングプラン原案：GSCTFF にお

ける他のサンプリングプランとの整合を確

実にするために第 13 回会合時のサンプリ

ングプランが見直された。このサンプリン

グプランを開発する際にカビ毒のサンプリ

ングプランが参照されていたが、そこで使

われている用語を、魚の貿易で使用されて

いる用語をよりよく反映させるために変更

する必要があるとされた。小売りの段階に

おけるサンプリングが不適切であることに

合意が得られ削除された。 

 

E. 研究発表 

1. 論文発表 

酒井義瑛, 山口治子： FAO/WHO 合同食

品規格計画第 12 回食品汚染物質部会

(CCCF), 食 品 衛 生 研 究 , 68(10), 39-

58(2018)  

2. 学会発表 

  特になし 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 

 

謝辞 

 CCCF でのわが国の対応について、丁寧

なご指導と多くの貴重なご助言をいただ

いた山田友紀子博士にこの場をかりて心

から厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

I-3. 残留農薬部会(CCPR)、分析・サンプリング法部会(CCMAS)                                               

 

A．研究目的 

 食品はヒトの生存に不可欠なだけでな

く、経済上もより重要な産品となった。現

在食品には、ヒトの健康を損なうリスク

が小さく安全であることの保証に加え、

公正に取引されるための枠組みが国際的

に求められている。Codex 委員会は、まさ

にこの食品に対する 2 つの国際的な要求

を満たすため、様々に議論する場である。

わが国も、Codex 加盟国として食品の安全 

 

性と公正な取引に関する国際整合を推進

させるためまた、国内の実態や状況を国

際的な枠組みにおいて反映させるために、

積極的に議論に加わる必要がある。 

 本研究では、Codex 委員会に設置された 

部会の中から、CCPR と CCMAS を対象と

し、各部会で行われる議論の中から、わが

国への影響の大きさと国際的な枠組みに

おける議論の進み方を考察するための適

正を考慮して選択した議論を詳細に解析
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し、わが国がとるべき対応について検討

した。CCPR を対象とした研究では、短期

摂取量の国際的な推定値 (International 

Estimate of Short-Term Intake; IESTI)に関す

る議題を主として選択した。この議題に

ついて、今後のわが国における IESTI や

短期摂取量(ESTI)検討の可能性を模索す

ることまた、国際的な議論の展開に影響

する種々の要素を検討することを目的に、

CCPR における議論の詳細を解析し考察

した。 

 CCMASを対象とした研究では、2018年

5 月に開催された第 39 回会合による提案

文書への合意を経て新規作業となった、

「サンプリングの一般ガイドライン」

(CXG 50-2004、以下 CXG 50)の改訂、「測

定(値)の不確かさのガイドライン」(CXG 

54-2004、以下 CXG 54)の改訂を中心に議

題を選び、わが国への影響並びにわが国

がとるべき対応を明らかにすることを目

的として詳細を解析し検討した。 

 

B. 研究方法 

 CCPR 並びに CCMAS に共通して、H29

年度から R1 年度の期間を中心に、開催さ

れた会合の報告書の解析及び、設置され

た EWG による討議文書作成プロセスへ

の関与を通じた各国意見の解析を研究方

法とした。関連する情報には、FAO Plant 

production and protection paper 225 や、

EFSA が 2015 年に開催したワークショッ

プの報告書、また Journal of Environmental 

Science and Health, Part B (2018, 58, 343-

410)に掲載された IESTI 関連論文、AOAC、

AOCS、NMKL、IUPAC、EURACHEM と

いった分析に関する国際的な組織が発刊

する書籍、分析法集、ガイドライン、イン

ターネット上に公開されている HP 等、

ISO といった標準化のための組織が発行

する規格を用いた。 

 

C. D. 結果及び考察 

1. CCPR 

1-1. IESTI に関する議論 

議論の発端と第 51 回会合までの経緯 

IESTI の見直しに関する議論は、2016 年

に開催された第 48 回会合における EU と

オーストラリアの提案に応じて開始され

た。この提案の背景には、 IESTI を算出

するために、Codex の枠組みにおいて(The 

joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 

Residues; JMPR において)使用されている

計算式を EU 域内で使用されている計算

式に整合させようとする、EU の強い意志

があった。より現実に即しかつ精密化に

役立つ変更であれば、Codex 加盟各国の受

け止め方も変わったかも知れない。しか

し、公衆の理解を得ることが目的として

強調されかつ、科学的に妥当と考えるこ

とのできない提案が複数含まれておりさ

らに、EU が提案する IESTI 計算式の算出

結果を踏まえれば、すでに採択されてい

る Codex MRLs (CXLs)の一部が失われる

可能性も明らかとなった。EWG 議長国(オ
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ランダ)による半ば強引な進行もあり、一

時、議論は紛糾した。わが国を含む複数の

国から、IESTI 計算式の内容や各パラメー

タの適正の評価は JMPR で行われるべき

という意見が提出されたことを契機とし

て、議題の方向性が大きく変わった。議論

は整理され、以下に示す 2017 年開催の第

49 回会合により合意された付託事項

(ToR)が本議題の到達点として設定され

た。このうち、IESTI の歴史、背景、使用

に関する情報提供については、「IESTI の

歴史、背景並びに使用に関する情報提供

文書」が開発され、2018 年開催の第 50 回

会合報告書の付属 文書 (REP18/PR 、

Appendic XI)とされることで作業を完了

している。 

・第 49 回会合時の ToR 

ToR1:IESTI の歴史、背景、使用に関する

情報を提供する。 

ToR2:現在の IESTI 計算式から生じる利点

と課題また、それらのリスク管理、リスク

コミュニケーション、消費者保護目標と

食品の取引に対するインパクトの実例と

なる注解を見直し提供する。 

ToR3:JMPR 事務局を通じて、リスク評価

者に提供することを目的に、その他の情

報とともに、農産品のバルキングとブレ

ンディングに関する適切な情報を収集す

る。 

 

第 51 回会合における議論 

  第 50回会合によりオランダを議長国と

する EWG が設定され、議論を継続するこ

とに合意された。設置された EWG の ToR

は、第 49 回会合により合意された ToR の

うち、REP18/PR、Appendic XI がとりまと

められたことにより作業を完了したToR1

を除く、残りの 2 つとされた(ToR2 並びに

ToR3)。 

 2019 年開催の第 51 回会合ではまず、

FAO/WHO からの科学的助言が入手でき

なかったため ToR2 の作業が完了しなか

ったことが EWG 議長国により報告され

た。これに対して WHO の代表は、農薬を

対象とした急性の確率論的な経口暴露評

価に関する FAO/WHO の検討はまだ草案

段階で、最終文書は 2019 年 9 月に JMPR

に提出予定であるが、現在の IESTI の計

算式はそのままで消費者にとって保護的

であることを情報提供した。さらに、EWG

が作業継続提案をしたことに対し一部の

国の代表団からは、議論に数年を要して

いることや CCPR のリソースの活用の観

点から疑問が呈された。ToR3については、

バルキング及びブレンディングに関する

情報を収集するための回付状(CL)の作成

を Codex 事務局が検討するよう EWG が

勧告していること等について説明され、

CCPR により了承された。 

 上記の通り、CCPR 第 51 回会合におい

て、IESTI に関連した議論の大きな進展は

無かった。現在の IESTI 計算式の使用に

より農薬残留物の短期摂取量推定ひいて

はMRLsの設定に問題が生じてはおらず、
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そのため本作業の緊急性が高いとは言え

ない。一方、この提案の背景には、EU 域

内での考え方に世界(Codex 委員会)を整

合させようとする政治的な動機が強くあ

り、他の加盟国の強調や協力を引き出す

ことにはそもそも困難が予想された。さ

らには、限られた CCPR のリソースが、

一国(一地域)が主張する議題に割りあて

られることを不快に感じる国があっても

おかしくない。第 51 回会合において、作

業中止を求める意見が提出されたことは

当然だと考える。 

 上記の通り作業中止も議論されたが、

第 51 回会合は、EWG(議長国：EU、共同

議長国：ブラジル及びウガンダ)を再設置

することに合意した。ToRs は次の通りで

ある。ToR1;討議文書(CX/PR 19/51/14)で特

定された、現在の IESTI の計算式から生

じる利点及び課題について議論を進める

こと。その際、FAO/WHO による検討結果

を反映させること。ToR2;バルキング及び

ブレンディングの情報を収集、概要を作

成し、第 52 回会合での議論の後、2020 年

JMPR に送る。ToR3;第 52 回会合で議論す

るために、ToR1 及び ToR2 を考慮した討

議文書と勧告を作成する。 

 なお 4 年に亘り EWG の議長国を務め

たオランダは、第 51 回会合での報告をも

って議長国としての役割を終え、新たに

EU が議長国、ブラジルとウルグアイが共

同議長国となった。 

 

第 52 回会合にむけて EWG において行わ

れた議論 

 第 51 回会合により設置された EWG の

活動は、2019 年 9 月 13 日に、Codex 委員

会下に設置された電子掲示板(オンライン

プラットフォーム)への議長国による投稿

により開始された。この投稿には以下の 3

つの質問が含まれていた。 

・質問 1：前回の EWG により作成された

討議文書では報告されておらず、新たに

作成される討議文書に記載すべき、現在

の IESTI 方法論に関連する追加の利点/課

題はありますか？ 

・質問 2：考慮すべき追加となる出版物は

ありますか？(もしあれば)情報を提供し

てください。 

・質問 3：貿易に対する IESTI のインパク

トをよりよく記述するためにはどうすれ

ば良いか、提案できますか？貿易に対す

る IESTI の影響の大きさを測ることを可

能にする、数量計算に関する提案はあり

ますか？ 

 質問の内容以前に、回答期限が 1 週間

に設定されていたことについて考察すべ

きであろう。EWG における回覧でも、文

書等への回答期限等は短くとも 1 ヶ月程

度に設定されるのが通常である。この通

常設定される期間に比べると、1 週間とい

う期間は短すぎる。短すぎる回答期限の

設定は、回答者への配慮が足らないある

いは、意図的に短く設定していると捉え

られても致し方ない。 
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 次に質問の内容であるが、本 EWG の

ToRs は、CL により情報提供が求められて

いるバルキング及びブレンディングを除

くと、「討議文書(CX/PR 19/51/14)で特定さ

れた、現在の IESTI の計算式から生じる

利点及び課題について議論を進めること。

その際、FAO/WHO による検討結果を反映

させること。」である。この ToR により明

確に指示されるとおり、未完成であった

CX/PR 19/51/14 に基づき議論し完成させ

ることが EWG の作業目標であると捉え

るのが自然である。しかし、議長国から提

示された質問 1 には、これまでに取り扱

われていない利点/課題を収載しようとす

る意図が感じられる。また、質問 3 は、こ

れまでの討議文書では議論されてこなか

った新しい要素に関連しており、明らか

に ToRs から逸脱している。 

 これらの質問に関するアメリカの回答

が、オンラインプラットフォームに掲載

された。要約すると以下の通りとなる。 

・コメント募集期間が短い  

・CCPR 第 51 回会合で合意された ToRs

には含まれていない作業が想定されてお

り、それに関する質問がされている。 

・作成途中の討議文書の完成を最優先事

項とすべき 

・CCPR 第 51 回会合において、貿易への

影響の評価方法に関する議論はされてい

ない。また、EWG の ToRs にも含まれて

いない。従って、この対象に関する質問が

される理由が不明である。 

 EWG 議長国による次の行動は、1st 討

議文書の回覧であった。回覧された 1st 討

議文書は、CX/PR 19/51/14 とは全く異な

るものであった。さらに 1st 討議文書への

各国コメントを踏まえ修正した文書とし

て、2019 年 12 月 18 日には 2nd 討議文書

が回覧された。しかし各国のコメントを

検討し、十分な修正がされた文書とはい

えなかった。2nd 討議文書の回覧後、2020

年 1 月 17 日には第 1 回、同年 2 月 5 日に

は第 2 回の web conference が議長国の呼

びかけにより開催された模様である。い

ずれも、web 会議用アプリケーション

(skype)を利用し行われている。EWG によ

る web conference の実施が手続き上どの

様に扱われるのかには疑問がある。しか

し、web conference が国際会議等における

重要なツールとして、今後日常的に使用

される可能性もあるため、わが国におい

ても対応できるようにしておくべきと考

える。議長国は、EWG 参加国の理解を深

め討議文書を完成させるために web 

conference を開催しているのであろう。し

かし、合意形成のための既成事実を作る

こと等が意図されている可能性もある。

Web conference への参加は時に慎重に判

断すべきであり、参加する場合には議論

を確実に把握し必要に応じて発言できる

だけの準備をしてから望むべきである。 

 リスク評価者による評価やその結論に

対して、リスク管理者が適正性への批判

も含む疑問を呈することは、評価者と管
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理者の機能的分離の原則にも抵触し、分

を超えるのではないかとも考える。この

点についてアメリカは、1st 討議文書への

コメントにより言及している。FAO/WHO

による試行や JMPR による評価は、その

実施に必要な情報やデータが全てそろっ

た理想的な状態で行われるとは限らない。

むしろ、限られた情報やデータを最大限

に活用して実施されることの方が通常で

あろう。現実における制限を正しく理解

し、その制限下で実施される活動への敬

意を払わないまま、リスク管理機関であ

る CCPR がリスク評価者(FAO/WHO の専

門家グループ、JMPR)による検討を否定す

べきではない。討議文書には、上記の理解

や敬意が欠如する記述がいく箇所にもあ

る。これは、EWG の議長国である EU に

よる主張であろう。本来、そのような記述

については EWG 参加国が削除や修正を

提案すべきである。しかし、これまでにも

見られた通り、EU が独善的に EWG を運

営している可能性もあり、適切な議論が

されているかは不明である。 

 2020 年までに、WHO の専門家グルー

プにより確率論的な短期食事暴露量の推

定が行われ、その結果がリスク評価者に

よりレビューされた。これで、本議題に関

連し未検討な項目はなくなった。しかし、

提案の背景にある EU における政治的な

要件との折り合いがつく気配はない。第

51 回会合により設置された EWG の議長

国を EU が務めていることが、議論を再び

混迷させているようにも感じられる。他

の加盟国の意見を真摯に受け止め取組ま

なければ、部会が作業中止を判断する可

能性が高まるようにも思う。これまでの

議論の経過を踏まえ、現在、EU がどの様

な成果を得ようと考えているのかも明確

ではない。EU 域内での課題を Codex 委員

会という場において一般化し解消するこ

とを考えていたのであれば失敗に終わり

そうである。特別な成果無く、議論を続け

ることを成果と考えていたならば、一定

の成果は得られたのではないだろうか。

しかし、特定の一国(一地域)のために

CCPR のリソースを使用したことに対す

る批判が、加盟国の間には残るのではな

いかとも考える。いずれにせよ、次回会合

が節目になるものと予想する。 

 

1-2. CXG 56-2005 の改定に関する議論 

 第 50回会合においてイランが提案した

ことにより、「残留物の同定、確認、定量

を対象とした質量分析法(MS)の使用に関

するガイドライン」(CXG 56-2005)の改定

の議論が開始された。同会合はイランを

議長国、コスタリカを共同議長国とする

EWG を設置し、継続して検討を進めた。 

 第 51 回会合では、①「食品と飼料に含

まれる農薬残留物の定量を目的とした分

析法を対象とする性能規準に関するガイ

ドライン」(CXG 90-2017)が、より最近に

開発された MS 以外の技術も網羅するガ

イドラインであるため、重複を避けるこ
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と、②CXG 90 が加盟国にとって十分な内

容であるかまた、CXG 56 に含まれる情報

を考慮して改訂する余地があるかを検討

すること、③CXG 90 は発展途上国の要望

や能力を考慮して開発されており、2 つの

文書をマージする場合にも同様に考慮す

べきことへの意見が提出された。議論の

結果、イランを議長国、コスタリカを共同

議長国とする EWG を再設置することが

決定された。設置された EWG の ToRs は

以下の通り。 

・ToR (i) :CXG 90-2017 が質量分析を適切

に網羅しているならば、CXG56-2005 の廃

止を提案する。 

・ToR(ii) :CXG56-2005 中に、CXG90-2017

に含まれていることが適切だが含まれて

いない条項があれば、2 つの文書をマージ

する可能性を検討する。そして 

・適切であれば新規作業提案する。 

・可能であればマージしたガイドライン

案を CCPR 第 52 回会合での検討のために

提示する。 

 EWG では、CXG 56 の CXG 90 へのマ

ージを意図したのであろう“Proposed draft 

review of CXG 90-2017 and CXG 56-2005”

が回覧された。しかし、議論することなく

マージした文書を作成することは、ToRs

に沿った作業とは言えない。そのため、わ

が国の対応としては、この文書には意図

してコメントせず、ToRs にそった作業を

求めることが適切であると考える。 

 CXG 90 や 56 のように技術的な内容に

特化したガイドラインにおいては特に、

詳細な記述が科学的進捗からの遅れを

早々に目立たせる要因となる。また、実行

性が損なわれることに伴う形骸化も懸念

される。特に CXG 90 は長時間の議論の

末、妥協も含めて開発を完了したガイド

ラインであり、内容も詳細に過ぎるほど

である。CXG 90 にマージさせないことで

加盟各国の措置が混乱するといった、必

要性の高い情報が CXG 56 に含まれてい

るようにも思えない。従って、個人的には

CXG 56 の廃止を判断したい。しかし、加

盟国の中には異なる意見をもつ国もある

ことが想像される。そのような意見に反

論しまた、提案したイランと対立する立

場を明確にする利点もないため、ToRs に

沿って CXG 90 の内容を変更せずに CXG 

56 中の該当する情報だけをマージするこ

とが確実に行われるように協力すること

も、わが国にとっての貢献のあり方だと

考える。 

 

2. CCMAS 

2-1. 分析法の承認に関する議論 

 2017 年開催の第 38 回会合から 2019 年

開催の第 40 回会合にかけて行われた分

析・サンプリング法の承認に関する議論

から、一部を抜粋して以下の通りまとめ

る。 

第 38 回会合 

魚油中のリン脂質量をリンの分析結果か

ら算出するための換算係数の検討 
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[結果]油脂部会(CCFO)から魚油中のリン

脂質の量を求めるために、リンの分析結

果に乗ずる換算係数について検討が求め

られた。しかし、CCMAS はそれを推奨す

る立場にないとして検討しなかった。 

[背景や理由]リン脂質は一般に、構造中に

リン酸エステル部位を持つ脂質の総称で

ある。骨格とする化学物質の違いにより、

グリセロリン脂質とスフィンゴリン脂質

に分けられ、多くの分子種が存在する。こ

れら多くの分子種に由来するリンの分析

結果から、リン脂質の量を正確に求める

事は、科学的に不可能である。仮に CCFO

の求める換算係数を設定するならば、デ

ータ等を踏まえた検討に先立ち、そのよ

うな換算係数を設定する事への合意形成

が必要であり、形成された合意の元で、よ

り現実的な数値となるよう議論すること

になるだろう。CCFO が真のリン脂質量を

求める事の困難さから、分析が比較的容

易なリンの分析結果の換算によってリン

脂質量を求めたいと考えたことは理解で

きる。しかし、上記の合意形成が最も重要

な要素であり、CCMAS にはその機能も権

限もない。 

脂肪酸や酸価の分析法の特徴 

[結果]加工果実・野菜部会 (CCPFV)から

は、急速冷凍フライドポテト中の遊離脂

肪酸の分析法、アジア地域調整部会

(CCASIA)からは、のり製品の酸価を測定

するための分析法の承認が求められた。

しかし、CCMAS はこれらの分析法の承認

を見送り、追加情報を要求した。 

[背景や理由]遊離脂肪酸と酸価はそれぞ

れ油脂の劣化の指標とされる。直接の分

析対象は油脂である。しかし CCPFV から

承認が求められた分析法には、急速冷凍

フライドポテトからの油脂抽出過程が含

まれていなかった。また CCASIA から承

認が求められた分析法には、油脂の抽出

過程が含まれていたが、即席めんが対象

であった。このように、分析によっては、

食品が直接の分析対象とはならず、食品

から抽出・精製された「成分」と認識され

る、同様の性質を有する一群の化学物質

が分析対象となることがある。成分を得

るための分析法と、成分中の特性を明ら

かにするための分析法が独立しているこ

とも多い。そのような場合には、それら分

析法の組み合わせに関する情報が得られ

ない限り、ある食品を対象とした分析法

としては、承認されることがない。 

乳児用調製乳中のクロム、セレン、モリブ

デンの分析法 

[結果]CCNFSDU が提案した ICP-MS 法を

Type II 分析法として承認し、承認済みで

あった原子吸光光度法と ICP-OES 法の承

認区分を Type III とすることが検討され

た。しかし、乳児用調製乳に設定されてい

るクロム、セレン、モリブデンの規格値に

対し、妥当と判断される性能で分析可能

か 疑 義 が 生 じ た た め 、 CCMAS は

CCNFSDU に対し、性能評価データの提出

を求めた。 
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[背景や理由]乳児用調製乳の規格は、「乳

児用調整乳及び特殊医療用乳児調製乳の

規格」(CXS 72-1981)に示されている。今

回 CCMAS による承認が依頼された 3 つ

の分析対象物質のうち、クロムを例に挙

げると、その最小濃度は、1.5 μg/100 kcal、

0.4 μg/100 kJ と規格されている。kcal や kJ

は栄養学の分野では主要な単位かも知れ

ない。しかし、分析の分野で使われること

はほぼない。そのため一般的事項として、

CCMAS は CCNFSDU に対して分析法の

承認を求める際には、分析の分野におけ

る主要単位である mg/kg といった、食品

の単位重量当たりの分析対象物質量を単

位として説明するよう要請している。し

かし、その要請には未だ応えられていな

い。ちなみに、1 kcal は 4.184 kJ に相当す

るため、単位よって異なる数値が規格さ

れているように一見見えるが、実質的な

違いはない。また、インターネットを調査

して得られた情報によれば、乳幼児用調

製乳 100 g は 77 kcal に相当する。これら

の情報を元に、CXS 72 により規格されて

いるクロムの最小濃度を、食品重量を単

位として変換すると、約 0.01 mg/kg とな

る。この計算が正しければ、乳児用調製乳

にこの濃度レベルで各分析対象物質が含

まれていた場合の、分析法の性能評価と

妥当性確認が求められている。適切な性

能評価データが提出されない限り、適正

に承認作業を行うことはできない。 

サンプリングプラン承認に関する今後へ

の注意 

[結果]直接、サンプリングプランの承認に

関する注意等が議論されたわけではない。

しかし、複数の部会から提示されたサン

プリングプランの適正が不明であるとし

て、今部会では承認が見送られた。 

[背景や理由]CCMAS による承認を求める

場合、各食品部会等は、明確な目的や方針

を持ち、原理や原則に則してサンプリン

グプランを策定し提案しなければならな

い。基本的には、「サンプリングの一般ガ

イドライン」(CXG 50-2004)に基づき策定

されたサンプリングプランであることが

必要となる。CXG 50 では、様々なサンプ

リングの原理・原則が扱われている。それ

ら原理・原則の適用以前に、サンプリング

プランの前提として、「ロットの特性値を

変数若しくは計数のいずれとして取り扱

うか」を考えなければならない。ロットの

特性値を変数として扱うということはす

なわち、サンプルから得られた量として

の結果を、ロット平均に照らして判定を

するということである。一方、ロットの特

性値を計数として扱うということはすな

わち、1 つ 1 つのサンプルに対して適合か

不適合かを判定し、不適合となる食品が

許容される数を下回ったロットを合格と

判定するということである。数理的には、

ロット特性値を計数として扱うことの方

が優しい。しかし計数として扱うことの

適正は、規格の設定内容と密接な関係に

あり、規格策定者にしか判断できない。今
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回提示されたサンプリングプランには、

CXS 50 に示された原理・原則に照らして

疑義が生じたため、その理由を問うこと

と併せて差し戻されている。 

 サンプリングプランの策定に関しては、

規格を策定する各個別食品部会での理解

が進んでいない。これまでにも十分に検

討されたのかが不明なサンプリングプラ

ンが提案される事案もあった。しかし、今

回のように承認を保留し問い合わせるこ

とを CCMAS はしてこなかった。これま

での承認プロセスからの大きな変更にも

当たる今回のやりとりは、今後の承認に

影響する可能性があり、注視する必要が

ある。 

 

第 39 回会合 

ビタミン D の分析法 

[結果]CCNFSDU から、CXS 72 の分析条

項に関連し、ビタミン D 分析法の承認が

求められた。「分析サンプリング法規格」

(CXS 234-1999)にすでに収載されていた

分析法のうち、ビタミン D3 のみを対象と

する AOAC992.26 が廃止されることとな

り、ビタミン D2 とビタミン D3 の両方を

対象とする EN12821、AOAC995.05 を type 

III と し て 、 新 た に 開 発 さ れ た

AOAC2016/ISO20636 を Type II として承

認した。 

[背景・理由]ビタミン D は、側鎖構造のみ

が異なるビタミン D2 とビタミン D3 の両

方を差し、その値は合算値であると考え

るのが一般である。しかし分析法の承認

を検討する中で、規格項目に関する矛盾

も発見されている。CCMAS は CCNFSDU

に対して CXS 72 においては規格項目が

ビタミン D3、「乳幼児及び児童を対象と

した特殊用途食品における栄養成分の助

言リスト」(CXG 10-1979)においては「ビ

タミン D がビタミン D2 とビタミン D3 に

由来する」とされている点について、明確

にするよう求めることを決めた。このよ

うに、分析法の承認においては、分析対象

を物質として、分析法上必要な程度まで

明確に同定することが求められる。 

メチル水銀分析法の性能規準 

[結果]CCCFが提案したメチル水銀分析法

を対象とした性能規準が承認された。 

[背景・理由]メチル水銀には複数の化学形

態が存在する。そのため、提案された性能

規準を検討するに当たり、CCCF がどの様

な化学形態のメチル水銀を想定している

かが議論された。その結果、消費者の健康

保護水準への影響がないことから化学形

態を区別しない総メチル水銀として ML

が設定されていると考えられ、総メチル

水銀以上の形態別分析にも利点がないこ

と、従来設定されていたガイドライン値

を検証するための分析法(AOAC988.11)が

総メチル水銀を対象としていること等の

意見や情報が提出され、総メチル水銀を

対象とした分析法の性能規準として検討

することの妥当性が確認された。CCCF が

承認を求めた性能規準案は、Codex 手続き
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マニュアルに収載された、性能規準策定

のためのガイドラインに沿った内容であ

った。そのため、性能規準を満たす分析法

の適正が検討され、あくまで例であるこ

とを強調し表記することに合意して、ほ

ぼ案のまま性能規準は承認された。今後、

加盟各国はこの性能規準を満たした分析

法を選択することになる。 

メチル水銀 ML 適合判定のためのサンプ

リング法 

[結果]CCCFが提案したサンプリングプラ

ンは承認されなかった。 

[背景・理由]CCCF は、主にロットサイズ

に応じたロットの分割とサンプルサイズ

を 3～10 まで変化させることを規定した

サンプリングプランを提案した。また、適

合判定時には、測定の不確かさを考慮す

ることが要求されていた。測定の不確か

さの考慮では、拡張不確かさの下限が ML

を超過しない限りロットが適合したとし

て判定することを意図した記述が含まれ

ていた。以上のサンプリングプラン及び

測定の不確かさを考慮した適合判定の提

案は、EU において規定・実施されている

内 容 (commission regulation (EC) No 

333/2007)を基礎としているものと考察さ

れる。しかし、提案されたサンプリングプ

ランは、いわゆる経験的な(empirical)サン

プリングプランであり、統計学的な検討

を経て設計されていない。また、測適合判

定時の測定の不確かさの考慮については、

少なくとも現在は、Codex の枠組みでは合

意されていない。上記 2 点が、承認され

ず CCCF における再検討が求められた理

由である。 

 

第 40 回会合 

ミネラル類の分析法 

[結果]CCNFSDU から、CXS 72 の分析条

項に関連し、ミネラル類(カルシウム、銅、

鉄、マグネシウム、マンガン、リン、カリ

ウム、ナトリウム、亜鉛)の分析法の承認

が求められた。議論の結果、 AOAC 

2015.06/ISO 21424 | IDF 119 を Type II 分析

法として承認し、AOAC 984.27 を承認せ

ず削除した。また、AOAC 2011.14/ ISO 

15151|IDF 229 を Type III 分析法として承

認したが、これら分析法については総会

で採択する前に、CCNFSDU で検討するべ

きとした。 

[背景・理由]CCNFSDU は、乳児用調整乳

及び特殊医療用乳児調製乳に含まれるミ

ネラル類を対象とした複数の分析法の承

認を求めた。しかし、現在の CCMAS は、

基本として、クライテリアアプローチに

よる分析法の妥当性確認を推進している。

クライテリアアプローチを採用するため

には、分析法の妥当性確認の指標となる

クライテリア(性能規準)を設定すること

になる。承認に諮られたミネラル類を対

象とする複数の分析法についても、個別

承認をするのではなく、それらの分析法

により達成可能な性能に基づき、妥当な

クライテリアが設定可能かについて検討
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が求められたと理解して良い。なお、検討

された ICP-MS 法と原子吸光法のうち、

ICP-MS 法が Type II で承認されている。

一部ミネラル類と分析法との組み合わせ

については、対象とする食品(乳児用調整

乳)を用いた妥当性確認データがないこと

から、Type IV に分類することも議論され

た。 

バージン・パーム油と粗パーム核油にお

ける酸価及び遊離脂肪酸の分析法 

[結果]名前の付いた植物油規格(CXS 210-

1999)により、バージン・パーム油と粗パ

ーム核油の分析条項として、酸価と遊離

脂肪酸が挙げられている。CCFO は、これ

ら酸価と遊離脂肪酸の分析法として、ISO 

660、AOCS 3d-63、AOCS Ca 5a-40 の 3 つ

を Type I として提案した。CCMAS は

AOCS 及び ISO から提供された情報に基

づき、提案どおり 3 つの分析法を承認し

た。 

[背景・理由]ある分析法が Type I 分析法と

して承認されれば、その他の分析法が承

認されることは基本的にはない。ただし、

同一の分析法が Type I 分析法として併記

される場合はある。CCFO が提案した 3 つ

の分析法のうち、ISO 660 は AOCS 3d-63

と AOCS Ca 5a-40 の 2 つを包含し、より

広い範囲を持つ分析法であるという情報

が提供された。この情報を従前の定義に

照らせば、上記 3 つの分析法が同一とは

言えない。しかし化学的な観点からは同

一の分析法と考えることが可能であり、

同じ分析結果を与えるとの説明もされた

ため、CCMAS は 3 つの分析法を全て Type 

I 分析法として承認した。 

 

2-2. 測定(値)の不確かさのガイドライン

(CXG 54)の改定に関する議論 

 測定の不確かさのガイドライン(CXG 

54-2004)の改定の議論の発端は、2015 年に

開催された第 36回会合にまでさかのぼる。

当時は「食品の国際貿易におけるサンプ

リングと分析の使用原則」(CXG 83-2003)

の改定が議論されていた。この議論にお

いても、測定の不確かさに関する多くの

言及があったが、EU を中心とする加盟国

の一部には、より具体的かつ特に適合判

定時に考慮することを盛り込み、CCMAS

内での不確かさの議論を進めようという

意見がある。また現在の議論は、「測定の

不確かさ」として、ある試料の分析に起因

する不確かさの取扱に限定されることと

なったが、これをその試料のサンプリン

グに起因する不確かさにまで拡張しよう

とする意見もある。 

 わが国の現状は、各試験所が測定の不

確かさの推定の取組を始めようとしてい

る段階にあり、技術的にあるいは実務上、

十分な準備ができているということが難

しいのではないかと考えている。また、適

合判定時の考慮については、従来どおり、

測定の不確かさを考慮せず判定すること

になっている。現在は、測定の不確かさを

考慮した場合の検査への影響等について
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も把握されていないと推測され、わが国

における今後の課題とすべきであろう。

さらに、サンプリングに起因する不確か

さは、通常、測定に起因する不確かさに比

べ大きくなるため、これを適合判定時に

考慮すれば、適合あるいは不適合を明確

に判定できる場合は、よりクリティカル

な分析結果が得られた場合に限られるこ

とになる。サンプリングに起因する不確

かさを考慮しサンプリングプランを設計

することになれば、それを十分に考慮せ

ず設計されたサンプリングプランと同程

度の水準を保つためにサンプルサイズが

増加することにつながり、労力や費用の

点から、検査の実効を維持できるか、慎重

に検討する必要性が生まれる。 

 2016 年開催の第 37 回会合において、測

定の不確かさの推定手順に関する事例集

作成が議論されたことを契機として、

CXG 54 の改訂提案がされた。それ以降、

ドイツを議長国とする EWG が会合ごと

に設置され検討を重ねてきた。2018 年開

催の第 39回会合において新規作業提案文

書を CAC 第 41 回会合に提出すること並

びに、CXG 54 の改訂作業を開始すること

が合意された。また、引き続きドイツを議

長国とする EWG を設置し、CXG 54 の改

訂について検討することが合意された。 

 翌2019年開催の第40回会合では、EWG

が作成した CXG 54 改訂案が CRD として

示され議論が進められた。議論の結果、主

として以下の意見の提出や決定があった。 

・本改訂作業のスコープには以下が含ま

れる。(i)測定結果の解釈に測定の不確か

さを使用すること、(ii)測定の不確かさと

(特定の)サンプリングプランとの関連性、

(iii)サブサンプリングを含む試験室サン

プルのみを取り扱うこと、(iv)可能な限り

シンプルなガイドラインにすること。 

・CXG 54 改定案は、適合性評価を網羅せ

ず、適合性評価を扱う独立した文書の開

発は歓迎されるが、CCMAS において現在

進行中の作業の優先度を踏まえて、延期

する。 

・例示は、情報提供文書に含めることがよ

り適切である。 

・原則として測定の不確かさが分析結果

の解釈においてどの様に使用可能である

かを表した図において、示されている各

状況の説明を明確化した上で、図は維持

する。 

 上記の決定のうち、測定の不確かさが

分析結果の解釈においてどの様に使用可

能であるかを表した図の維持に関する議

論を補足する。この図は、不確かさが付随

する分析結果と上限規格値との関係を 4

つの状況に分けて示している。EWG にお

ける議論では、“この図に示された各状況

を明確に理解するための説明”をガイド

ラインに含めることとされていた。しか

し、CRD として示された改定案には、“測

定の不確かさを使用した適合性評価にお

ける判断に関する説明”が示されていた。

測定の不確かさの幅の中に上限規格値が
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含まれる状況での適合性評価上の判断に

は、国際的にも合意が得られていない。そ

こで、わが国からは、今般の CXG 54 の改

定において適合性評価に関する内容を含

めることには合意が得られておらず、あ

くまで測定結果の解釈のために不確かさ

を使用することの説明にとどめるべきで

あることを意見し、修正案を提示した。こ

のわが国の意見に対し、複数の国から支

持が得られ、また EWG の議長国を務めた

ドイツも、適合性評価に関する内容を議

論することは本改訂作業のToRsに含まれ

ていないことを確認した。結果として、測

定の不確かさの幅の中に上限規格値が含

まれる状況では、標準的な解釈として不

明確であるとする、科学的側面からは正

確な表現が盛り込まれたものの、その解

釈に基づく行動すなわち、適合性評価に

おける判断は、貿易当事者間での事前合

意に基づくとされた。 

 第 40 回会合において議論された CXG 

54 改定案は、ステップ 5 に進められ、CAC

第 42 回会合に諮ることとされた。 

  CAC 第 42 回会合の終了後となる 2019

年の 10 月 31 日を期限として、CXG 54 改

定案への意見がステップ 6で求められた。

わが国からも校正に関するものも含め、

追加コメントが提出されている。次期会

合における議論を経てCACによる最終採

択に諮られる可能性が高いため、これま

での議論を蒸し返さず現在の改定案のま

ま作業が完了するよう、引き続き注意深

く対処する必要がある。 

 なお、測定の不確かさの推定に関する

情報提供文書については、第 41 回会合に

おいて議論するために、ドイツが引き続

きドラフト版の作成を進めた。 

 

2-3. サンプリングの一般ガイドライン

(CXG 50)の改定に関する議論 

第 40 回会合までの経緯  

 CXG 50 は、1992 年開催の第 18 回会合

から 2004 年開催の第 25 回会合までの約

10 年間をかけて開発された。サンプリン

グには、その目的や使用される状況に応

じて多様な側面があるが、CXG 50 は、

Codex の枠組みにおいて必要とされるサ

ンプリングの目的を踏まえ、輸出入時検

査で採用される抜き取りサンプリング

(acceptance sampling)を対象としている。

また、透明性や合理性が確保されること

あるいは、合意されていることが重要と

なるため、関連する ISO 等の国際規格と

整合している。輸入時検査における実行

可能性も踏まえ、比較的単純なプランと

手順が収載されている。しかし、サンプリ

ング理論に関する基礎知識無しには理解

することは難しくまた、利用することも

できないだろう。 

 ある Codex 個別食品部会から「サンプ

リングの一般ガイドラインを理解し利用

することが難しい」との意見が提出され

たことを契機として、より読者にとって

わかりやすい文書への改訂を目的とした
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議論が開始されることになった。2016 年

開催の第 37 回会合以降、継続してニュー

ジーランドが議長国を努める EWG が設

置され議論が進められた。2017 年開催の

第38回会合により設置されたEWGでは、

討議文書案に加えて、サンプリングプラ

ンを設計可能な Excel スプレッドシート

が回覧された。このスプレッドシートに

は、自動的にサンプルサイズを計算し

Operating characteristic curve (OC 曲線)を描

画するマクロプログラミンが含まれてい

た。サンプリングプランアプリ(App)と呼

ばれるこのスプレッドシートは、一見便

利なようではある。しかし、入力する値は

基本的に連続して可変であり、そのため

に ISO 等が示しそれを引用することで保

たれてきたサンプリングプランの国際整

合が崩れるあるいは、国際整合している

ことを別途説明する必要が生じ、その説

明には困難が予想される。また、計算が自

動にされるようになったところで、どの

様な値をどの様な理由や合意をもって入

力し、その入力の結果が望ましいかを適

正に判断することができなければ、便利

な道具とはいえ利用することはできない。

上記考察も踏まえ、わが国からも多数の

コメントを提出した。 

 2018 年開催の第 39 回会合で最終化さ

れた新規作業提案文書は CAC に送られ、

CAC 第 41 回会合による採択をもって、

CXG 50 の改訂作業が開始された。引き続

き設置された EWG において①サンプリ

ングの一般ガイドライン(改訂ドラフト

版; CXG 50 改定案)と、②コンセプト文書

が回覧された。このうち、コンセプト文書

の作成意図並びにその性質は不明であっ

たが、2019 年開催第 40 回会合の会期内作

業部会において CXG 50 改訂版の補完を

目的とした e-book であることが明らかと

なった。App はこの e-book の一部要素と

なる。 

 EWG による CXG 50改定案と e-bookの

検討結果が討議文書等として、第 40 回会

合の議場で開示されることはなかった。

EWG による検討の成果が、議場で開示さ

れないことは珍しい。一方で、第 40 回会

合まであまり猶予のない 2019 年 4 月 30

日を期限として、CXG 50 の技術的内容の

支援と導入部分の作成を理由に、CXG 50

改訂に関連する 5 つの質問を含む文書が

回覧された。しかし質問内容は、CXG 50

ひいては Codex の枠組みにおけるサンプ

リングの根本に関するものであり、個人

的には質問のタイミングに極めて強い違

和感を覚えるのと同時に、検討の進み行

きへの懸念を新たにした。 

 

CCMAS 第 40 回会合での議論 

 第 40 回会合では、まず、CXG 50 の改

定作業を継続することが支持された。ま

た、CCMAS を含む全ての Codex 部会、

Codex 加盟国、その他の利害関係者の使用

に対し、適切なサンプリングプランを開

発/選択するためのガイダンスになるよう
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CXG 50 を改定することが強調された。 

 App を含む e-book の開発を継続するこ

とが合意された。この e-book の Codex の

枠組みにおける取扱いについて、わが国

からその正当性の検証や CXG 50 との関

連性の整理また、保守管理について意見

を述べた。この意見を踏まえ、改定後の

CXG 50 の理解と使用を容易にするため

の補足のための別文書として、e-book を

どのように Codex 委員会のウェブサイト

に掲載するか、Codex 事務局とニュージー

ランドが協議することとなった。将来的

に、ニュージーランドが Codex 委員会に

権利を委譲した際には、App は自由に利

用でき、使用制限することはない。また、

Codex 事務局からは、以下の指摘があった。 

•ウェブベースの IT 技術の活用について、

CCFICS や CCFL で議論されており、将来

的には Codex の枠組みにおいても一般的

になっていくであろう。 

•ニュージーランドの説明によれば著作権

の問題はないが、App へのアクセスの問

題などを、ニュージーランドと FAO の関

係部局とが解決していく必要がある。 

•アプリは改訂後の CXG 50 の利用を補助

するものであり、CCMAS で合意される必

要があるが、各部会や加盟国、他の関係者

が使用でき、各国がより必要に応じて検

討できるように、Codex 規格とは別文書に

することで、CAC で採択される必要はな

い。 

•上記の点は、改定後のCXG 50及び e-book

を検討する際にさらに検討できるであろ

う。 

 その他、現実の状況では、適用できない

であろう生産者危険と消費者危険の等し

いバランスではなく、生産者危険と消費

者危険の公平なバランスを確実にするた

めの現実的なアプローチを維持しつつも、

サンプリングプランの開発において統計

学的原則の適切さを考慮することに合意

した。 

 

CCMAS 第 41 回会合に向けた議論 

 第 40 回会合において、議長国であるニ

ュージーランドに、アメリカを共同議長

国として追加した EWG を設置し、検討を

続けることとなった。アメリカは、ニュー

ジーランドによる改定作業に不安を覚え、

共同議長の名乗りを上げたものと理解し

ている。前回の EWG において、例えば、

既存 CXG 50 の構造を維持し合意された

情報の追加を含む一部修正とすべきとい

った、改訂方針そのものに関する複数の

コメントをわが国からも提出している。

しかし、それらコメントは全く考慮され

ていない。そもそもとして、Codex の枠組

みにおいて必要とされるサンプリングの

目的や実行可能性への考慮がされていな

い。躊躇無く言葉にすれば、ニュージーラ

ンドが検討している CXG 50 改定案は、

統計学の専門家が実行可能性等を考慮せ

ず興味に任せて書き散らかした“できの

悪い教科書”である。これまでの議論によ
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り注意が促されているにも関わらず、取

り扱われていなかった統計学的理論を新

たに導入し、明らかな生産者保護に当た

る記述を含み、現在も Codex を含む様々

な状況下で利用されている経験的なサン

プリングを全面的に否定している。しか

も不十分な記述により理論を説明してい

るだけであり、それを読んだからといっ

てサンプリングプランを設計することは

できない。別途開発提供される App によ

り設計すれば良いという考えなのかもし

れない。しかし、あくまで App やそれを

含む e-book は CXG 50 に引用されている

独立した道具あるいは文書である。CXG 

50 によりそれらの使用を規定することは、

それらが CXG 50 の一部であることに同

義となるため不可能であろう。CXG 50 は、

一義的に、単独で成立するガイドライン

で無ければならない。総じて、上記の様に

ニュージーランドが独善的に進めようと

する改訂により、改訂そのものの目的が

達せられ実用に耐えるガイドラインが開

発されるとは考えられない。 

 最新の CXG 50 改定案が EWG において

回覧された際、共同議長国であるアメリ

カのコメントを待つことができなかった

旨、ニュージーランドにより説明されて

いた。EWG における回覧(2020 年１月)の

後、2020 年 3 月には、ステップ 3 で加盟

国全てを対象に CXG 50 改定案が回覧さ

れた。この回覧に合わせて、アメリカのコ

メントも回覧された(アメリカのコメント

には、2020 年 2 月 4 日の日付がある。邪

推をすれば共同議長国間での調整がつか

なかったため、アメリカは別途コメント

を提出したのではないかとも考えられる)。

今後の議論を大きく左右する可能性もあ

るため、アメリカコメントの解析は重要

である。 

 今後、CXG 50 の改定に関する議論はよ

り活発になることが見込まれ、また改訂

内容によってはわが国への影響も大きく

なるために注意しかつ積極的に取り組ま

なければならない。 

 

2-4. その他の重要な議論 

“CXS 234 に含める分析法の提案、検討、

承認過程の包括的ガイダンス”の開発 

 CXS 234-1999 の点検と更新を通じて、

承認済み分析法の間に矛盾や改善すべき

点が発見され、課題として抽出された。そ

れらの課題を検討するために、第 39 回会

合は、アメリカが議長国を務める EWG を

設置し、分析法承認のためのガイダンス

文書 「CXS 234 に含める分析法の提案、

検討、承認過程の包括的ガイダンス」の開

発を検討することとした。第 40 回会合で

は、EWG が開発したガイダンス文書案に

基づき議論され、修正を経て文書が最終

化された。CCMAS による内部使用のため

の情報提供文書として、最終化された文

書を Codex ウェブサイトに掲載すること

が合意された。CCMAS による内部使用の

ためという制限がつけられているが、分
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析法の提案者や利用者にとっても、本ガ

イダンス文書は有益な情報を含む。 

 これまでの CCMAS においては、専門

家による議論と判断を根拠として、分析

法の承認並びにタイプ分類がされること

もあった。その時々の専門家による判断

が承認に必要とされることもある。しか

し、ケースバイケースの事案が蓄積する

につれ判断に至った経緯が不明となり、

不整合が顕在化する。本ガイダンス文書

は、今後の CCMAS における透明性の高

い議論に基づく一貫した承認に重要な役

割を果たすことになる。 

 本ガイダンス文書の特徴の 1つとして、

CCMAS と 規 格 設 定 機 関 (Standard 

Development Organizations; SDOs)との関係

が明確に示されたことに言及しておきた

い。多くの場合、承認を求めて分析法を提

案する部会は、ISO や AOAC I といった

SDOs が規格化した分析法を選ぶ。

CCMAS による承認においては分析法ス

コープとの一致や妥当性確認の状況が重

要な要素となるため、必然といえる。

CCMAS による議論では、提案された分析

法を規格化した SDOs が、必要に応じて

不足する情報を提供し意見も述べる。

Codex により分析法が採択されることは、

SDOs にとっての利点になると考えられ

る。本ガイダンス文書では、SDOs の利点

に言及しつつ、CCMAS が議論に必要とす

る情報の提供等を SDOs が果たすべき役

割として明確に示している。CCMAS が議

論に必要とする適正な情報を、SDOs が適

時に提供することにより不要な議論が回

避され、承認がより効率的かつ円滑に行

われることも期待される。 

  

E．研究発表   

1. 論文発表 

1)渡邉敬浩, 松田りえ子:検査について考

えることができること-1 つのサンプルの

結果から検査が成立する場合に関する統

計学的考察-, 食品衛生研究 , 69(10), 17-

24(2019) 

2)松尾真紀子, 渡邉敬浩:Codex における

日本の貢献と今後の課題, 食品衛生研究, 

69(9), 17-24(2019) 

3) 大 原 万 里 英 , 高 畑 正 浩 , 渡 邉 敬

浩:FAO/WHO合同食品規格計画第 51回残

留農薬部会(CCPR), 食品衛生研究, 70(2), 

33-47(2020)  

 

学会発表 

1)渡邉敬浩,松田りえ子, 畝山智香子:1 つ

のサンプルの結果から検査が成立する場

合に関する統計学的考察, 日本食品衛生

学会第 114 回学術講演会, 2018.11.15 

2)渡邉敬浩,松田りえ子, 畝山智香子:どの

様な結果が得られた時に 1 つのサンプル

の結果から合理的にロットの適合を判断

できるのか, AOAC I 日本セクション第

22 回年次大会, 2019. 7.12 

3)渡邉敬浩, 岩崎司, 森曜子, 松田りえ子, 

畝山智香子:乳製品の品質(乳脂肪分)を確
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認するための公的分析法の構築と性能評

価, 酪農科学シンポジウム, 2019.8.23  

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 

  

 

I-4. 栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)                                             

 

A．研究目的  

 栄養・特殊用途食品に関して Codex で議

論されている国際的な考え方とわが国にお

ける考え方との整合について検討すること

目的とした。  

 

B．研究方法 

CCNFSDU 第 39 回から第 41 回会合に参

加し直接情報を得るとともに、これまでの

議論の内容、各国のポジション、日本政府

の対応、わが国の現状との関連について、

関連資料等を収集・整理した。 

 

C.D. 結果及び考察 

 CCNFSDU 第 39 回から第 41 回会合にお

ける議題について整理した。主要な議題に

ついて概要を示す。 

 

1. フォローアップフォーミュラの Codex規

格(CODEX STAN 156-1987)の見直し 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 

・年長乳児のたんぱく質の最小値は 1.8 

g/100 kcal とする。脚注に｢1.6 g/100 kcal から

1.8 g/100 kcal のたんぱく質は、各国・地域の

権威ある機関が臨床のエビデンスをもとに

安全性と適切性を評価すれば認められる｣

旨追記する。 

・年長乳児の DHA の上限目安値は、30 

mg/100 kcal とし、脚注に｢DHA を添加する

場合は最低 20 mg/100 kcal とすべき｣旨追記

する。 

・大豆たんぱく質含量の窒素換算係数とし

て 5.71 が適切かどうかについて、Joint 

FAO/WHO Expert Meetings on 

Nutrition(JEMNU)に対し科学的助言を求め

る。 

・年少幼児の総脂質の最小値として、3.5 

g/100 kcal に合意した。 

・年少幼児の利用可能炭水化物の最大値は、

EU、途上国等多くの加盟国が、12.5 g/100 kcal

を支持した。わが国、米国、マレーシア、タ

イ等は、14 g/100 kcal を支持した。最大値は

12.5 g/100 kcal とされたが、代替案として脚

注に｢たんぱく質含有量が 3.0 g/100 kcal未満

の場合、各国・地域の権威ある機関は利用可

能炭水化物を 14.0 g/100 kcalまで許可しても

よい｣旨加筆することに合意した。 

・糖類の上限量の脚注、年少幼児のビタミン

D の最大値・最小値については、次回部会で
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引き続き議論する。 

・年長乳児、年少幼児の必須成分要件につい

て概ね合意が得られたことから、ステップ 5

での採択を諮るために CAC 第 41 回会合に

送ることに合意した。 

・序文は引き続き次回部会で議論する。 

・年長乳児、年少幼児の表示要件、スコープ、

定義、規格の構成について検討するため、ニ

ュージーランドを議長国、フランスとイン

ドネシアを共同議長国とする EWG を再設

置することに合意した。 

第 41 回会合 

4a:年長乳児向けフォローアップフォーミュ

ラの範囲、記述及び表示 

・9.6.4章のCross promotionの記載に関して、

残すという意見と削除すべきという意見が

分かれた。結論として、9.6.4 章の cross 

promotion に関する文章を削除した上で、

9.6.5 として「年長乳児向けフォローアップ

フォーミュラの表示においては、数字、文章、

陳述、画像を含め、乳児用調製乳、幼児向け

製品、乳児用特殊医療用調製乳を示しては

ならない。」とする説明を追加し、CCFL 第

46 回会合で承認を得ることとされた。 

4b: 年長乳児向けフォローアップフォーミ

ュラ、年少幼児向け［製品］の必須構成成分 

・炭水化物条項の脚注 4 について、「乳由来

ではないたんぱく質をベースとした製品に

ついては、甘味に寄与しない炭水化物源を

選好すべきであり、いかなる場合も、乳糖以

上に甘味を強くするべきではない。」という

文章を含めること、Optional Ingredients につ

いて、「年少幼児向け［製品］の甘味を付与

または増強する目的で、原材料を添加して

はならない。」という条項(3.2.4 章)を新規作

成することに合意した。 

・甘さの測定法について CCMAS に問い合

わせる。 

4c：年少幼児向け［製品］の定義及び表示 

・定義については、母乳代替であるかどうか

の議論が行われ、「栄養素を添加した年少幼

児向け飲料/製品」又は「年少幼児向け飲料」

とは、年少幼児の多様な食事の液体部分と

しての使用のために製造され、【年少幼児の

栄養上のニーズに寄与する可能性がある】

製品をいう。母乳代替の記述については、脚

注として「いくつかの国では、これらの製品

は母乳代替品として規制されている。」を記

載する。 

・表示についてはセクション A に従う。 

・ 年 少 幼 児 向 け ［ 製 品 ］ の 名 称 は

「Drink/product for young children with added 

nutrients(栄養素を添加した年少幼児向け飲

料/製品)または Drink for young children(年少

幼児向け飲料)」に決定する。 

4d：年長乳児向けフォローアップフォーミ

ュラ、年少幼児向け［製品］原案 

・時間がなく、CCNFSDU 第 42 回会合にて

議論することに合意した。 

 

2. バイオフォーティフィケーション(生物

学的栄養強化)の定義原案 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 
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・EU より、“Bio”という語句は EU では有機

生産にのみ使用できる法的拘束力をもって

おり、“Biofortification”の強調表示を有機生

産物以外に使用することはできないとの意

見が出され、部会は今後“Biofortification”に

代わる他の用語を検討する。 

・ジンバブエを議長国、南アフリカを共同議

長国とする EWG を再設置し、①定義と脚

注について今次部会の意見・書面コメント

をもとに再検討する、②“Biofortification”に

代わる用語を検討する、③定義がどのよう

に使用され、どこに位置づけられるかを検

討することに合意した。 

第 40 回会合 

・議論した定義原案について、｢定義がどの

ように使用され、どこに収載されるか｣を含

め CCFL に戻し、部会の要請に見合うもの

か定義の使用目的について明確化する。 

第 41 回会合 

・CCFL において、既存の Codex 文書は十分

にバイオフォーティフィケーションの表示

をカバーしており新たな定義は不要という

結論が得られたことから作業を中止し、そ

れに応じて CCEXEC 第 79 回会合及び CAC

第 43 回会合に通知することで合意した。 

・CCNFSDU における作業と結論を考慮し、

将来的に作業提案することは可能とした。 

 

3．EPA 及び DHA の非感染性疾患のリスク

に関連する栄養参照量に関する原案 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 

・WHO 代表は、WHO Nutrition Guidance 

Expert Advisory Group;NUGAG による多価不

飽和脂肪酸(PUFA)の系統的レビューの報告

会を部会が開催される前に設け、結果の概

要を報告した。この報告により、n-3 系長鎖

脂肪酸が心血管系イベントによる死亡率に

対して影響しないこと、コホート研究の結

果の解析では、魚油及び n-3 系長鎖脂肪酸の

摂取と心血管系イベントとの GRADE 評価

は中程度だが、NRV-NCD を設定するための

科学的根拠は十分でないことが示唆された。 

・NUGAG の報告書の公表が遅れ、EWG で

の十分な検討期間がなかったことから検討

の再延長が提案され、引き続きロシアとチ

リを共同議長国とする EWG を設置し、

NUGAG の報告書と WHO/FAO や FAO の専

門 家 へ の 諮 問 結 果 (WHO/FAO expert 

consultation on risks and benefits of fish 

consumption , FAO expert consultation on fats 

and fatty acids)とを関連づけて再検討する。

また、科学的根拠の判断基準を明確にする

ために、「栄養表示に関するガイドライン」

(CXG2-1985)の Annex における条項 3.1 及び

3.2.2 を見直す作業をすすめるかどうか等に

ついて検討する。 

第 40 回会合 

・NUGAG による PUFA の系統的レビュー

の報告において、NRV-NCD の策定に必要な

科学的根拠は得られなかったことから、作

業は中止すべきとされた。 

・DHA、EPA の摂取量を 250 mg/日と具体的

な数値とするエビデンスはない。 
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・本作業を中止することとし、CAC 第 42 回

会合に諮る。今後新しいエビデンスが得ら

れた場合には新規作業として提案すること

は可能とした。 

 

4. Ready-to-use Therapeutic Foods(RUTF)ガ

イドラインに関する原案 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 

・序文は技術的事項が終了した後に改めて

議論する。 

・定義、原材料について、概ね合意したが、

利用可能炭水化物については、糖分の含有

量に関する懸念が出され、次回部会で議論

する。 

・汚染物質については、アフラトキシンの

MLs について、GSCTFF に RUTF の汚染物

質に関する MLs が設定されていないことか

ら、段階的アプローチをとることに合意し

た。 

・南アフリカを議長国、セネガル・ウガンダ

を共同議長国とする EWG を設置し、今次

部会の意見・書面コメントをもとに合意さ

れなかった事項について再検討する。また

次回部会直前に PWG を開催し、EWG の結

論・勧告を検討することに合意した。 

第 40 回会合 

・序文：改めて議論する。 

・定義：Serve acute malnutrition(SAM)の治療

を目的とした食品で 6-59 か月の子どもを対

象とする。原材料は、概ね合意したが、利用

可能炭水化物については、糖分の含有量に

関する懸念が出され、次回部会で議論する

こととされた。植物でんぷん、乳糖、マルト

デキストリン、ショ糖が望ましいとされた。

遊離糖は全体の熱量の 20%を超えないこと

とされた。 

・たんぱく質は乳由来を 50%以上とし、質

の 評 価 は Protein Digestibility Corrected 

Amino Acid Score(PDCASS)を用いる。 

第 41 回会合 

炭水化物(5.2.1 章)： 

・遊離糖の使用は全エネルギーの 20%を超

えないようにすべきことが再確認されると

ともに、ブドウ糖及び果糖を使用すべきで

はない旨の文章を加えることが合意された。 

食品添加物(5.2.2 章)： 

・RUTF への使用が認められる食品添加物

をリスト化した表 A をガイドラインに含め

る。 

・「グルテンフリー」については、アフリカ

ではグルテンによるセリアック病に苦しむ

子供が 5.6%存在することから記載すべきと

のコメントがあった。しかし、各国により原

材料が異なることや、RUTF の使用期間は限

定されるため、記載しない。 

 

5. 年長乳児及び年少幼児の栄養参照量 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 

・アイルランドが議長国、メキシコ、米国が

共同議長国に立候補したことから、EWG を

設置し作業を継続する。また EWG では、実

現可能性の観点から、第 37 回会合で合意し
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た EWG の作業内容のうち、次の ToR につ

いて議論する。 

・A.年長乳児(6-12 か月)及び年少幼児(12-36

か月)の NRV-R の設定の必要性と意義につ

いて以下を評価、i)目的、ii)対象とする年齢

層。A が認められる場合、B.栄養表示への適

用の検討及び明確性を高める修正について、

必要に応じて CCFL に助言を要請する。 

第 40 回会合 

・提言 1(年齢区分)：EWG では、多くの加

盟国が、年長乳児と年少幼児の 2 つの区分

に分けることを支持していたが、製品が両

方の年齢区分にまたがる場合、単一の NRV-

R がある方がよいとの意見が出されたこと

から、今後、それぞれの NRV-R を 1 つに統

合するかどうか決める。 

・提言 2(年齢幅)：WHO より、当初、乳幼児

の栄養必要量の更新で年齢幅は 0-24 か月と

していたが、Codex の枠組みにおいて使用さ

れる年齢幅にあわせて、6 か月以上 12 か月

未満とすること、12 か月以上 36 か月未満と

することに合意した。 

第 41 回会合 

・対象は 6 か月から 12 か月までの年齢児及

び 12 か月超から 36 か月まで(1 歳の誕生日

の翌日から 3 歳の誕生日まで)の年齢児とす

る。 

・特定された年齢層の NRVs-R を確立する

ための一般原則を、CXG 2 に定め、NRVs-R

が策定された後、これらをどの食品に適用

するか明確にするため、CXG 2 にどのよう

に記載するかを検討する。 

・NRVs-R の設定を検討する栄養素にカリウ

ムを追加する。たんぱく質は検討リストに

追加するがその優先度は低いものとされた。 

・各栄養素(たんぱく質、ビタミン 13 種、ミ

ネラル 11 種)の要件が FAO/WHO と 6 つの

Recognized Authoritative Scientific 

Bodies(RASB)によってどのように導き出さ

れたか、これらの栄養要件をエビデンスの

質に基づいて評価及びランク付けすること

とされた。 

・ FAO/WHO 等からの食事摂取参照量 

(Dietary Intake Reference Values: DIRVs) の分

析に基づき、NRVs-R を導くための最も適切

なアプローチ及び表示のための NRVs-R の

目的を盛り込んだ一般原則を作成する。 

・作業スケジュールを修正(2025 年の CAC

での採択を目指す計画 )したことを、

CCEXEC 第 79 回会合に情報提供する。 

 

6. 食品添加物‐技術的正当性とその他の問

題点を検討するためのメカニズムや枠組み 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 

・整合作業については、これまでに、CCFA

において整合作業に関するガイダンス文書

を作成中であり、それが完成するまで検討

を延期することに合意していた。 

・枠組のスコープについて、乳児・年少幼児

向けの食品規格に限定せず、本部会に委任

されている全ての食品を枠組でカバーする

ことに合意した。 

・部会は枠組に関する作業を継続すること
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とし、EU を議長国、ロシアを共同議長国と

する EWG を設置し、枠組を引き続き検討

すること、使用が提案されているキサンタ

ンガム(INS415)、ペクチン(INS 440)、ジェラ

ンガム(INS418)で枠組を試用することに合

意した。 

第 40 回会合 

＜食品添加物の技術的必要性の評価のプロ

セス＞ 

・会期中物理的作業部会からの提言に微修

正を加えて合意した。 

＜食品添加物の技術的必要性を評価するた

めの基準＞ 

・スコープ：会期中作業部会からの提言であ

る「この枠組みは CCNFSDU に委任されて

いる食品への添加物の使用に適用する」に、

明確化するために「例：規格の定められた食

品、または CCFA からの要求に応じて規格

の定められていない食品」を追記すること

に合意した。 

・枠組み：質問事項 1「性質及び用途」及び

質問事項 2「GSFA の前文のセクション 3.2

への適合」について、会期中作業部会からの

提言に微修正を加えて合意した。質問事項 3

について、乳児及び年少幼児向け食品を対

象とすることについては合意した。 

・次回部会直前に、EU を議長国、ロシアを

共同議長国とする PWG を開催し、①今後検

討することとした箇所の検討、②質問事項 3

の検討、③申請者から提出された情報を基

に、キサンタンガム(INS 415)、ペクチン(INS 

440)及びジェランガム(INS 418)の技術的必

要性を評価することに合意した。 

・CCFA において「個別食品規格の食品添加

物条項の整合をとるための個別食品部会向

けのガイダンス」が作成されたことを受け、

CCNFSDU に委任されている個別食品規格

における食品添加物条項と、食品添加物に

関する一般規格(GSFA)の整合作業を進める

ことになったが、本作業を牽引することに

どの加盟国も立候補しなかったため、次回

部会で再度検討する。 

第 41 回会合 

・キサンタンガム(INS 415)及びペクチン

(INS 440)について、RUTF への増粘剤として

の使用の技術的必要性が確認された。これ

を踏まえ、個別規格(CXS 72-1981)に当該添

加物を含める改正案の採択を諮るために

CAC 第 43 回会合に送ること及び、CCFA に

対して GSFA に当該添加物を含める改正を

要請することが合意された。 

・ジェランガム(低アシル化精製ジェランガ

ム)については、議論の結果、現在認められ

ている食品添加物と比較した利点について

追加情報の提供を求めることとされた。低

アシル化精製ジェランガム、アスコルビン

酸パルミチン酸エステル(INS 304)、ミック

ストコフェロール(INS 307b)、リン酸塩類

(INS 339(i)、339 (ii)、339(iii)、INS 340(i)、340(ii)、 

340(iii))について、乳児用調製乳等への使用

の技術的必要性を検討し、CCNFSDU に提言

する。 

・CCNFSDU の個別規格における食品添加

物条項と GSFA の記載を整合させる修正案
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(リン酸(INS338)を「乳幼児用穀類ベース加

工食品の規格」に含める)が合意され、CCFA

による検討のために送付する。 

・「体重管理食で使用する調製食品の規格」

(CXS 181-1991)及び「減量を目的とした超低

エネルギー食で使用する調製食品の規格」

(CXS 203-1995)の食品添加物条項及び最大

使用量に関する CCFA 第 51 回会合からの質

問について、GSFA の食品添加物条項、特に

食品分類 13.4(痩身及び減量を目的とする調

製食)の食品添加物条項及び表 3 の食品添加

物条項は、これらの 2 つの規格に適合した

食品に適用されることを CCFA に通知する

ことが合意された。 

 

7. トランス脂肪酸フリー表示の討議文書 

 以下の通り議論され結論された。 

第 39 回会合 

・TFA を｢含まない旨｣の要件欄を CXG 23-

1997 の 5 章｢Nutrient Content Claim｣の飽和脂

肪酸とコレステロールの間に設けること、

またその要件は｢脂質 100 g につき TFA 1 g

とすること、かつ「飽和脂肪酸が｢低い｣旨の

条件を満たさなければならない｣とするこ

とが提案された。 

・分析法については、CCMAS 第 38 回会合

がとりまとめた表と参照情報をもとに、提

案しようとする食品について脂質 100 g に

つき TFA 1 g が分析可能との説明があった。 

・部会は、提案をステップ 3 として次回部

会で引き続き議論することで合意した。 

第 40 回会合 

・すべての食品で正確に TFA を測定するこ

とは困難、最初から TFA を含まない食品に

ついても「含まない」と表示できるのは消費

者に誤認を与える、地域で TFA に関する消

費者の知識がまだ乏しく、表示は消費者の

誤解をまねく、水素添加された植物油脂は

TFA が低くても要件に見合わず「フリー」と

は表示できない等の意見があった。 

・フリー表示の要件案に係る議論はステッ

プ 4 のまま留め置くことに合意した。 

・カナダが TFA に関するリスクマネジメン

トに関する討議文書を作成し、次回部会で

議論する。 

第 41 回会合 

6a：TFA フリー強調表示に関する原案 

6b：TFA 低減のためのリスク管理の可能性 

・TFA への対応については国により異なっ

ており、現時点ではデータが十分ではない

との観点から、フリー表示については作業

を中断し、CCEXEC 第 79 回会合及び CAC

第 43 回会合に伝える。 

・CCFLにフリー表示については作業を中断

することを伝える。 

・CCFO に TFA の低減及び部分水素添加油

(PHO)の除去方法に関する検討を要請する。 

トランス脂肪酸の問題に対処するために、

どの加盟国も他の Codex 委員会に新規作

業提案できることまた、WHO の作業を考

慮して各国で必要な行動を取ることがで

きることを確認した。 

 

8．プロバイオティクスの使用に関するガイ
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ドライン策定の討議文書 

 以下の通り議論され結論された。 

第 40 回会合 

・近年、食品及び食品サプリメントに使用さ

れるプロバイオティクスの貿易が増加して

おり、国際的なガイドラインが必要である

として、作業を支持する意見があった。 

・新規作業提案文書に記載された作業内容・

目的が明確ではない、本作業の必要性は現

時点では低い、プロバイオティクスに関す

る国際的な定義についてまずは情報収集す

べきではないかとの新規作業の開始に否定

的な意見も出された。 

・アルゼンチンが再度討議文書を修正し、次

回部会で議論する。 

第 41 回会合 

 プロバイオティクスについては、以下の

点について意見が出された。 

・定義づけを含めて、FAO と WHO が作業

を行っている。 

・多くの点ですでに調和はとれており、作業

の重複になる。 

・貿易において障害は起きていない。 

・いくつかの国ではプロバイオティクスを

含むサプリメントは食品として扱われる。 

・Codex の他の規格とガイドラインでカバ

ー出来ている。 

 これらの意見を踏まえて、アルゼンチン

とマレーシアが修正案を作成し、優先順位

付けメカニズムに従って次回 PWG で検討

する。 

 

9. 栄養プロファイルの設定に関する一般ガ

イドラインの策定 

 以下の通り議論され結論された。 

第 40 回会合 

・CCFL 第 44 回会合により提案された包装

前面の栄養表示(Front of Pack Nutrition  Ｌ

abelling :FOPNL) に関する新規作業を補完

するガイドラインである。 

・WHO がまとめた既存の栄養プロファイル

モデルに関するカタログの共有が申し出ら

れた。 

・CCFL における FOPNL の EWG の共同議

長国であるニュージーランドから、WHO で

行われた作業を足がかりとして栄養プロフ

ァイルモデルの現状調査を行うべきと考え

るが、CL で質問票を送ることは時期尚早と

の意見が出された。 

・アルゼンチンとコスタリカが栄養プロフ

ァイルの一覧表をまとめ、次回部会での検

討のための討議文書を作成することに合意

した。米国が本作業を手伝う旨申し出た。 

第 41 回会合 

・EWG (議長国：コスタリカ、共同議長国：

パラグアイ、EU、米国)を設置し、FOPNL に

使用する栄養プロファイルの作成に関する

一般的なガイドラインを策定するための討

議文書及びプロジェクト文書を作成する。 

・CCFLに議論について情報を提供し、CCFL

の FOPNL に対して CCNFSDU の Nutrition 

Profile がどのようにサポートできるのかを

尋ねる。 
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10. CCNFSDUの作業のよりよい管理のため

の優先付けメカニズム 

 以下の通り議論され結論された。 

第 41 回会合 

・本部会の作業が滞っているため、CCEXEC

第 75 回会合の要請に応じて、議長国(ドイ

ツ)が、これまでに完了した作業、部会で進

められなかった作業、現在進行中の作業及

び今後提起されそうな問題を整理し、作業

の優先付けを含む長期的な作業管理スキー

ムを検討することに合意した。 

・優先順位付けメカニズムを CCNFSDU 第

42 回会合から試験導入し、その有用性を評

価する。優先順位付けの枠組みは、PWG に

よる検討と部会による最終決定の後、部会

が使用するための情報文書として Codex の

ウェブサイトに掲載する。 

・CCEXEC に対し、優先順位付けプロセス

を試験導入することを通知する。 

・Codex 事務局に対し、新たな課題や新規作

業提案を意見照会する CL の発行を要請す

る。 

・CCNFSDU 次回会合の直前に PWG を開催

する。ToR は以下のとおり。 

a.規準とプロセスの簡素化に関して、当該ガ

イドライン案に記載されている優先順位付

けメカニズムの枠組み案を必要に応じて調

整する。 

b.加盟国による新規提案について案件ごと

に検討する。 

 

11. 考察 

 CCNFSD 第 39 回から第 41 回会合に参加

した。各会合において、12～13 の議題につ

いて議論されたが、中でも、フォローアップ

フォーミュラの改定案については、議論が

長期化している。しかし CCNFSDU 第 41 回

会合においてステップ 7 まで進んだことか

ら、作業終了も間近であると思われる。また、

Ready-to-useTherapeutic Foods ガイドライン

に関する原案、トランス脂肪酸フリー表示、

プロバイオティクス、バイオフォーティフ

ィケーション、栄養プロファイルの設定に

関する一般ガイドラインの策定などに関す

る議論も、わが国にとって重要である。それ

らの議論の中で、トランス脂肪酸フリー表

示については各国で意見の分かれるところ

であった。トランス脂肪酸の摂取は、冠動脈

疾患リスクと関連することから、摂取量を

抑えることが推奨されており、そのために

食品に含まれるトランス脂肪酸を低減させ、

表示することが重要である。その一方で、も

ともとトランス脂肪酸が含まれていない食

品についてもフリー表示を行うことにより

消費者に優良誤認を与える懸念があること

について、フリー表示をする上で留意しな

ければならない。特にわが国においては、ト

ランス脂肪酸の摂取量は低く、日本人のト

ランス脂肪酸の摂取エネルギーに占める割

合は平均 0.3%前後であり、WHO の勧告で

ある摂取エネルギーの 1%未満ということ

もあり、現時点においてトランス脂肪酸フ

リー表示について対応する必要はないと思

われる。CCNFSDU 第 41 回会合において作
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業中止となったことから、当面は議題に上

がらないと思われるが、食品安全委員会の

報告は 2010 年のものであるため、現在の日

本人によるトランス脂肪酸の摂取状況がど

のようになっているのかは検討しておく必

要があるかもしれない。 

 プロバイオティクスにおいては、国内で

は特定保健用食品、機能性表示食品に加え、

いわゆる健康食品素材として用いられてい

るだけでなく、一般食品としても数多くの

製品が出回っており、消費者のニーズも高

い。しかしながら、プロバイオティクスとい

っても、菌株によって作用は異なると思わ

れ、各社が独自の菌株により独自の健康効

果を謳っている現状がある。そのため、国際

的にもガイドラインの制定は望まれるとこ

ろではある。しかし、緊急性が特に高いとい

うことはないため、アルゼンチンとマレー

シアが修正案を作成し、優先付けメカニズ

ムに従って次回 PWG で検討することとな

った。わが国も注視すべき議題である。 

 表示を目的としたビタミン・ミネラルの

栄養参照量の追加/改訂原案では、WHO/FAO

の RNIs のうち、データが古い等として適切

でないとされた栄養成分の NRV-R の策定に

ついて、長きにわたり議論されてきたが、

CAC 第 40 回会合においてビタミン E 及び

ビタミン D の栄養参照量が採択されたこと

から、全ての栄養成分について、3 歳以上の

NRV-R が採択されたことになる。CCNFSDU

第 41 回会合において、年長乳幼児及び年少

幼児の NRVs についても検討されることが

決定された。国立健康・栄養研究所は RASB

として、積極的に食事摂取基準のデータを

提供することが望まれている。 

 

12. 結論 

 CCNFSDU での議論を系統的に取りまと

め、今後も引き続き政府及び国内の専門研

究者が議論に参加できる基盤を構築したこ

とは、日本政府が栄養政策を決定する上で

も役立つ。また NRVs は、国際的な考え方と

の整合だけではなく、わが国の栄養素摂取

状況等の公衆衛生上の特徴も考慮して設定

し、さらに FOPNL など組み合わせ、消費者

に活用されやすい形で表示することが重要

と考えられる。 

  

E．研究発表   

 特になし 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 
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I-5. 一般原則部会 (CCGP)                                                     

 

A．研究目的  

 CCGP は、Codex 委員会下に設置された全

ての部会に横断的に関わる手順や一般事項

について付託を受けた場合に検討を行う部

会であり、特に Codex 委員会のガバナンス

上の課題を検討する上で重要な部会である。

本研究では、わが国による戦略的な Codex

委員会対応に資することを目的とし、CCGP

の重要なトピックについて、合意形成プロ

セスにおける論点を国際政治・公共政策学

的観点から分析し、各国のポジションや利

害関係の把握と論点の整理を行った。 

 

B．研究方法 

 CCGPにおけるプロセス分析とガバナン

ス上の課題については、前研究班(平成 26

～28 年度厚生労働行政推進調査事業費補

助金食品の安全確保推進研究事業「国際食

品規格策定プロセスを踏まえた食品衛生

規制の国際化戦略に関する研究」)以来継

続的に分析してきたところである。  

 CCGP は、2016 年 4 月に開催された第 30

回会合後に休会したが、2019 年度から活動

を再開した。この CCGP の活動再開の動き

を捉え、本研究においても、再開された

CCGP 第 31 回会合以後の議論における論

点の整理を再開した。具体的には、会合に

先立ち回付された討議文書、各国の意見ま

た、会合後の議事録等の整理・分析を行っ

た。なお、CCGP 第 32 回会合が 2020 年 3

月 23 日～27 日にフランスで開催予定であ

ったが、COVID-19 の影響により延期され

たことから、会合による議論の結果を得る

ことはできなかった。しかし、回付された

討議文書の内、主要な議題について整理を

行った。 

 

C.D. 結果及び考察 

 2019 年の再開後に CCGP で議論された論

点としては、議論が終了した(1)Codex 規格

における例示の位置づけ、議論が継続中の

(2)電子的コミュニケーションのみによる部

会 (Committee Working by Corespondence; 

CWBC)、(3)Codex 規格の利活用に関するモ

ニタリング、 (4) 持続可能な開発目標

(Sustainable Development Goals;SDGs)の文脈

での Codex 活動のモニタリング、がある。

以下それぞれについて整理する。 

 

1. Codex 規格における例示の位置づけにつ

いて 

 本議題は議論が終了したが、今後わが国

から出席する代表団が交渉に臨む際に、き

ちんと踏まえておいた方が良い重要な議題

である。 

 この議題が取り上げられた背景には、以

下の経緯があった。2017 年に開催された

CCFICS 第 23 回会合では、「国の食品管理シ

ステムの規制面での実施状況のモニタリン

グに関するガイダンス案」の採択の際に、ブ
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ラジルが、その付属文書における例示の使

用に反対した。ブラジルは、付属文書に含め

る例示が必ずしも全ての食品分野に当ては

まらず、異なる文脈で用いられると不要な

混乱をもたらしかねないことを問題にした。

文書自体は同年の CAC 第 40 回会合におい

て採択されたが、その際にブラジルなどが、

改めて付属文書における例示の取扱いにつ

いて CCGP で検討すべきとした。本案件は

その要請を受けて実施された。 

 Codex 事務局が作成した討議文書(CX/GP 

19/31/4)によれば、Codex 委員会では、これ

までにも例示を含む文書が策定されたこと

はあり、その扱いについて議論がされた。

2009 年開催の CAC 第 23 回会合で、Codex

基準、付属文書を含むすべての Codex 規格

は WTO/TBT 協定における「国際基準」に該

当すると合意した。このため、付属文書も説

明ための注釈も Codex 規格の文書(codex 

text)に入っている限り、Codex 規格の一部と

みなされる。一方、公式の Codex 規格の文

書としたくないものの、情報として役立つ

ような事例やその他の資料について

information document とすることがCCGP第

28 回会合において議論され、2014 年開催の

CAC 第 37 回会合で採択された。会合では、

Codex 規格における例示の法的な含意が明

確でないことについての懸念を改めて論じ

られることもあったが、Codex 事務局は、上

記討議文書に記載があるように、どのよう

な形態(注釈、付属文書、例示など)であろう

と、Codex 文書に入っているものは、文書の

一部(REP19/GP, para36)であるとの合意がす

でにあるとした。Codex 規格の法的な地位と

の混乱を避けるために、単に事例として用

いる場合は、 CAC の採択を要さない

information document とすべきといった議論

が交わされ、現段階では「例示」に関する特

定のガイダンスを作成する必要はないとい

う結論に至った。 

 Codex 規格における「例示」の取扱いの問

題は、Codex 委員会にある現在の仕組みで対

処できることから、当面取り上げないこと

で合意したものの、Codex 規格に盛り込まれ

る例示が国際的に、どのような法的取扱い

を受けるのかきちんと理解し、会合に出席

する代表団に継承しておくことが重要であ

る。つまり、2009 年開催の CAC 第 23 回会

合における合意に基づき、WTO の紛争の際

には、「例示」も Codex 規格の一部とされる

ことを確実に継承すべきである。Codex 委員

会における規格基準策定の際には、「例示」

の取り扱いも慎重に検討するべきである。

情報として役立つものの、貿易紛争上の含

意を持つような「例示」については、公的な

地位を持たない「information document」とし

て別途採用するように促すべきである。 

 

2. 電子的なコミュニケーションのみによる

部会(CWBC)における手続き上のガイダン

スについて 

 昨今、Codex 委員会下に組織され、休会と

なっていた個別部会が「文面による作業

(working by correspondence)」により活動を再
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開しており CCEXEC(2016 年と 2017 年にそ

れぞれ開催された第 72 回 並びに第 73 回会

合)及び、CAC(2017 年と 2018 年にそれぞれ

開催された第 40 回並びに第 41 回会合)を中

心に議論がなされてきた。その結果、CAC 第

41 会合では、working by correspondence に関

するガイダンスを策定するうえでの手続

き・運営上の課題について CCGP 第 31 回会

合で議論することとされた。 

 事前回付された事務局の討議文書では、

①Working by correspondenceとEWGの違い、

②国連における事例、③Codex 委員会におけ

る手続き上の課題、の 3 点から整理がされ

ている。 

 ま ず 1 点目について、 Working by 

correspondence と EWG との最大の違いは、

意思決定ができるかどうかという点である。

EWG に関する規定は、Codex 手続きマニュ

アルに示されている。また現状、EWG は、

会合と会合との間に作業するもので、特定

の問題を念頭に ToR を明確にして討議文

書・作業文書を作成し、かつ意思決定・投票

等は行わない。 

 2 点目は、国連における Working by 

correspondence の事例である。国連組織の中

では限定的な例外はあるものの、基本的に

は物理的会合が主流であることまた、そう

した一部 の例外的事例で working by 

correspondence が採用されるのは、以下のよ

うな場合―(a)物理的会合の間に生じる緊急

性のある議題、(b)当該組織がある程度限定

されたメンバーで構成されている、(c)特定

の限定的なスコープの問題を扱う、(d)決定

事項はその後きちんと物理的会合に報告さ

れる―である。 

 3 点目の Codex 委員会における手続き上

の課題については、以下が指摘されている。

(a) 代 表 の 検 証 の 問 題 (credentials of 

delegation)：物理的会合であれば、代表の確

認は容易であるが working by correspondence

で実施した場合、特定の電子メールやログ

オン等によってアクセスしてきた人が本当

に代表かの確認が困難となる。(b)議長の役

割：文書や電子的なやり取りにおいては議

長の権限が格段に高まり、参加者の意見が

十分に反映されない可能性があるという問

題がある。 (c)効果的な参加：working by 

correspondenceは物理的会合に比べ相対的に

相互作用が低くなり、協力やコンセンサス

の形成が限定的になる。さらに、すでにEWG

が増加した状態にあり、作業負担がさらに

増大する。言語・翻訳の問題もある。 

 会合においても、上記の論点について議

論された。FAO の法務官は、法的な観点か

ら Working by correspondence の手続き上の

問題に関して検討することは適切としたう

えで、意思決定までを行う Working by 

correspondence を実施する場合は、EWG よ

りも厳しい手順が適用されるべきとした。

国連の立場としては、手続き上の理由(すな

わち代表者の資格確認、議長の役割、有効な

参加の確保)や、加盟主体間の相互作用の促

進、参加主体の意思決定に対する権利の確

保といった観点から、意思決定に関わるよ
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うな会議は物理的会合により実施されるべ

きとした。参加者からは、Codex 委員会では、

協調、包摂、透明性といったことが重要であ

る一方、Working by correspondence のような

議論の進め方をオプションとして保持する

ことの柔軟性があったほうがいいとの支持

があった。議論の結果、ニュージーランドを

議長国(米国、ドイツ、日本が共同議長国)と

す る EWG を 設 置 し 、 ① Working by 

correspondenceの実施する作業が適切とされ

るクライテリアを作成し、手順のガイダン

スを Codex 手続きマニュアルに沿って作成

すること、②それらを検討し適宜勧告する

ことに合意した。なお、EWG の見直しの議

論とは性質の異なるものとして、別に議論

することとなった。 

 EWG は 2 回実施され、CCGP 第 32 回会

合に向けて CWBC に関する討議文書

(CX/GP 20/32/4)を作成した。当討議文書では、

CWBC のあり方を検討する上で、これまで

の Codex 委員会における CWBC の事例を

整理したうえで、①CWBC を実施する際の

クライテリア 、②議長、事務局、部会の役

割(現行の Codex 手続きマニュアルにある記

載を CWBC の場合にどのように適用させる

かやコンセンサスが得られたかの判断など)、

③会議運営上の検討事項(包括性や透明性の

確保、参加主体の認証、定足数など)の論点

を挙げ、それぞれについて論じた。そして

CCGP 第 32 回会合では以下の CWBC の手

順上のガイダンスに向けた検討 (CX/GP 

20/32/4 13.3)を行うことが適切と勧告した。 

・CWBC による実施が適切な作業につ

いてのクライテリア 

・CWBC の議長(と潜在的共同議長、報

告者)の役割 

・Codex 事務局の役割 

・(活動中の、休会している)Codex 部会

の役割 

・コミュニケーションと包括性(使用言

語と通訳) 

・参加主体と代表団の本人確認・権限 

・定足数の決定に関して 

・規格や文書のステップを進めるか否

かの判断、コンセンサスの促進、懸念や

留保、投票のあり方 

・CAC への報告の仕方 

 

3. Codex 規格の利活用に関するモニタリン

グについて 

 CCGP 第 31 回会合は、今後議論すべき潜

在的・将来的課題の候補を募集して、その結

果、7 つの論点が挙げられた。議論の結果、

CCGP において具体的に検討するのは、本

項で論じる、Codex 規格の利活用に関する

モニタリングと、次項で論じる SDGs の文

脈での Codex 委員会活動のモニタリングと

なった 。 

 Codex 規格の利活用に関するモニタリン

グについては、CCGP 第 31 回会合のための

討議文書をフランスが用意することで合意

した。以下はその討議文書の概要である。 

 これまで、それを確認する手法がないこ

とから、Codex 規格が実際にどれだけ各国
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で実施・利活用されているかということに

ついて評価することは難しいとされてき

た(CX/GP 20/32/7 1.3 )。討議文書では、ほ

かの国際機関(国際獣疫事務局;OIE、国際

標準化機構;ISO、国際植物防疫条約;IPPC

等)における国際基準や決議の実施状況の

評価や把握方法を踏まえたうえで、①

Codex 委員会におけるこれまでのモニタ

リングの経緯、②そこからの示唆と CCGP

第 32 回会合への勧告が整理されている。 

 まず、①のこれまでの経緯については、

以下の通りである。2005 年まで、Codex 委

員会には「受諾(acceptance)」という手続き

があった。しかし、この「受諾」という仕

組みは加盟国が実際は実施していなかっ

たこともあり、2005 年開催の CAC 第 28 回

会合の際に廃止された(CX/GP 20/32/7 3.1-

3.2)。その後の Codex 委員会では、地域調

整委員会(RCCs)を舞台に、規格の利活用の

推進が目指されることとなった。2014 年か

ら、地域調整委員会では、その活動の活性

化の一環として地域レベルでの規格活用

の促進が課せられ、その活動についてのア

ンケート調査を回付文書、オンライン

(2016 年、 2019 年 )で実施した (CX/GP 

20/32/7 3.5)。これらを踏まえ、2019 年の 9

月から 12 月にかけて、個々の地域調整委

員会でアンケート調査の結果に関する議

論が行われた。その結果を踏まえ、CCGP

第 32 回会合では以下の議論をすべきとの

勧告が出された(CX/GP 20/32/7 6.6)。 

・勧告 1(CX/GP 20/32/7 6.6)：まず規格の「利

用(use)」をどう定義するか、どの側面に焦

点を当てるのかを検討する必要がある。ひ

とえに「use」といっても、qualitative な観

点 (どのように利用されているのか )と

quantitative の観点(規格がどれだけ利用さ

れているか)(CX/GP 20/32/7 6.1)がある。さ

らに、「利用(use)」を定義づけた上で全体を

みるのか、ある特定の「利用(use)」につい

て検討するのかでやり方も変わる。特に

Codex 規格には、農薬や動物用医薬品の

MRL のように「利用(use)」が一目瞭然なも

のもあれば、行動規範のように十分な検証

をしないとどう利用しているのかがわか

りにくいものもある(3.6.1)。さらには、「利

用 (use)」の現状を明らかにすることで

Codex 規格からの逸脱が明らかになれば、

貿易紛争の材料提供になってしまう危惧

もある。このため、情報収集は信頼に基づ

いて実施し、収集した情報は特定の貿易紛

争に用いてはならないということも徹底

しないと(CX/GP 20/32/7 3.6.3)きちんとし

た現状把握ができない点も留意すべきで

ある。 

・勧告 2(CX/GP 20/32/7 6.7)：新たな調査を

行う前に、関連する国際機関が有する既存

のデータベース等をリストアップして、何

が不足しているのかを特定する。例えば、

FAO の Legal Office は FAOLEX という各

国の食品・農業・自然資源管理等に関する

法規制、政策や合意文書を集めたデータベ

ースを有している(CX/GP 20/32/7 5.1.1) 。

また、WTO では貿易上の懸念に関する情
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報を収集している(CX/GP 20/32/7 5.2.1) 。

WTO 、 United Nations Department for 

Economic and Social Affairs (UNDESA), 

International Trade Centre (ITC)の 3 者は、

SPS と TBT の通報に関する電子フォーラ

ム(ePing) を設置している(CX/GP 20/32/7 

5.2.2)。その他、FAO、OIE、WHO、世界銀

行、WTO の 5 者を中核としたフレームワ

ー ク で あ る 、 the Standards and Trade 

Development Facility (STDF) もある。まず

はこうした関連するデータベースを整理

して誰がどのような情報を持っているの

かマッピングする。 

・勧告 3(CX/GP 20/32/7 6.8)：勧告 2 のマッ

ピング作業で特定されたギャップの理由、

利用がないからなのか等の分析をするこ

とで、どのような「利用(use)」に関して取

組むべきか検討する。 

・勧告 4(CX/GP 20/32/7 6.9)：どのように進

めるのかについては、①Codex 事務局に暫

定的な仮の定義とマッピング案の作成を

依頼(CX/GP 20/32/7 6.9.1)、②EWG を設置

して検討(CX/GP 20/32/7 6.9.2)、③FAO’s 

Office of Chief Statistician等に暫定的な定義

とマッピングの作業を依頼する (CX/GP 

20/32/7 6.9.3)、④情報通信技術を活用する

ことでデータ収集と情報提供の課題を克

服できないか検討する (CX/GP 20/32/7 

6.9.4)といったことを検討する。 

・勧告 5(CX/GP 20/32/7 6.10)：すでにある

枠組みを活用できないか検討する。例えば

経済協力開発機構(OECD)の partnership for 

effective international rule-making 、

OIE/IPPC/ISO などの関連組織の取組みか

ら学ぶ、OIE の pilot project for creating an 

Observatory on Implementation of OIE 

Standards を参考に学ぶ等。 

・勧告 6(CX/GP 20/32/7 6.11)：CCGP はこ

うした検討事項の結果を、Codex 戦略計画

2020-2025 の目的 3.3 (“Progress on the 

development of a mechanism to measure 

impact of Codex standards”)の年次進捗の報

告書を起草する際に提案することもでき

るかもしれない。 

 

4. SDGs の文脈で Codex 委員会活動をモニ

タリングすることについて 

 2015 年に第 70 回国連総会で SDGs が採

択されて以降、Codex 委員会の SDGs への

貢献のあり方については、CCEXEC の第 72

回から第 74 回会合を舞台に議論されてき

た。CCEXEC で「Codex 戦略計画(2020-2025)」

の検討を担った小委員会では、加盟国の

SDGs 達成に Codex 委員会がどう貢献でき

るかを盛り込むこととした。2019 年に採択

された戦略計画(REP19/EXEC2、Appendix II)

では Drivers for change の項目の中で

SDGs(目標 2、3、12，17) にどう Codex 規

格が貢献できるかが記されている(CX/GP 

20/32/8 2.8 )。 

 前述の通り、CCGP 第 31 会合は、今後 CCGP

で取組むべき将来の課題を議論した結果、

SDGs の文脈で Codex 委員会の活動をモニタ

ーすることに合意した。その際に、①客観的
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に SDGs を達成する上での関連する指標を

Codex 委員会で策定することの検討、②

Codex 委員会で加盟国のデータを集約する、

の 2 点の提案が提示された(CX/GP 20/32/8 

2.6)。 

 当討議文書では、CCGP 第 32 回会合で

議論すべき論点として、以下を勧告した。 

・勧告 1：SDGs を達成することの重要性

と、Codex 委員会がいかにその過程に貢献

できるかを主要な意思決定者に認識させ

る。国連の経済社会理事会(United Nations 

Economic and Social Council;ECOSOC)の下

部組織として設置された、持続的可能に関

するハイレベル政治フォーラム the High-

level Political Forum on Sustainable 

Development (HLPF)  や国連総会(UNGA)

のような場でコミュニケーションキャン

ペーンを展開する(CX/GP 20/32/8 4.1) 

・勧告 2：どのように Codex 規格が SDGs

の実現に役立つかを示すオンラインツー

ルを出版する(CX/GP 20/32/8 4.2)。ISO のウ

ェブサイトも参考になるかもしれない

(CX/GP 20/32/8 4.2.3) 

・勧告 3：2030 アジェンダの進展を測るう

えで Codex 戦略計画にある指標を共有す

る(CX/GP 20/32/8 4.3) 

・勧告 4：Codex 事務局が SDGs に関連す

る情報要請を受けた際には、定期的に加盟

国に報告する(CX/GP 20/32/8 4.4) 

・勧告 5：Codex 委員会が SDGs の実現に

有用であることを示す具体的な国家事例

を提示する。(CX/GP 20/32/8 4.5) 

・勧告 6：Codex 委員会がさらに SDGs の

実現に貢献するための方策を特定する。

(CX/GP 20/32/8 4.6) 

 

E．研究発表   

 特になし 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 

 

 

 

I-6. Codex 各部会の方針や対策と食品衛生法のもとでの日本の対策との整合性

や整理に関する研究 

 

A．研究目的 

 本研究班全体では、食品安全の国際的

な動向や課題及びわが国の現状について、

科学的観点から知見や情報を収集・分析

し、政府職員等の関係者に助言や提言す

ることを目的としている。その中で本分

担研究では、国際規格の値や考え方がわ

が国の食品安全施策のどの部分に対応し

ているあるいはしていないのかを明らか

にすることで、今後の施策の一助とする
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ことを目指した。 

 

B．研究方法 

 Codex 委員会及び日本の厚生労働省、食

品安全委員会等が公式サイトで公表して

いる文書を情報源とした。 

・Codex 規格と日本の規格基準の比較 

 Codex 委員会からは GSCTFF の 2018 年

改訂版を入手し、厚生労働省の通知等と

比較した。 

・食品規格に相違を生じる要因は何か 

 Codex とわが国の間で規格基準に違い

があるアフラトキシンについて、厚生労

働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科

会食品規格部会の議事録や参考資料をも

とに検討した。 

 

C. D. 結果及び考察 

Codex 規格と日本の規格基準の比較 

 2018 年に改訂された GSCTFF と、そこ

に含まれる設定内容に該当するわが国に

おける設定内容とを比較した。対象とさ

れている食品並びにそれに設定されてい

る規格値(基準値)の両方で、GSCTFF とわ

が国との間に違いがあることが分かった。

わが国におけるMLは、国際整合の他に、

わが国における濃度実態や健康影響等も

考慮して設定されるべきであり、相違が

あることそのものは問題でなく、結果と

して相違させることが適切な場合もある

だろう。一方で、相違の理由を明確にして

おくことは必要である。特に、Codex 委員

会に比べて高い保護水準での設定がされ

る場合には、貿易上の非関税障壁である

ことを輸入先国に主張されないためにも、

その理由を科学的根拠とともに明確にし

ておくことが、多くの食品を輸入するわ

が国にとって必要であると考える。 

 

食品規格に相違を生じる要因は何か 

 Codex 委員会と我が国との間で、設定

されている食品規格に相違が認められ

るケースがいくつか存在する。そのよう

なケースとしてアフラトキシンを取り

上げ、相違するに至った原因について検

討した。 従前、国内にあった基準は食品

を対象にアフラトキシン B1(AFB1)につ

いて 10 μg/kg、というものであった。それ

を落花生、アーモンド、ヘーゼルナッツを

対象としたCodex基準の採用を目指して、

2008年7月に開催された厚生労働省薬事・

食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格

部会に諮られた。本部会により方針が認め

られ、同年 9 月付けで食品安全委員会に食

品健康影響評価が依頼された。食品安全委

員会は、カビ毒・自然毒等専門調査会での

2回の審議と食品安全委員会での説明や報

告及びパブリックコメントの募集を含む

各種手続きを経て、2009 年 3 月 19 日に厚

生労働省に評価結果を通知した。評価結果

の要約は以下の通りである。「総アフラト

キシンは遺伝毒性が関与すると判断され

る発がん物質であり、発がんリスクによる

評価が適切であると判断された。一方、非
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発がん影響に関しては、耐容 1 日摂取量

(TDI)を設定するための定量的評価に適用

できる報告はなく、非発がん性を指標とし

た TDI を求めることは困難と判断された。

発がんリスクについては、人の疫学調査の

結果から、体重 1 kg あたり 1 ng/日の用量

で生涯にわたり AFB1 に経口暴露した時

の肝臓癌が生じるリスクとして、HBsAg 

陽性者では 0.3 人/10 万人/年(不確実性の

範囲 0.05～0.5 人/10 万人/年)、HBsAg 陰

性者では0.01 人/10万人/年(不確実性の範

囲 0.002～0.03 人/10 万人/年)となった。」 

 暴露量の推定結果から、AFB1 に対して

10 μg/kg を検出限界として規制をしてい

る現状においては、落花生及び木の実(ア

ーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ)に

ついて、総アフラトキシンに新たな基準を

設定することによる食品からの暴露量に

大きな影響はなく、現状の発がんリスクに

及ぼす影響もほとんどないものと推察さ

れた。しかしながら、アフラトキシンは遺

伝毒性が関与すると判断される発がん物

質であり、食品からの総アフラトキシンの

摂取は合理的に達成可能な範囲で出来る

限り低いレベルにするべきである。食品安

全委員会での食品健康影響評価結果を受

けた 2009 年 6 月の食品規格部会では、そ

のまま Codex 基準案了承の方針で議事が

始まっている。しかしそこで加工用と直接

消費用の基準値の差について疑問が提示

され、以降は加工用が直接消費用に流れる

のではないかといった細かい議論に流れ

た。その後の調査において、国内に落花生

及び木の実のアフラトキシン低減を目的

とした加工施設が存在せず、アフラトキシ

ンの低減加工が現実的に困難であること

が判明した。そのため、加工用の食品が適

切な加工を経ずアフラトキシンが低減さ

れないまま国内流通することも想定し、最

終的に木の実を含む全ての食品で総アフ

ラトキシン 10 μg/kg が提案され、Codex

基準との整合は諮られなかった。食品衛生

分科会では規格部会の案をそのまま承認

した。結果的にそれまでの日本の AFB1 に

ついての基準が、総アフラトキシンになる

ことで基準が強化された。アフラトキシン

の基準値検討が提案されていた平成 20 年

(2008 年)7 月に、食品規格部会は「食品中

の汚染物質に係る規格基準設定の基本的

考え方」に合意している。そこでは基本方

針として「我が国の食品中の汚染物質の規

格基準の設定にあたっては、Codex 規格が

定められている食品については、我が国で

も規格基準の設定を検討することとし、

Codex 規格を採用する。」とされている。

Codex 規格の採用が困難である場合につ

いても言及しているが、これは Codex 規

格がより厳しい場合を想定しているので、

結果的にアフラトキシンの場合にはあて

はまらない。また基準値設定の規準として

は以下を挙げている。 

・重要な健康リスクがあり、貿易問題があ

るもののみに設定。 

・汚染物質等の摂取寄与が大きな食品に
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対してのみ設定。 

・ALARA の原則に従って設定。 

・主たる生産国を含む複数の地域からの

実態調査結果に基づいて設定。 

 アフラトキシンの基準値設定に関する

議論は最初のうちはこの方針に沿って進

んでいた。食品安全委員会の評価も Codex

基準を採用することでがんリスクに変わ

りはないとし、部会にも Codex 基準に沿

った提案がなされた。しかし加工用と直接

消費用の値が異なることについて疑問が

提示され、加工用が直接消費用に回らない

という保障がないこと、国内でアフラトキ

シンの低減加工を行うことが現実的に困

難であることが判明したことから、Codex

基準は採択されなかった。食品安全委員会

の評価書では、20 μg/kg まで試算されてい

るので、仮に加工用の一部が直接消費され

たとしても特にリスクに大きな差はない

はずであるが、そのようなことは議論で取

り上げられなかった。Codex 規格の値より

厳しい値を採用する場合には、それなりに

根拠が必要であるという発言があったも

のの、ほとんど考慮されなかった。一方で

市販品を対象とする実態調査において、1

サンプルのみであるが高濃度のアフラト

キシンが検出された事例があり、これに質

問や意見が集中した。親部会である食品衛

生分科会でも一部の委員を中心に、限られ

た高濃度検出事例について話題が集中し

た。 

 アフラトキシンは強力な遺伝毒性発が

ん物質であり、ほんの少しでもあって欲し

くない、できる限り減らしたい、できれば

ゼロにしたい、というのは多分ほとんどの

人がそう思っている。しかし食品中汚染物

質の規格基準設定の際には、そのような議

論を踏まえた上で対処方針が作られてき

ている。食品規格部会の議論は結果的に、

日本人の 1 億人のうち 1 人であってもア

フラトキシンを原因とするがんは許容で

きないと判断したことになった。これは発

がん物質についての実質安全量(VSD)の

考え方(生涯発がんリスク 10-5 程度)から

も著しく逸脱している。多角的な議論形成

のために、異なる専門性を有した委員が参

画するため、失われてはいけない基本方針

からずれた意見が出されることも当然あ

り得ることであり、適切な議論のための舵

取りの技量が問われる部分でもある。その

場の雰囲気に流されて基本的な立ち位置

から離れてしまってそれに気がつかない

のは、基本がしっかりしていないからであ

る。食品安全委員会で専門家が時間をか

けて計算し議論しパブリックコメント

等の手続きを踏んで判断を下しており、

こうした科学的評価や何故コーデック

ス規格を採用することが基本方針にな

っているのか、リスク評価はどういう仮

定でどのくらいの余裕や不確実性があ

るのか、基準値の設定はリスク管理の一

手段であってそれだけで安全を確保し

ているわけではない、といったことを確

実に理解して議論に臨む必要がある。カ
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ビ毒の局所的高濃度汚染のような素朴な

疑義に対して、きちんと説明し理解を得ら

れないのであれば、その後の一般の方に向

けた説明(リスクコミュニケーション)が成

功するはずもない。 

 以上の検討を通じ、以下が提言される。

関係者の理解を深めるための教育を強化

する必要がある。情報提供の機会やリソー

スを増やしコンスタントに学べる環境が

必須である。委員への事前説明には関係す

る Codex 部会の担当者あるいはそれと同

等の知識のある人を同席させるべきであ

る。 

E．研究発表   

1. 論文発表 

畝山智香子：リスクアナリシスによる食

品の安全確保，食品機械装置 vol 55, 50-

57(2018 ) 

2. 学会発表 

なし 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 
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研究課題 II. 食品安全行政の国際化のためのリスクコミュニケーション 

  

A．研究目的  

 わが国が、国内状況を考慮しながら食品

安全行政の国際化を推進するためには、食

品事業者や消費者また学識者や行政関係者

との間で情報や意見を共有し、十分なリス

クコミュニケーションを行い、社会全体と

しての理解や認識を深めることが重要であ

る。本研究では、シンポジウムの開催等を通

じて、国内外の行政、業界、アカデミア、消

費者団体等、多様な主体との交流の機会を

設け、広い意味でのリスクコミュニケーシ

ョンとネットワーク構築を図り、議論の連

携、国内における Codex 活動に対する認識

と支持の向上を得ることを目的とした。 

 

B．研究方法 

 本研究班によるリスコミニケーション

とネットワーク構築に関するこれまでの

取組として、専門家や実務家・行政担当者

等を国内外から招いて直接話を聞き質疑

等も行う、業界関係者や広く一般を対象と

したシンポジウムを毎年企画・開催してき

た。 

 平成 29 年度には、シンポジウム「Codex

委 員 会 の 将 来 の 展 望 と 課 題 (Future 

Prospects and Challenges in Codex 

Alimentarius)」を開催した(2018 年 3 月 9 日

(金)東京大学本郷キャンパス、ダイワハウ

ス石橋信夫記念ホール)。シンポジウムでは、

Codex 委員会の議長(Guilherme Costa 氏)や

事務局長(Tom Heilandt 氏)、Codex 委員会下

に組織された各部会の議長及びその経験

者)を招聘し、Codex 委員会における最近の

動向や今後の課題についての情報提供を

行うとともに、参加者との直接の議論の場

を設けた。 

 平成 30 年度は、シンポジウム「Codex に

おける日本の貢献と今後の課題」を開催し

た(2019 年 3 月 6 日東京大学本郷キャンパ

ス、ダイワハウス石橋信夫記念ホール)。シ

ンポジウムでは、WHO 食品安全・人畜共

通感染症部長(宮城島一明氏)や厚生労働省

参与(当時・吉倉廣氏)を招聘し 2 つの基調

講演とパネルディスカッションにより、グ

ローバルな文脈で食品安全確保を行って

いくうえでこれまでの日本の経験を振り

返り今後の課題について議論した。 

 平成 31 年度は、新たな取組みとして、特

定の専門分野における情報ニーズの探索

の試行としてCodex一般問題部会の 1つで

ある、CCMAS を対象とするシンポジウム

を企画し開催した。    

 CCMAS シンポジウムの開催には、研究

協力者を通じて、一般社団法人 食品衛生

登録検査機関協会並びに、アジレント・テ

クノロジー株式会社の協力を仰いだ。特に

広報に関しては、インターネット、e-mail に

よる電子マガジン、雑誌等複数の広告媒体

を使い、食品とその分析また、食品安全行

政に関連する各セクターに情報が拡散す
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るように努めた。シンポジウムの内容につ

いては、CCMAS の機能の全般の他、現在

の中心的な課題やわが国のこれまでの貢

献等を題材とする講演と、複数の CCMAS

出席経験者等を迎えパネルディスカッシ

ョンを行うことを決め、企画の具体化を進

めた。 

 

C.D. 結果及び考察 

1.「Codex委員会の将来の展望と課題(Future 

Prospects and Challenges in Codex 

Alimentarius)」シンポジウムの概要と示唆 

 2018 年 3 月 9 日に、東京大学本郷キャン

パス・ダイワハウス石橋信夫記念ホールに

て、シンポジウム「Codex 委員会の将来の展

望と課題(Future Prospects and Challenges in 

Codex Alimentarius)」を開催した。同シンポ

ジウムは 2 部構成とした。第 1 部は Codex

委員会の現在と未来 (The Present and the 

Future of Codex)と題し、Codex 委員会事務局

長の Tom Heilandt 氏と、現 Codex 委員会議

長の Guilherme Antonio da Costa Júnior 氏が基

調講演し、第 2 部は Codex 委員会下に組織

された個別部会における将来展望と課題を

取り上げ、CCFICS の議長である Fran 

Freeman 氏と、CCFL 前議長である Paul 

Mayers 氏が講演した。当日は 104 名の参加

があった。また、会場からの発言も含め活発

な質疑応答が行われた。以下、基調講演等の

概要を簡単に紹介し、そこから得られた示

唆について整理する。 

 Tom Heilandt 氏の講演では、Codex 委員会

の概要、規格策定のプロセス、意思決定の仕

組み、ガバナンスや予算について紹介され

た。その上で、コンセンサス形成における課

題について、具体的な事例を交えて紹介し

た。最後に、Codex 委員会は、人口の増大、

世界的な食品の移動の増大、世界市場への

参入国の増加、多様で新たな生産手法の増

加、新たな販売経路など、様々な変化にさら

されているとし、こうした新規の課題に取

組んでいかなければならないとした。特に、

ネット販売など新たな販売経路の取扱いに

ついては同時期にわが国で開催された世界

食品安全イニシアチブ(GFSI)においても議

論されたとした。食品の安全性と質の確保

がビジネスとして成り立つようにするため

の調和したルールの必要性が高まっており、

Codex 委員会が果たす役割は益々増大して

いるとした。そして、こうした問題に取り組

むうえでは、戦略的かつ迅速に対応してい

くこと、オンライン会議など新たなツール

を積極的に取り込んでいくことが必要であ

ると指摘した。 

 Guilherme Antonio da Costa Júnior 氏の講演

では、Codex 委員会の現在そして今後につい

て検討するうえでは、国際的な文脈に立っ

て考えるべきであり、食糧安全保障と貿易

の増大、食品安全が重要な課題であるとし

た。そして、戦略的な対応をするうえでは、

短期・中期・長期的視点にたち、戦略的ヴィ

ジョン、Codex 委員会の中核的価値、目標・

目的と活動、そしてそれぞれの活動に責任

を持つべき主体、実践するためのスケジュ
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ール、期待される成果、計測可能な指標を明

確にすべきとした。その上で、当時 2020 年

からの Codex 戦略計画を策定していたこと

から、その草案のポイントについて論じた。

優先事項、科学ベース、包括性、改善といっ

たエッセンスは過去の Codex 戦略計画から

も引き継がれるとした。特に Codex 委員会

の活動・認知度の向上と意識・関心の喚起、

包括性を確保するうえでは、国内のCodex部

会(National Codex Committee)の強化と多様

な主体の巻き込みが重要と論じた。国内に

おける認知向上では、Codex 規格がすべての

食品及び飼料の生産チェーンにおいて普

及・適用されることが求められる。Codex 規

格と知られずに用いられるくらい浸透する

には、理解可能な情報に落とし込むことま

た、官民連携パートナーシップ、官民のトレ

ーニングプログラムの実施も重要と論じた。

国連で採択された SDGs は Codex 委員会の

活動に関連するものも多く 、Codex 委員会

がその達成に貢献できるよう戦略計画策定

の際に心にとどめておく必要があるとした。

最後に、将来の Codex 委員会を考えるうえ

では、加盟主体(とその国内 Codex 部会)、部

会の各議長、事務局、FAO/WHO 合同専門家

会議、議長と副議長のすべての主体・団体が

責任をもって取り組む必要があり、優先事

項を戦略的に策定することが重要とした。 

 Fran Freeman 氏の講演では、CCFICS が設

立された経緯、CCFICS におけるこれまでの

主要な活動が紹介された。文書策定に当た

っては、Codex 委員会の原則である消費者の

健康保護と公正な食品貿易をベースに、か

つ、科学・リスクベースに基づき、WTO に

整合的であるよう必要以上に貿易制限的で

ないようにすることを念頭に置かなければ

いけないとの認識に加え、将来的な課題に

対応できるよう、常に最新のベストプラク

ティスや新たなテクノロジーに基づき検討

を継続していることが紹介された。とりわ

け、食品流通のスピードが加速する今日、増

加するリスクを軽減し、消費者の要求と消

費者意識を満たすための効果的かつ効率的

な管理を確保し、先進国のみならず途上国

食料安全保障にも配慮しつつ(安全な食品が

拒否されるのを避ける)、リスクに基づいた

システムを常に維持していくことが肝要と

した。  

 Paul Mayers 氏の講演では、CCFL が扱う

「表示」における基準策定がいかに難しい

かが論じられた。表示は、事業者にとっては

市場に数多くある商品の中から自分の商品

を選んでもらうための手段であるのに対し、

消費者にとっては自分の関心がある情報を

知る源であり、こうした 2 つの目的が時に

本質的に緊張関係を持ちうる。有機の表示

やバイオテクノロジー応用食品の表示の事

例で見られたように、「科学ベース」で物事

が決まる Codex 委員会の他の部会と比較す

ると、表示の問題は極めて異なる主観的価

値観を伴いうると論じた。これはすなわち、

感情にかかわる問題において一体どのよう

に基準を作るのか、という難しい問題でも

あるとされた。表示の主観的な特性は、科学
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と文化、異なるニーズと意見、消費者の認識

といった複雑を伴いまた、表示がもつ貿易

上の含意も考えると常に食品貿易における

公平な取引への配慮を認識する必要もあり、

それらのバランスを見つけることは大変で

ある。しかしこうした難しさがありながら、

投票のような手段に訴えることなく合意形

成ができた際にはやりがいもあると述べた。

そして表示を考えるうえでは、「情報は正し

くなくてはならないとともに、誤認を招い

てはならない(Truthful and not misleading)」と

いうことを肝に銘じておくことが大事だと

した。 

 各講演からの示唆としては、以下 3 点が

挙げられる。1 つ目は、Codex 委員会におけ

る現在及び今後の課題を考えるうえで、国

際的な文脈に立ち全体俯瞰をすることの重

要性である。この点については事務局長も

議長も論じていたが、人口増加、食品安全保

障問題の深刻化、世界的な食品貿易の増大、

食品安全性確保の重要性に対する意識の高

まりなどの大きな国際的環境変化を十分に

踏まえる必要がある。その際に、SDGs など

国際社会全体のニーズにも留意し、貢献す

ることも意識しておくことが求められる。

また特にすべての演者が重視していたのは、

多様な生産手法の増加と多様な販売流通網

の登場である。特に IT 化や e コマースなど

でネットを通じた販売網が急速に進展して

おり、従来の農場から食卓までの原材料・加

工ルートとはかなり変わってくる可能性が

ある。こうした議論は GFSI でも行われ、各

主体の関心事であったようである。 

 2 点目は、多様性と包括性の確保である。

先進国のみならず途上国、そして企業・NGO、

アカデミアなど多様な主体を包含すること

が大事である点がすべての演者から論じら

れた。これは、科学的データの生成や提供に

おいても多様な国々からの提供が必要であ

るし、多様な意見を取り込むうえでも重要

である。特に科学的知見だけで物事が決ま

りにくい表示などの問題では、社会科学な

ど異なるディシプリンを包含することも重

要である。また、多様な意見の吸い上げにお

いては国内 Codex 委員会の強化と多様性の

向上が重要とされた。 

 3 点目としては、多様な参加主体のコミッ

トメントに基づく、明確なヴィジョン形成・

共有と戦略的な対応の実践である。Codex 委

員会では当時戦略計画が策定されていたの

でそれについて事務局長と議長から紹介さ

れたが、予算もリソースも限られた中、効率

的かつ効果的に目的を達成するには、まず

何を実践すべきなのかを戦略的に優先順位

をつけて行っていく必要がある。特に加盟

国の重視する優先的事項は国によって異な

るのでコンセンサス形成が重要となってく

る。こうした指摘を踏まえ、わが国として、

何が最優先に取り組むべき国際的課題なの

か十分に検討し、今後とも働きかけていく

必要がある。 

 本シンポジウムは、GFSI の国際会議が日

本で開催され、Codex 委員会の議長、事務局

長、その他関連する部会の関係者が来日す
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ることが、研究班のメンバー等の協力によ

り事前に把握できたことで実現できた。

Codex 委員会に対する理解にもつながるの

で、このような機会がある際には逃さない

よう情報収集に努めたい。また、これまで食

の安全確保推進研究事業の研究班において

継続的にシンポジウムの企画を通じて展開

してきたことを事務局長に伝えたところ、

ぜひ Codex 委員会のニュースに取り上げた

いとの申し出があり、Codex 委員会のウェブ

サイトを通じた発信ができた(Codex ウェブ

サイト「Japan solidifies its Codex Symposium 

tradition」掲載記事(2018 年 3 月 16 日) 。日

本が継続的に取り組んできたことを、国内

だけでなく、国際的に発信することも重要

と認識した。 

 

2.「シンポジウム：Codex における日本の貢

献と今後の課題」の概要 

 2019 年 3 月 6 日に、東京大学本郷キャン

パス・ダイワハウス石橋信夫記念ホールに

て、シンポジウム「Codex における日本の貢

献と今後の課題」を開催した。シンポジウム

は 2 部構成とされ、1 部は WHO 食品安全・

人畜共通感染症部長の宮城島一明氏と厚生

労働省医薬・生活衛生局参与の吉倉廣氏が

基調講演を行った。2 部として行われたパネ

ルディスカッションには、基調講演者に加

え、ジェームス・マリアンスキー氏(元米国

食品医薬品局バイオテクノロジー・コーデ

ィネーター)と豊福 肇氏(山口大学共同獣医

学部教授)が参加した。当日は 90 名の参加が

あり、会場からの発言も含め活発な質疑応

答が行われた。以下、シンポジウムの概要に

ついて紹介する。 

 宮城島氏による講演では、まず初めに、

Codex 委員会の歴史的背景について紹介さ

れた。Codex 委員会誕生の歴史的背景には、

欧州域内で戦前から培われてきたモノの移

動を容易にするための基準を策定する流れ

と、戦後の相互依存的自由貿易体制の強化

の流れの 2 つの流れの合流があった。後者

に関しては、戦後自由貿易の促進と経済的

な相互依存の深化の動きすなわち、関税及

び貿易に関する一般協定(GATT：General 

Agreement on Tariffs and Trade)の交渉の延長

線上で策定された貿易の技術的障壁に関す

る協定(TBT 協定)、そして 1995 年に発効し

た SPS 協定と同時に設立された WTO 体制

が象徴的である。 

 Codex 規格の利点として、国際基準に準拠

することで、貿易紛争において輸出国から

訴えられることを防ぐ「予防的」な機能と、

貿易紛争が生じた際に Codex 基準が WTO

の紛争処理において参照され、判断の根拠

が整備される「治療的」な機能が挙げられた。 

 過去数十年にわたる Codex 委員会の制度

的構造の変化の傾向としては、以下の点が

指摘された。1 つ目は、近年新たに設置され

たスパイス・料理用ハーブ部会(CCSCH)に

代表される、個別部会の行う個別食品の品

質基準策定作業の増大である。将来的には

必要性と全体のバランスを鑑みて、統廃合

が必要かもしれないとの指摘もあった。2 つ
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目は、貢献国の変化である。特に顕著なのは

昨今の中国の躍進である。中国は近年、

CCFA と CCPR の 2 つの部会の議長国を務

めることとなった。 

 さらに、ほかの国際機関でも同様だが、科

学ベースを重視する Codex 委員会でも外交

戦が繰り広げられることが指摘された。つ

まりどのような「議論の場」で交渉するかに

よって、発言力や影響力が異なるという点

である。組織運営にかかわる制度上の違い

と、それがもたらす意味合いについて、具体

的な部会を例に説明された。部会によって

発言力や影響力が異なるということは、ど

の部会で何が議論されているのか、交渉に

臨む際に部会ごとに異なる特性に注目する

ことも重要であるということであり、大変

興味深い点が指摘された。 

 最後に、Codex の今後の課題について以下

が論じられた。まず 1 点目は、ファイナンス

についてである。国連機関における予算は 2

年単位で組まれており、2020-2021 年度の中

央経費とされる883万ドル(その8割をFAO、

残り 2 割を WHO)が基本財源によって賄わ

れることとなっている。ところが、この費用

には、Codex 規格の基礎として不可欠な、

FAO/WHO 専門家会合によるリスク評価に

かかる費用が含まれていない。この FAO と

WHOを合わせておよそ1,000万ドル(2か年)

程度と見積もられるリスク評価にかかわる

費用については、予算枠組み上の課題があ

る。すなわち FAO は「基本財源(主)＋信託

基金(従)」の組合せであるのに対して、WHO

は「加盟国の寄付(主)＋基本財源(従)」の組

合せとなっているという点である。これが

意味することは、WHO は財源が加盟国の任

意拠出金に依存している分、構造的にリス

ク評価の安定的な実施を脅かされかねない

という状況に常にあるということである。

次いで 2 点目は、規格の利用実態の把握で

ある。昨今の大きな潮流として、国連全体で

「現場でのインパクト」とその評価指標を

設定することが求められている。Codex 規格

の利用実態とその公衆衛生や経済に及ぼす

影響をどう測るかは、今後の課題である。最

後に、3 点目として、SDGs 時代における

Codex 委員会の存在意義についての考察が

なされた。地球環境問題に代表されるよう

に、今日国際社会が直面する問題は、多様な

目的やセクターを包含したものとなってい

る。SDGsの多様な目的(環境保護、気候変動、

無駄の削減、動物福祉)への対応についても

国連全体・国際社会全体として取組んでい

くべきことが認識されている。しかし、周知

のとおり Codex 委員会の基本目的は「消費

者の健康の保護」と、「公正な食品貿易の促

進」に限定されている。SDGs 時代の新しい

社会や消費者の価値観に対する要請がある

中、Codex 委員会が存在意義を持ち続けるに

は、現在の限定的なスコープにとどまって

いて良いのか、という非常に重要な問題提

起もあった。 

 吉倉氏による講演では、バイオテクノロ

ジー応用食品特別部会(CTFBT)の経緯と合

意形成の要因についての考察、Codex 委員会
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の今後の課題が論じられた。 

 吉倉氏が CTFBT の議長を務めた当初、米

欧の対立や GM 食品に対する社会的な緊張

が高まっていた。そうした中で合意形成が

できた要因として以下の点が指摘された。 

 第一に、アセスメントとマネジメントを

峻別する議論の進め方である。リスクアセ

スメントは FAO/WHO 合同専門家会議の報

告書 に基づき、CTFBT はマネジメントの立

場で議論することとした。CTFBT では、

FAO/WHO による科学的アドバイスの文書

を踏まえて、「実質的同等性 (substantial 

equivalence)」の概念をより明確化すること

が出来た。 

 第二に、CTFBT では、GM の定義、「予防

原則 (precautionary principle)」や、「Other 

Legitimate Factors(OLF)その他の考慮事項」

(例えば、環境保護や動物倫理など)、トレー

サビリティ・モニタリング、といった様々な

「厄介な問題」が議論に上がったが、これら

の問題に対処する上では、すでに合意され

ている国際文書がある場合にはそれに準拠

し、また、一般の食品にも共通するテーマは、

CTFBT で抱え込まず横断的な問題としてよ

り適切な部会で議論するようにした。 

 第三に、会議運営上の工夫についても論

じられた。具体的には発言に時間制限を設

けることを提案し、会議参加者全員に均等

に発言の機会を提供して合意の機運を向上

させた。この運営手法については、CTFBT を

契機に、その後 Codex 委員会のほかの部会

でも導入された。 

 こうした CTFBT の経験を振り返り、「GM

食品」の問題は、表向きは「GM 食品」をめ

ぐる議論であるが、実は、新たに出現する科

学技術の安全性に関わる不確実性をどう取

り扱うのかという問題で、ある意味、昨今話

題になっているゲノム編集やジーンドライ

ブといった新興技術への対応にも共通する

問題であることが指摘された。つまり、新し

い技術が出てくるときに、これに対応し、

「予防(precaution)」という考えをどう行政に

持ち込むのかという、基本的な問題が存在

することが指摘された。 

 次に、Codex 委員会の全体にかかわる今後

の課題についてもいくつかの点が挙げられ

た。例えば、食料廃棄、気候変動下の食糧投

機の問題や、宮城島氏も論じた個別食品規

格の増大による懸念や、WHO の予算につい

ての指摘があった。個別食品規格の増大に

ついては、本来、SPS 協定の付属文書 A に

明記されている Codex 規格への参照項目は

限定的であり、限られた Codex 委員会の予

算を、どのような規格や基準にどれだけ充

て、どこまで増やすのか、そのためにどれだ

けのリソース(お金と労力)を払うのかを真

剣に検討する必要があると述べた (なお

Codex 規格の利用のモニタリングは重要な

問題であるが、これは Codex 委員会ではな

く WTO の SPS 協定 article 12.4 で規定され

ているとした)。 

 Codex 加盟国から WHO の予算が少ない

ことに対する批判が集中していることへの

懸念が述べられた。1966 年の Codex 委員会
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設立当初の議事録には、Codex 委員会への

WHO の関与に対する強い要請に基づき、 

FAOがWHOの 2倍近い負担金(FAO 111,305 

US$ vs. WHO 62,000 US$)を担うことで設立

したとの合意が明記されている事、議事録

から見ると、Codex 委員会が発足するに当た

って WHO の「健康保護」の側面が不可欠だ

と考えられた状況が推察される、と紹介し

た。WHO 予算の不足は、分担金を支払わな

い加盟国が多い事も原因の 1 つではないか 

との指摘があった。 

 最後に、Codex 委員会の位置づけについて、

Codex 委員会を取り巻く環境変化という大

きな歴史的文脈の中で論じた。これは宮城

島氏も同様に指摘したことであるが、Codex

委員会が誕生した背景には、第二次世界大

戦の要因ともなった保護主義やブロックエ

コノミーに対する反省があった。Codex 委員

会は、戦後構築された GATT、WTO といっ

た大きな流れの中に位置づけることができ

また、こうした動きに貢献している。他方で

昨今は様々な国際社会の場で、国際協調を

顧みず、自国中心主義的な動きや機運が目

立っている。こうしたことは、第二次大戦の

ころの状況の復活になりかねず憂慮する、

として講演を締めくくった。 

 パネルディスカッションでは、ジェーム

ス・マリアンスキー氏のコメントに続いて、

豊福肇氏より現在関与している部会での議

論における課題と、Codex 委員会に対して日

本が貢献できることへの意見が紹介された。 

 本シンポジウムからの示唆としては、以

下の 5 点があげられる。1 つ目は、国連を中

心とする多国間協調の枠組みの重要性であ

る。基調講演者の両氏からは、Codex 委員会

をはじめとする多国間強調の枠組みが危機

に瀕していることへの強い危惧が論じられ

た。歴史的な観点で見れば、Codex 委員会は

戦後長年にわたって国連を中心とする多国

間の協調の下に自由貿易を促進するための

GATTやWTOといった枠組みの中に位置づ

けられる。しかし昨今の自国の利益を最優

先し、二国間で交渉する動きは、まさに戦前

の経済のブロック化の前兆のようである。

そうした状況の中、欧米に加えて、新興国の

躍進も目覚ましく、Codex 委員会内において

も例えば中国が複数の部会の議長国になる

など、国際交渉の場におけるアクターの影

響力に変化もみられる。わが国は食品輸入

国でありまた、科学ベースで議論ができる

先進国として、しばしば輸出国間で対立す

る欧米等の立場と一線を画す。CTFBT で果

たしたように、国際社会における調整役と

しての役目を果たすことができるだろう。 

 2 つ目は、SDGs 時代における Codex 委員

会の存在意義の再検討の必要性である。今

日、多様な問題が複雑に交錯していて、食品

の問題も、食品廃棄の問題、気候変動とその

結果生じる食品投機など SDGs の多様な目

標に直接・間接様々な形で関連する。国際社

会全体として総合的な対応が求められるこ

うした問題に対して、Codex 委員会は、従来

の限定された、食品安全・公正な貿易という

スコープの中に留まっていてよいのか、
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Codex 委員会の立ち位置を再検討しなけれ

ばならないという問題提起もあった。 

 3 つ目は、国際交渉におけるテクニックの

分析・蓄積の重要性である。Codex 委員会で

はしばしば「厄介な問題」に直面する。吉倉

氏の CTFBT の成功の背景には、リスクアセ

スメントとマネジメントを峻別する議論の

進め方、問題の仕分け(バイオ特別部会で抱

え込まず Codex 横断的な問題はより適切な

部会に委託する)、発言機会のコントロール

など、様々なアプローチや手法が駆使され

た。そうした手法はほかの「厄介な問題」に

対処する際にも応用可能である。宮城島氏

からは「交渉の場」の構造(組織構成や意思

決定にかかわる手順等)が交渉に影響力をも

つことも論じられた。アクターの利害関係

に加えて、会議運営、組織構成などの分析と

蓄積・継承が、わが国が国益を確保する上で

も、国際社会に実質的な貢献を果たすうえ

でも、重要となる。 

 4 つ目は、科学と不確実性の取り扱いに関

する点である。遺伝子組換え食品の問題は、

本質的には不確実性をどう行政が取り扱う

のか、対応においてどう「予防(precaution)」

を位置づけるのか、という問題でもあり、こ

うした問題は今後も食品に新しい技術が持

ち込まれるたびに課題になる。そうした問

題に対処する際には、上記の分析が重要な

意味を持つことが指摘できる。 

  5 つ目は、限られたリソースの有効配分

である。国際機関の財源は Codex 委員会、

WHO に限らず、厳しい状況にある。そうし

た中、不用意に個別の食品規格基準を策定

するべきでなく、選択と集中で、本当に世界

に必要とされる規格作りに集中すべきであ

る。また、無い袖は振れない。なぜ「無い」

のか、特に WHO の予算の構造(任意と義務

的な資金)・加盟主体の分担金の支払い状況

まで確認し、問題解決のために加盟国はど

のような働きかけをすることができるのか、

成熟した議論ができるよう、きちんと分析

する必要がある。安易に規格基準のための

作業を増やしたり、そのための予算の要求

をしたりするという動きに歯止めをかける

必要がある。 

 シンポジウムでは、パネルディスカッシ

ョンや参加者との直接の議論の場を設け、

わが国の Codex 委員会に関する活動への理

解の促進に寄与した。今後もこうした活動

を継続していきたい。 

 

3.CCMAS シンポジウムの企画と開催 

 CCMASシンポジウムのタイトルは「第1

回食品分析の国際動向を知るシンポジウ

ム “我が国の食品分析の行く先を考える

－食品分析の国際状況；CCMASの動向-”」

とした。このタイトルのもとで、CCMASの

機能とわが国の取組また、CCMASにおけ

る現在の中心的課題を取扱い情報発信す

ることを目的に、3講演とパネルディスカ

ッションを企画した。演題と講演者は以下

の通りである。 

・講演①CCMASとは何か？-CCMASの最

新動向-  
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渡邉敬浩 

・講演②測定(値)の不確かさとは何か？－

求め方と使い方－ 

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部  

松田りえ子氏 

・講演③CCMASへの積極的な関わり方－

分析法の提案に必要なこと－ 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構食品研究部門アドバイザー 安

井明美氏 

・ パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン                                 

パネリスト：講演者、杉本敏明氏(一般財団

法人日本食品分析センター)、橘田規氏(一

般財団法人日本食品検査)。  

 本シンポジウムの開催周知のための案

内文は以下の通り作成した。 

“私たちの生活に食品は欠かせません。そ

の流通は国際的なものとなりつつありま

す。貿易産品としての重要性も今後さらに

増していくことでしょう。これまでには聞

くことのなかった国で作られた食品が、食

卓にのぼる日も来るでしょう。逆に、旅行

先の海外で日本産の食品を食べる機会が

増えるかも知れません。このような食品の

グローバル化を支える基礎の1つともなっ

ているのが、Codex Alimentarius(Codex委員

会)の活動です。Codex委員会は、消費者の

健康を保護しかつ公正な貿易の助けとな

る様々な食品規格や各種規範、並びに指針

等の関連文書を策定しています。Codex委

員会が策定した規格や関連文書は国際的

な効力を持つ、いわば国際標準です。我が

国の活動もそれらに準拠するあるいはそ

れらを元に検討することが必要です。 

 Codex委員会による規格等が効力を発揮

するには、実際に流通する食品の規格への

適合を確認しなければなりません。そのた

めに検査が行われます。サンプリングと分

析は検査の一部です。食品規格と同様に、

サンプリングと分析もまた国際標準とな

る方法や考え方を踏まえて検討すべき対

象です。国際標準となるサンプリングと分

析について検討する場所が、Codex委員会

下に組織された分析・サンプリング法部会

(CCMAS)です。 

 諸外国から公正に食品を輸入し安心し

て消費するため、また我が国から様々な国

に滞り無く食品を輸出し安心して消費し

てもらうために、分析は大きな役割を担っ

ています。このような食品の安全性と公正

な貿易に資する分析の国際動向を注視し

最新情報も共有することを目的として、本

シンポジウムを企画しました。第1回とな

る今回は、「我が国の食品分析の行く先を

考える－食品分析の国際状況；CCMASの

動向－」と題して、私の他2名の方からお話

をいただき、さらに2名の方にパネリスト

として登壇いただき、参加者の皆様からの

ご意見もいただきながらパネルディスカ

ッションも行います。 

 本シンポジウムが、食品分析の国際動向

を知るきっかけあるいは1つの機会となり、

分析を行う方だけではなく、分析を依頼す

る方あるいは、分析結果を活用して食品を
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製造し取引される方々にとっても、有益な

時間となることを願っております。” 

 

シンポジウムの開催結果 

シンポジウムには88名が参加し、概ねの

構成比は以下の通りであった。食品メーカ

ー；20%、規制当局若しくは研究機関(国・

地方)；35%、分析用機器・試薬メーカー;15%、

分析機関；25%、その他(大学、報道)；5%)。 

シンポジウムに合わせて実施したアンケ

ートには、Codex委員会の活動また、それへ

の国の取組に関する情報に触れる機会が少

なく、シンポジウムにおいてそれら情報が

提供されたことへの感謝など、好意的な意

見が多数寄せられた。再度開催への要望も

あったことから、今後検討する。また

CCMASシンポジウムの成功は、Codex各部

会に限定した濃密な情報を欲するセクター

が国内に存在することを予測させまた、そ

れらセクターにシンポジウム開催へのニー

ズがあることを想像させる。研究班全体と

しても、シンポジウム企画の拡大について

議論していきたいと考える。 

 

E．研究発表   

1) 松尾真紀子, 渡邉敬浩：シンポジウム：

Codex における日本の貢献と今後の課題, 

食品衛生研究, 69(9), 17-24 (2019) 

2) 松尾真紀子, 小島三奈：開催報告 国際

シンポジウム：Codex 委員会の将来の展望

と課題 , 食品衛生研究 , 68 (10), 31-37 

(2018) 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 

  

  

 



82 
 

研究課題 III. 食品安全行政の国際化に不可欠な研修の計画と実施への協力 

 

A．研究目的  

 Codex 委員会の枠組み内に限らず、諸外

国政府等と実際に交渉をし、国際的に調和

した食品規格等を策定する政府職員がその

基礎としなければならない、特に科学的な

原理・原則を知り、事案に応じて活用する能

力を養成しさらには向上させ継続させてい

くことが、わが国の食品安全行政の国際化

戦略において重要な役割を果たすことは明

らかであり課題でもある。本研究課題では、

政府内担当部局が実施する政府職員を対象

とした研修に資する、効果的なプログラム

開発の検討を目的とした。また、実施にも協

力した。 

 

B．研究方法 

 平成 29 年度～令和元年度の 3 年間に亘

り毎年、食品安全行政に携わる厚生労働省

担当職員の国際的な対応能力の向上に必

要な重要事項のうち、食品微生物学の基礎、

Codex 委員会における食品衛生の一般原則

と HACCP、食品における微生物規格の原

則、微生物のリスクアナリシス及びリスク

マネジメントのガイドライン並びに、分析

とサンプリングに関する研修に使用する

教材を、新たに入手した知見また特定した

課題を踏まえて更新するとともに、それら

を用いて、厚生労働省が開催した研修会に

おいて講義を行った。 

 

C.D. 結果及び考察 

 厚生労働省の担当部署の計画をもとに当

研究班との調整の結果、食品安全行政の国

際化戦略のためのリスク管理者向けの研修

が以下の通り毎年開催された。 

平成 29 年度：2017 年 6 月～8 月にかけて計

15 回開催 

平成 30 年度：2018 年 7 月～9 月にかけて計

17 回開催 

令和元年度：2019 年 7 月～9 月にかけて計

18 回開催 

 本研修は、基本的には、厚生労働省医薬・

生活衛生局の食品安全行政担当職員を対象

として行われ、本研究班は毎年、一部研修に

ついて教材と講師を提供した。その時々の

必要性を踏まえ、各年の研修プログラムに

は若干の変更が加えられている。以下には

令和元年度の研修プログラムの概要を示す。 

＜総論＞(計 2 回) 

食品安全行政の国際化について 

リスクアナリシスについて 

＜各論＞ 

・分析並びにサンプリング(計 3 回)：国際対

応に必要な分析の基礎知識、分析の目的と

実行 

汚染物質(計 3 回)：国際対応に必要な食品汚

染物質の基礎知識、食品汚染物質のリスク

管理 

農薬・動物用医薬品(計 3 回)：国際対応に必

要な農薬・動物用医薬品の基礎知識、農薬・
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動物用医薬品の MRL 設定 

食品添加物(計 2 回)：国際対応に必要な食品

添加物の基礎知識、食品添加物規制の考え

方とその対応 

微生物(計 3 回)：国際対応に必要な食品中の

微生物管理の基礎知識、食品中の微生物の

リスク管理 

食品輸出入の検査・認証制度(1 回)：国際対

応に必要な食品輸出入検査・認証制度の基

礎知識 

 平成 29 年度から令和元年度までの 3 年間

を通じて以下に挙げる講師が各講義を担当

した。 

・農林水産省顧問：山田友紀子博士(総論、

汚染物質、農薬・動物用医薬品、食品添加物) 

・山口大学共同獣医学部：豊福肇(研究分担

者)(食品衛生の一般原則と HACCP、微生物

のリスク評価、食品輸出入の検査・認証制度) 

・国立医薬品食品衛生研究所：渡邉敬浩(分

析並びにサンプリング) 

 食品安全行政の国際化戦略のための研修

として、横断的に必要な原理・原則等に関す

る知識を提供する総論に始まり、化学物質

ハザード、微生物ハザード、分析並びにサン

プリング法、さらに食品の輸出入における

検査・認証制度に関する知識を提供する各

論を、基礎及び応用に分け、適宜演習の実施

を含め研修プログラムは計画された。 

 受講者を対象としたアンケートでは、回

答者全員が本研修を大変有用であった又は

有用であったと評価した。より具体的な事

案の解説を聞きたいとの要望もあり、解説

する事案を受講者に挙げさせることも含め

て研修と捉え、検討する価値があると考え

る。今後も、職員への知識や情報の提供、さ

らにはそれらの定着・向上を図るために、よ

り効果的かつ効率的な内容について検討を

重ね更新しながら、引き続き研修を提供す

ることが重要である。  

 

E．研究発表   

 特になし 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし
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研究課題 IV. Codex 委員会のミネラル NRV-R とわが国のミネラル NRVs をも

とにした日本人の集団特性の比較検討 
 

A．研究目的  

 CCNFSDU において、食品表示を目的と

したビタミン及びミネラルの栄養参照量

(Nutrient Reference Values;NRVs)を設定する

ための一般原則案等や、非感染性疾患のリ

スクと関わりのある栄養素のNRVs-NCD原

案が議論されている。CCNFSDU における

ビタミン及びミネラルの NRVs は推奨量を

基に算出されているが、わが国で策定され

ている栄養素等表示基準値は、これまでは

食事摂取基準の推定平均必要量を基に算出

されていた。また、2005 年版の食事摂取基

準を根拠としていたことから、いくつかの

問題点が指摘されていた。2015 年には、国

際的な考え方との整合性を視野に入れ、わ

が国の栄養素等表示基準値が改定され、食

品表示基準に規定された。栄養素等表示基

準値 2015 のビタミン・ミネラルの値は、日

本人の食事摂取基準(2015 年版)の推奨量(設

定されていない場合は目安量)を基に策定

された。 

 本研究では、ミネラル類を対象に、これま

でに Codex 委員会において設定された

Nutrient Reference Value 

Requirement(NRV-Rs)とわが国の NRVs に

ついて解析し、CCNFSDU で議論されてい

る国際的な考え方との整合性も視野に入れ

検討した。なお、ビタミン類を対象に同様に

実施した研究の結果については、当研究班 

 

平成 29 年度報告書を参照されたい。   

 

B．研究方法 

 ミネラル類について、Codex 委員会の

NRV-Rs とわが国の NRVs との間にある乖

離を原因とした影響について検討した。 

 Codex 委員会が設定している NRV-Rs を

カットポイントとし、ミネラル摂取量がカ

ットポイント未満の者及びカットポイン

ト以上の者の割合を、国民健康・栄養調査

結果を対象に解析した。また、わが国にお

いて設定されているNRVsをカットポイン

トとし、同様の解析を行った。2012 年に実

施された国民健康・栄養調査(拡大調査)の

回答者のうち、妊婦及び授乳婦を除外した

18 歳以上男女 26,808 名を対象に、ミネラ

ル類全 6 種(カルシウム、リン、鉄、亜鉛、

マグネシウム、銅)の摂取量について解析

した。Codex 委員会の NRV-Rs は一般原則

として 3 歳以上を対象とすることとされ

て い る が 、 実 際 に 検討 す る 値 に は

FAO/WHO または Recognized Authoritatice 

Scientific Body (RASB)が提供する 18-50 歳

成人の 1 日摂取参照量(DIRV)が適用され

ている。そのため、これを踏まえて解析対

象とする年齢層を設定した。なお、わが国

における NRVs2015 は、18 歳以上を対象と

している。国民健康・栄養調査の結果は、

厚生労働省より二次利用の承諾を得て使
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用した。 

 

C.D. 結果及び考察 

 国民健康・栄養調査の結果を利用して、

ミネラル類の摂取量が NRV(-R)s 未満の集

団及び NRV(-R)s 以上の集団について比較

した。 

 カルシウムについては、Codex 委員会の

NRV-R 以上で摂取する人の割合は低く、全

体で 3.8%、男性では 4.5%、女性は 3.3%で

あった。一方、わが国の NRV 以上で摂取

する人の割合は Codex 委員会の NRV-R を

カットポイントとした場合に比べて高く

なり、全体で 19.3%、男性では 20.5%、女

性は 18.3%であった。これは、わが国の

NRV(680 mg)が、Codex 委員会が設定する

値に比べ低いためである。Codex 委員会及

びわが国の設定のどちらの値をカットポ

イントとして用いた場合においても、食品

消費量の多い男性は、女性に比べてカット

ポイント以上での摂取者の割合が高くな

った。 

 鉄については、Codex 委員会では吸収率

の違いに応じた 2 種類の NRV-R を設定し

ている。高吸収率を想定した 15%、低吸収

率を想定した 10%の設定である。Codex 委

員会の NRV-R(高吸収率、15%) 以上での

摂取者の割合は低く、全体でわずか0.2%、

男性では 0.2%、女性では 0.1%であった。

低吸収率 10%の Codex 委員会の NRV-

R(22.0 mg)をカットポイントとすると、

NRV-R 以上での摂取者の割合は高くなる

ものの、低割合であることに変わりは無か

った。一方、わが国の NRV 設定には、月

経の有無が考慮されていないため国際的

にも低い値(6.8 mg)が設定されており、

NRV 以上での摂取者の割合は Codex 委員

会 NRV-R をカットポイントとした場合よ

りも高くなり、全体で 57.9%、男性では

63.8%、女性は 52.8%であった。Codex 委員

会及びわが国の設定のどちらの値を用い

た場合でも、食品消費量の多い男性は、女

性に比べてカットポイント以上での摂取

者の割合が高くなった。 

 Codex 委員会では、亜鉛についても鉄と

同様に、吸収率の違いに応じた 2 種類の

NRV-R が設定されている。高吸収率を想

定した 30%、低吸収率を想定した 22%の設

定である。高吸収率の Codex 委員会 NRV-

R(11.0 mg)以上での摂取者の割合は低く、

全体で3.1%、男性では 5.4%、女性では 1.2%

であった。低吸収率の Codex 委員会 NRV-

R(14.0 mg)をカットポイントとした場合に

は、NRV-R 以上での摂取者の割合は増える

ものの、集団ごとの数値の傾向は同様であ

った。一方、わが国の NRV には、国際的

にも低い値(8.8 mg)が設定されており、

NRV 以上での摂取者の割合は Codex 委員

会 NRV-R をカットポイントとした場合に

比べ高くなり、全体で 33.3%、男性では

46.5%、女性は 21.7%であった。Codex 委員

会及びわが国で設定されているどちらの

値を用いても、食品消費量の多い男性は、

女性に比べてカットポイント以上での摂
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取者の割合が高くなった。 

 「日本人の食事摂取基準(2015 年版)」に

基づき設定されているわが国の NRVs2015

と Codex委員会が設定する NRV-Rs とを比

較した場合、一部の栄養成分については乖

離が明らかとなっている。本年度の研究で

は、日本人が実際に摂取しているミネラル

類の量について、NRV-Rs あるいは NRVs

をカットポイントとし、必要量を摂取して

いる人の割合について解析した。その結果、

ミネラル類についても、Codex 委員会の

NRV-Rs の中には、日本人の摂取量の実態

からは乖離した値が設定されている場合

が複数あることも明らかとなった。特にカ

ルシウム、鉄、亜鉛に関しては、Codex 委

員会の NRV-Rs とわが国の NRVs との間に

乖離がある。Codex 委員会のミネラル類の

NRV-Rs をカットポイントとすると、その

値を満たして摂取している日本人の割合

は極めて低くなる。特に、日本人のカルシ

ウム摂取量は高いとは言えず、国際的な

NRV-R の値に近づけることの実現可能性

は低いと考えられる。鉄を対象とした値の

設定には、Codex 委員会とわが国との間に

ある考え方の違いが顕著に表れている。わ

が国においても、国際的に考慮されている

月経の有無を考慮することで、NRV の国際

整合が進むと考えられる。 

 日本人の食生活を踏まえてNRVsを設定

することが現在の方針である。この方針に

沿って今後も NRVs を設定するとともに、

栄養成分表示に活用することが望まれる。

さらに、「日本人の食事摂取基準 2020 年版」

を最新の科学的根拠として、これまでに設

定されたNRVsを再検証することが求めら

れる。NRVs の活用に当たっては、食品消

費量が大きく影響することから、性差等の

要素を考慮することも重要である。 

 

E．研究発表   

1. 論文発表 

1)石見佳子:栄養表示のための栄養参照量

の国際比較 , 栄養学雑誌 , 75(1), 39-

46(2017) 

2)Tsuboyama-Kasaoka N, Takimoto H, Ishimi 

Y: Comparison of Nutrient Reference Values 

for Food Labeling in Japan with CODEX 

Recommendations, Based on DRIs and 

Nutrient Intake in Japan, J Nutr Sci Vitaminol, 

65(1), 102-105(2019) 

2. 学会発表 

石見佳子 :栄養表示と食事摂取基準 ,  

第 65 回日本栄養改善学会シンポジウム, 

2018.9.5 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 
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研究課題 V. Food Safety における最新技術の導入状況と 

安全な食へのアクセス障壁の研究 

 

V-1. 食品を原因とする疾病の減少効果推計                                 

 

A．研究目的  

 第 73 回 WHO 総会(2020 年 5 月開催予定)

の議題として Food Safety が取り上げられる

ことが決まった。この決定をうけ、WHO に

よる今後 10 年間の食品安全への取り組み

にわが国が貢献できることを探るとともに、

その貢献が国内の食品安全行政にもたらす

効果を検証することを目的として、食品を

原因とする疾病を減らす方法に関する研究

に取組んだ。 

 WHO は世界規模で、特に途上国における

食品安全について政策的関心を向けるため、

2015 年に WHO 専門家グループが公表した

食品由来疾患に関する公衆衛生上の負荷に

関する被害実態の推計をアップデートする

ために、食品由来疾患実被害疫学リファレ

ンスグループ(the Foodborne Disease Burden 

Epidemiology Reference Group;FERG)2 を立

ち上げるという情報を得た。そこでまず、わ

が国における食品由来疾患の疾病負荷に関

する推計を 2015 年の公表時に用いられた

指標である障害調整生存年 (disability-

adjusted life years : DALYs)を用いて行い、途

上国への支援の実行可能性を検証すること

を目的とした。ついで、食品由来疾患の疾病

負荷の指標として用いている DALYs のわ 

 

が国の食品安全行政における有用性を検討 

した。 

 

B．研究方法 

1. カンピロバクター属菌による食品由来

疾患の疾病負荷(DALYs)の推計 

カンピロバクター属菌による急性胃腸炎推

定患者数及び続発性疾患患者数について 

 カンピロバクター属菌による急性胃腸炎

推定患者数については、窪田らの推計結果

を引用した。カンピロバクター属菌による

急性胃腸炎の続発性疾患は、オランダのレ

ポートを参考に、ギラン・バレー症候群、炎

症性腸疾患、反応性関節炎とした 。 

 続発性疾患患者数の推計は、各病原因子

の急性胃腸炎の推計患者数を用いることと

した。急性胃腸炎から各続発性疾患を発症

する割合については、熊谷らのプロスペク

ティブ・スタディー(prospective study)の結果

を引用した。 

 更に、ギラン・バレー症候群の患者のう

ち、15%から 20%が重症化するという報告

を参考に重症化事例と軽症事例の患者数を

推計した。 

感染源寄与率について 

 熊谷らの推計結果を引用した。 

年齢分布 

 カンピロバクター属菌の急性胃腸炎患者
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の年齢分布は、食中毒統計で示されている

食中毒患者の年齢分布を引用した。各続発

性疾患の患者の年齢分布は、クローン病と

潰瘍性大腸炎に関する特定医療受給者証の

年齢分布を引用した。 

障害の程度による重み付け及び有病期間 

 障害の程度による重み付け (Disability 

Weight: DW) は、病気の程度によって 0(良

好な健康状態)から１(死亡)まで尺度化した

ものである。各疾患の DW はオランダのレ

ポートを参考に決定した。また、オランダと

日本の医療制度に違いはあるものの、医療

の質はほぼ同等と考え、有病期間について

はオランダのレポートを参考に決定した。 

死亡者数 

 死亡者数については、厚生労働省人口動

態統計調査の「死亡数、性・年齢(5 歳階級)・

死因(三桁基本分類)別」及び「死亡数、性・

死因(死因基本分類)」から各疾患の死亡者数

を引用した。また、炎症性腸疾患について

は、潰瘍性大腸炎とクローン病を対象とし

た。 

総人口及び平均余命 

 日本の総人口については、総務省の人口

推計、平均余命は、生命表(加工統計)のデー

タを引用した。 

DALY の算出方法について 

 DALY は、総人口について、死亡が早まる

ことによって失われた年数(YLL: Years of 

Life Lost)と人々の健康状態に生じた疾病等

による障害によって失われた年数 (YLD: 

Years of Life lost due to Disability)の合計とし

て計算される。 

         DALY = YLL + YLD 

 YLL は、基本的には、死亡数に死亡年齢

における平均余命を掛け合わせた数に一致

する。YLL は死亡原因毎に以下の定式で求

められる。 

     YLL＝N×L 

(N＝死亡数、L＝死亡年齢時の平均余命) 

 YLD は、特定要因、特定の時間の長さを

評価するために、その疾病による障害の程

度の重み付け要素と平均的な疾病期間要素

が乗じられる。YLD は以下の定式で求めら

れる。 

     YLD＝I×DW×L 

(I＝罹患者数、DW＝障害の程度による重み

付け、L＝平均的な治療期間あるいは死亡に

至るまでの期間) 

 DALY は、1990 年代初めにハーバード大

学のクリストファー・マーレー教授らによ

り開発され、その後、世界保健機関や世界銀

行が疾病や障害に対する負担を総合的に勘

案できるとして活用している指標であり、

その算出方法等については、Global burden of 

disease study(GBD)において議論が深められ

ている。GBD2005 の DALYs の算出では、

罹患者数を用いていたが、GBD2010 では有

病者数を用いることとなり、GBD2005 で使

っていた「年齢別に重みづけをする」及び

「経年による変化を考慮して 3%減じる」と

いう計算は含めないこととなった。本研究

における食品由来疾患の被害実態の推計で

は罹患者数を用い、「年齢別の重みづけをす
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る」及び「経年による変化を考慮して 3%減

じる」という計算は含めずに、R により算出

した。 

 

2. 食品由来疾患の疾病負荷としての

DALYs の有用性の検証 

 WHO が 2015 年に公表した「WHO 

Estiumates of The Global Burden of Foodborne 

Diseases」、オランダ・RIVM が 2018 年に公

表 し た 「 Disease burden of food-related 

pathogens in the Netherlands, 2018」、世界銀行

が 2019 年に公表した「 The Safe Food 

Imperative – Accelerating Progress in Low- and 

Midlle-Income Countries」、等での DALYs の

活用状況を調査した。 

 

C.D. 結果及び考察 

結果 

1．食品由来疾患の疾病負荷の推計 

カンピロバクター属菌による食品由来疾患

の疾病負荷(DALYs)を推計 

 食品由来のカンピロバクター属菌による

推定急性胃腸炎患者数は、 2010 年が

8,763,637 人(6,846 人/10 万人)、2016 年が

8,726,145 人(6,817/10 万人)であり、DALYs

は、2010 年は 16,642DALYs(13.0 DALYs/10

万人、YLD 16,570(99.6%)、YLL 71(0.4%))、

2016 年は 16,533DALYs (12.9 DALYs/10 万

人、YLD 16,460 (99.6%)、YLL 74(0.4%))であ

った。 

2．食品由来疾患の疾病負荷としての

DALYs の有用性の検証 

2-1. WHO/食品由来疾患実被害疫学リファ

レンスグループ(FERG) 

 食品由来感染症の発生率とその関連コス

トに関するデータは、米国、カナダ、及びヨ

ーロッパの一部など、高所得の国と地域に

限られていたが、このギャップを埋めるた

め、WHO は疫学などの専門家から構成する

FERG を 2006 年に設置し、食品由来感染症

発生率の世界推定値に取組み、14 の地域に

おける最も重要な 31 種類の食品媒介性ハ

ザードを対象として、食品由来疾患による

実被害患者数、死亡者数を推計した。また、

健康障害及び早死と関連する DALY を用い

て推計した。その結果、食品由来疾患の世界

的負荷(2010 年)は、6 億人の健康障害と 42

万人の早死、3,300万DALYsと推定された。

また、地域毎の解析により、食品由来疾患に

よる世界への負荷の分布は不均等であるこ

とも確認された。アジアとサハラ以南のア

フリカは、食品由来疾患の発生率が最も高

くさらに食品由来疾患による死亡率も最も

高く、DALY の損失が最大であった。合算す

ると世界人口の 41%に相当する南アジア、

東南アジア及び、サハラ以南のアフリカの

低中所得国は、すべての食品媒介性健康障

害の 53%、食品由来疾患関連死の 75%及び、

食品由来疾患関連 DALY の 72%を占めると

推定されている。負荷の不均衡は 5 歳未満

の子供にのしかかっており、彼らが世界人

口に占める割合は 9%であるが、全健康障害

症例の 38%、DALY の 40%を占めている。

食品由来疾患による早死の 30%は 5 歳未満
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の子供と推定された。地理的には、子供が食

品由来疾患で死亡する可能性が最も高いの

はサハラ以南のアフリカで、南アジアが続

いていた。疫学研究によって、食品由来疾患

に最も罹患しやすいのは、若年者、高齢者、

栄養不良者、貧困層、妊婦及び免疫不全の人

と報告されている。なお、2015 年の推定世

界的負荷は結核が 4,000 万 DALY、マラリア

が 6,600 万 DALY であった。 

 

2-2. 世界銀行の報告書  

 世界銀行の報告書によると、多くの発展

途上国では最近まで、食品の安全性に政策

的関心がほとんど向けられず、リスク管理

能力にわずかな投資がされるだけだった。

しかしこのような国際的な取組みにより、

発展途上国における食品由来疾患のリスク

軽減が注目されるようになり資金配分は増

加したが、十分な対応が行われているとは

いえない状況であることが報告されている。  

 この報告書では、一人当たりの国民総所

得によって測定され、DALY 単位で補足し

た障害または早死に関連する「生産性損失

(productivity losses)」に基づいて、2010 年の

国または準地域ごとの FERG の DALY と、

2016 年の 1 人あたりの国民総所得推定値か

ら、食品由来疾患のコストを推計している。

中低所得国における食品由来疾患に関連し

た総生産性損失は、年間 952 億米ドルと推

定された。このうち、中所得国は 508 億米

ドル、すなわち全体の 53%を占めている。

低中所得国は 406 億米ドル(43%)、低所得国

は 38 億米ドル(4%)を占めている。地域別に

見ると、アジアの低中所得国は 631 億米ド

ル、サハラ以南のアフリカの低中所得国は

167 億米ドルを占めている。食品由来疾患の

治療コストを、これに追加する必要がある

が、治療コストは、低中所得国で年間 150 億

米ドルと推定されている。国内食品市場の

混乱や消費者の製品回避による測定困難な

コストを考慮に入れなくても、安全でない

食品の国内コストは、低中所得国全体で合

計 1,100 億米ドル以上になるであろうと報

告している。 

 

考察 

1. 食品由来疾患の疾病負荷の推計 

カンピロバクター属菌による食品由来疾患

の疾病負荷(DALYs)の推計 

 オランダのカンピロバクター属菌による

食品由来疾患を見てみると、2016 年の推定

急性胃腸炎患者数は 33,000 (185 人/10 万人)

であり、疾病負荷は 1,300DALYs (8.8 

DALYs/10 万人)であった。10 万人当たりで

比較をすると、わが国の推定急性胃腸炎患

者数はオランダの 36.8 倍であったが、

DLAYsでは1.4倍であった。この結果には、

DALYsは死亡者及び続発性疾患の疾病負荷

も含めた値であることが影響している。こ

のように、食品由来疾患の DALYs 推計によ

って、カンピロバクター属菌による急性胃

腸炎疾患による健康被害に加え、死亡及び

続発性疾患の健康被害実態を確認すること

ができる。オランダでは、食品由来疾患のア
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ウトブレイク調査の結果だけではなく、食

品由来疾患の実被害患者数及び疾病負荷な

どを推計するとともに、DALYs を用いて医

療費コストを推計し、行政施策に根拠デー

タとして活用している。 

 わが国では、食品由来疾患の実被害患者

数の推定は、カンピロバクター属菌、腸炎ビ

ブリオ、サルモネラ属菌のみについて、窪田

らが研究ベースで行っている。食品リスク

への対応強化のためには、当該研究ベース

での推計を継続するとともに、その他の病

原体による食品由来疾患の推計も可能とし

て、食品由来疾患の疾病負荷推計手法マニ

ュアルを作成する必要があると考える。  

 食品リスク分析では、食品リスクによる

健康被害の実態を把握することが重要であ

ることから、継続的に食品由来疾患の被害

実態の推計データを蓄積することにより、

食品による健康被害の実態を把握すること

が求められている。これらのデータは、わが

国の食品安全行政において、食中毒統計を

補完するデータとして活用することができ

るであろう。 

 わが国における食品由来疾患の疾病負荷

推計には、食品由来疾患の原因となる病原

体について網羅的な疾病負荷を可能とする

必要があるなどの課題もあるが、食品由来

疾患の疾病負荷を推計することは可能であ

り、西太平洋地域、東南アジア地域の国を対

象に、食品由来疾患の疾病負荷推計の

Capacity buildingに貢献することができるこ

とを確認することができた。このような支

援を通して、食品由来疾患のアジア地域の

ネットワークが構築されることはアジア地

域の食品由来疾患の低減対策の強化を推進

し、アジア地域の食品安全にも貢献するこ

とになる。そのことにより、日本に輸入され

る食品の安全性の確保にも貢献するものと

考える。 

 

2. 食品由来疾患の疾病負荷としての

DALYs の有用性の検証 

 安全でない食品による疾病負荷は、経済

発展の過程に沿って体系的(食品安全ライ

フサイクル)に発生し、食品由来疾患の相対

的経済負荷は食品安全性ライフサイクルの

近代化段階において減少する。しかし、その

過程において食品安全に対するより適切な

資源配分を可能とする必要がある。DALYs

を用いた生産性損失コストの推計により、

途上国における食品媒介ハザードの社会経

済的影響についての政策立案者の意識を高

め、食品安全能力とインセンティブを強化

するために政策的関心と公共資源を増やす

理論的根拠を提供することができる。この

ことは、途上国における DALYs 及び生産性

損失コストの推計に関する支援は、途上国

における食品由来疾患対策への適正な資金

配分を可能とし、対応強化を促進させるこ

とができると考える。また、DALYs を用い

た生産性損失コストの推計は、途上国にお

いてのみならず、わが国においても食品由

来疾患に関する対策の優先順位の検討にお

いて有用であり、実施している対策に関す
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る政策効果を公衆衛生及び生産性の損失と

いう観点でより分かりやすく国民に示すこ

とが可能となる。 

 本研究では、研究期間の制約もあり、

DALYsと一人当たりの国民総所得を用いた

「生産性損失」まで算出することはできな

かった。更なる研究の継続により、わが国に

おける食品安全行政の政策評価指標の 1 つ

としての DALYs の有用性を検証する必要

があると考える。また、食品のリスク管理で

は、食品安全上の問題を迅速かつ正確に把

握することが求められている。DALYs の推

計のためには、食品由来疾患の実被害患者

の推計が必要不可欠であるが、食品衛生法

に基づく食中毒統計で把握されている患者

数は医療機関で把握されている患者数の集

計であり、実被害患者数は研究ベースでの

推計が行われている。今後は、網羅的に、よ

り信頼度の高い食品由来疾患の実被害患者

数を把握するための疫学的基盤を確立する

必要があると考える。更に、食品由来疾患の

効果的な対策の検討においては、フードチ

ェーンの各段階も含めたより信頼性の高い

食品寄与率を推計する必要があり、食品由

来疾患の食品寄与率に関する研究について

も推進する必要があると考える。 

 

E．研究発表   

  特になし 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし

 

 

 

V-2. Food Safety における新しい技術の研究                                

 

A．研究目的  

 第 73 回 WHO 総会の決議案に含まれてい

る“Food Safety における最新技術の導入状

況”について、先進的な取組みをしている国

の取組みを調査し、わが国が WHO の活動

に貢献できかつ、わが国の食品安全におけ

る今後の行政施策の推進につながる分野を

特定することを目的とした。 

 

 

 

B．研究方法 

1. ヒヤリングによる調査 

 CCFH のネットワークを用いて、主要国

にメールで“Food Safety における最新技術 

の導入状況”について、ヒヤリングを行っ

た。そのうえで、すでに取り組んでいる米

国 FDA を令和 2 年 2 月 11 日に訪問し、

Associate Deputy Commissioner の Don Prater

博士と対面でのインタビューを行った。英

国食品基準庁(FSA)については、米国 FDA

を通じて最新技術担当を紹介してもらい、

2020 年 3 月 30、31 日にロンドンで本分野
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の国際会議が開催されるとの情報を入手

し、参加して情報交換を行う計画であった

が、新型コロナウイルスのため、会議が 1

年延長されたため、情報収集できなかった。

また、 ISO22000 シリーズの Prereqisite 

Program  (PRP) を 検 討 す る

ISO/TC34/SC17WG11 のメンバーでもある

ため、2020 年 3 月に開催予定であった

WG11 参加者からもヒヤリングを計画して

いたが、新型コロナウイルスのため延期に

なったため、実施できなかった。 

 

2. 委託による調査 

 以下に示す海外の行政機関を対象とし

て、これら機関の公式ウェブサイトをもと

に、最新の食品安全行政における情報技術

の活用状況を調査し整理した。さらに関連

する展示会やシンポジウムに出席して情

報収集を実施した。 

・国際：FAO/WHO 

・米国：FDA、USDA 

・カナダ：Health Canada、CFIA 

・EU：EFSA 

・英国：FSA、DEFRA 

・フランス：ANSES 

・ドイツ：BfR 

・オランダ：RIVM、NVWA 

・オーストラリア・ニュージーランド：MPI、

FSANZ 

 情報技術として、ブロックチェーン、ビ

ックデータ、全ゲノムシーケンス(Whole 

Gene Sequencing;WGS)、官民の枠を越えた

データシェア、AI、機械学習、IoT、リアル

ワールドデータなどを調査対象とし、官民

連携の取り組みを重視した。なお、本調査

では、海外の行政機関を主な調査対象とす

るが、海外の大手食品企業や IT ベンダー

等(ネスレ、ダノン、マクドナルド、ウォル

マート、IBM など)の情報も確認し、行政機

関と連携している場合には、調査対象とし

た。 

 

C.D. 結果及び考察 

1. ヒヤリングによる調査 

1-1. FDA 

 FDA は、FDA 内部での brain storming の

あと、A New Era of Smarter Food Safety と

いう public meeting を 2019 年 10 月に開催

していた。この public meeting は次の 4 つ

のエリアに分けて参加者からの inputs を

求めた。 

Tech-Enabled Traceability and Foodborne 

Outbreak Response: 汚染された食品の起

源を追跡、トレースするのに要する時間

を著しく減らし、公衆衛生上のリスクに

対応するための技術、data streams 及び、

processes に着目する。 

Smarter Tools and Approaches for Prevention: 

traceback, data streams 及び迅速なデータ

分析のためのツールからの新しい知識の

使用を促進する。新しいデータ解析ツー

ル及び予測解析ツールを使用できる能力

は、FDA 及び利害関係者が可能性のある

食品安全リスクをより良く特定しリスク
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を低減させることを支援するとともに、

米 国 食 品 安 全 強 化 法 (Food Safety 

Modernization Act; FSMA)が確立した予防

コントロールの枠組みを強化する。 

Adapting to New Business Models and Retail 

Food Safety Modernization: 新しいビジネ

スモデル(e-commerce 及び宅配等)及び伝

統的なビジネス(小売店等)の両者の食品

安全を進化させる。 

Food Safety Culture: 農場及び食品施設に

おいて、食品安全文化の役割を奨励及び

認識させる。食品安全文化の強化は家庭

まで広げ、FDA は安全な食品の取扱いに

関する消費者教育にも取り組んでいる。 

 この Public meeting において、FDA が上

記 4 項目について、産官学の参加者に対

し投げかけた質問は次の通りであった。 

Traceability 

1. What are the most significant actions FDA 

could undertake to enable industry to enhance 

traceability across the entire global food 

chains -- food supply chain?  

2. How could FDA make it more likely that 

companies utilize new technologies to 

enhance the traceability of their products?  

3. What are the challenges to creating a more 

digital traceable global food supply? And how 

might FDA approach this in a manner that 

creates shared value for all participants?  

4. Are there mechanisms FDA could employ 

to incentivize adoption of real time end-to-end 

food traceability throughout the food sector?  

5. What can FDA do to facilitate and expedite 

outbreak-related communications between 

government agencies, industry, and 

consumers? 

New tool  

1. What are the most significant actions FDA 

could undertake to promote and support the 

use of smarter tools for prevention? 

2. What predictive analytical tools and data 

streams are best suited to helping identify a 

potential contamination event? 

3. What further steps can be taken to advance 

the safety of domestic and foreign 

commodities that had been the subject of 

frequent contamination events? In other words, 

looking back in the history.  

4. Are there changes that FDA can and should 

make in the way in which it conducts 

environmental assessments and root cause 

analyses and reports its finding to industry to 

better facilitate their use in industry 

prevention efforts? 

Food Safety Culture 

1. What are the most significant actions FDA 

could undertake to foster and support the 

development of food safety cultures globally? 

2. How can FDA encourage and support 

companies in the development of food safety 

cultures throughout the supply chain? 

3. What are the obstacles to creating food 

safety cultures throughout the supply chain?  

4. Are there changes FDA can and should take 
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in how it approaches food safety to place 

further emphasis on prevention, specifically? 

 FDA は、この Public meeting での報告書

を現在準備中であるが、本報告書作成中

には公表されなかった。また、FDA は AI

技術とマシーンラーニングを使って、輸

入食品の監視のスクリーニングプログラ

ムを作成している。汚染イベントを検出

するツールとして、FDA 内部の情報及び

民間の情報をスキャンする等のAIなどの

使用を検討している。また、遠隔、バーチ

ャルな国内及び海外施設の監視の実行可

能性を評価している。さらに、任意の第三

者認証プログラムの活用、第三者認証プ

ログラムのデータ及び監査結果の活用に

ついても検討している。業界に対しては、

農場及び施設のリアルタイムでのリモー

トモニタリング(灌漑水に用いる表面水の

病原微生物レベルや食品施設の環境モニ

タリング等)を推奨している。 

 現在の FDA の Deputy Commissioner for 

food policy and response である Dr. Frank 

Yiannas の前職は Warmart であり、スーパ

ーで販売しているマンゴーを栽培してい

た畑までトレースバックするのに最初は

6 日と 18 時間かかっていたのを 2 秒にま

で短縮させた経験があるので、FDA は

FSMA のなかでも、従来求めていた “One 

step back, Once step forward”から一歩すす

んで、ハイリスク食品については農場か

ら市場へのトレーサビリティを可能とす

る記録保持の規則を 2020 年 9 月に公開す

る予定である。また、中小事業者の

Traceability を可能とする無料または極め

て安価で、使用しやすい基礎的な要素と

枠組みを提供することを検討している。

フルトレーサビリティを可能にするため

に必要なカギとなるデータの特定、トレ

ース活動について官(FDA、USDA、州、国

際機関)及び民間のパートナーと調和され

た戦略の開発を目指している。また、

Blockchain のデータの規格の調和を目指

すともしている。 

 Smaerter food safety の新時代は、FSMA

に基づいて技術により可能になり、トレ

ーサビリティを向上し、デジタル化、産官

学の協力(産も食品業界だけではなく、

Google 等の IT 業界を含む)、人に導かれ、

消費者に焦点を絞るとしている。 

 

1-2. 英国食品基準庁(FSA) 

 パイロットではサプライチェーンを通

じた製品のトレーサビリティを改善する

ため、distributed ledger technology(DLT、分

散型台帳技術)を活用している。牛と豚を

対象にして、業界参加者と協力して実施

している。牛のパイロットでは、FSA、農

場及びと畜場は DLT へアクセス許可を得

た。農場からカット肉まで、多くの段階で

のデータを照合しなければならないと畜

場は、Blockchain データの有用性が最も

高い分野の１つとしている。また、透明性

が改善するベネフィットがあるとしてい

る。 
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 FSA の強い願望は、近代的な規制機関

としてデータ及びその他のビジネスイン

サイトを効果的に活用することである。

DLT、AI またはマシーンラーニングのよ

うな新興技術が FSA の監視指導をより効

果的に支援するかをテストすることに非

常に興味がある。FSA の活動や志向の背

景として以下が挙げられる。 

・食品サプライチェーンにおける Fraud 

及びエラーは業界及び消費者の信頼性に

影響を与える。消費者はもし、購入してい

る製品の信頼性が保証されれば、もっと

信頼するようになる。 

・サプライチェーンを通じて質の低いデ

ータが問題になっているが、これに対し

サプライチェーンを通じたデータ規格の

使用を推奨し、質の特定と解決を可能に

するデータを浮かびあがらせる。 

・サプライチェーンを通じてデータの不

効率な使用が問題であり、改善すること

によりトレーサビリティを改善する機会

が得られる。 

・ブロックチェーンはデータベースの 1

つの記録やインプットをブロックで入れ

ていく。各ブロックは次のブロックに 暗

号化されたデジタル署名を用いて、“チェ

ーン”でつないでいる。これにより、ブロ

ックチェーンを ledger のように用いるこ

とができ、適切な許可を得た誰によって

もシェアされ、チェックすることが可能

になる。 

2. 委託による調査 

 委託による調査結果の概要は以下のと

おりである。 

 食品安全行政における新たな情報技術

の活用の必要性については、WHO、FAO、

EFSA 等の国際的な会議の場で提言され

ており、様々な活用事例が報告されてい

る。EFSA や FAO の会議では、ブロック

チェーンの必要性が述べられ、FAO の会

議では農業分野へのデジタル技術の活用

が提言されている。 

 諸外国の行政機関では、食品安全に関

するデータを収集してデータベースや関

係者間で情報共有するための仕組みを構

築する等、データの収集・利活用の動きが

盛んである。具体的には、病原微生物やア

レルゲン等、食品安全に関する様々な情

報をデータベース化するとともに、これ

らのデータを分析・解析できるツールを

合わせて提供し、関係者間でデータを共

有するためのプラットフォームを構築す

るなどの取組みが進められている。また、

行政の業務効率化に関する取組みも多く、

各種申請の電子化や監査の効率化などが

行われている。農業分野においては、FAO

や EFSA によるモバイルアプリの活用が

目立つ。例えば、有用なデータが生産現場

で確実に利用できる仕組みが実装されて

いる。 

 民間企業では、食品安全や品質管理の

効率化のために情報技術を活用している

取組みが多い。また、ブロックチェーンの

取組みも盛んである。 



97 
 

 

3. まとめ 

 フードチェーン全体をカバーするトレ

ーサビリティの改善、バーチャルな監視、

第三者認証プログラムの活用、農場から

小売りまでのブロックチェーンデータの

活用等、わが国でも活用できそうなアイ

デアは確認された。その実現のためには、

実証研究、産官学(産も食品業界だけでな

く、IT 業界)の協力が必要であると考えら

れた。 

 

E．研究発表   

特になし 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし

 

 

 

V-3. 高齢者の『健康な食へのアクセス』に関連する要因の検討              
 

A．研究目的  

 WHO は、毎年 1,100 万人が塩・砂糖・脂

肪の摂取過多や穀物・野菜・果物の不適切な

摂取で死亡し、800 万人が肥満や栄養失調で

死亡し、42 万人が食品に由来する疾患で死

亡していることから、「2023 年までに、10 億

人がユニバーサルヘルスケアを享受し、10

億人が健康危機から守られ、10 億人がより

よい健康状態になる」という目標を上げて

いる。食へのアクセスの問題は途上国にお

いて大きな問題であるが、一方で、先進国に

おいても、高齢者がその食環境の中で「食へ

のアクセス」の弱者となっている現状があ

る。そこで、本研究は地域の高齢者がそれぞ

れの食環境(地区別食料品店舗数)の中で、多

様な食品を摂取するために必要な『健康な

食へのアクセス』に関連する要因を検討し

た。食への意識、食事をつくる役割等におい 

 

て性別の差が大きいと考え、男女に分けて

分析した。わが国の現状を把握するととも

に、疾病の有無・年齢・地理的差異・社会的

経済的地位等の食品確保への影響や原因等

を把握し、それらへの対策を検討する際に

参考となる知見を得ることができると考え

る。 

 さらにわが国が、『健康な食へのアクセス』

関連し、発展途上国に対して今後どのよう

な提言ができるかを検討していくうえで、

他国の高齢者の生活背景と健康・安全な食

へのアクセス状況の把握が必要であると考

えた。平均年齢が 70 歳、脳卒中による死亡

率が 1 位、母子手帳など日本の保健医療制

度を取り入れてきているインドネシアにお

ける高齢者対策や食へのアクセスにつき、

インドネシアの保健省及び高齢者対策委員

メンバー教授を訪問し、インドネシアの高
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齢者対策、食料アクセスの現状、今後共同調

査ができないか話し合いを行った。 

 

B．研究方法 

 高齢者の『健康な食へのアクセス』に関

連する要因について、都市型と農村型の地

区をもつ N 市で行った介護の必要のない

65 歳以上の高齢者一万人を対象とした既

存のアンケート調査結果(2016 年アンケー

ト調査;JAGES 日本老年学的評価研究)を

検討した。さらに環境要因として、2015 年

国勢調査及び、2016 年 N 市内のスーパー

(308 店)、コンビニ(301 店)などの食料品店

の住所データ(グリーンページ)、地理情報

システム(arc GIS、esri 社)を使用した。 

 『健康な食』の指標として、食の多様性

スコアを使用した。①魚、②肉、③卵、④

大豆、⑤牛乳・乳製品、⑥緑黄色野菜、⑦

海藻、⑧イモ類、⑨果物、⑩油の摂取の各

食品を 1 日 1 回以上食べていれば 1 点、以

下 0 点、合計 10 点としたスコアである。

本研究では『健康な食へのアクセス』は、

食の多様性スコアを『健康な食』の指標と

し、高齢者の『健康な食へのアクセス』と

個人・環境要因と食の多様性スコアにつき

検討した。 

 性別による食へのアクセスの違いの可

能性を考慮し、すべての分析を男女別に、

具体的には下記の分析を行った。 

・食の多様性スコアと、主観的健康観の関

連の検討 

・食の多様性スコアの個人要因との関連；

性別、年齢、教育、婚姻状態、家族構成等、

価所得、病気の有無、うつ傾向の有無、喫

煙の有無、歯の本数。 

・食に対する個人の資質としての知識、態

度、技術との関連 

 知識：教育歴(学歴)、態度：個人の意識

『健康に関する記事や番組に関心があり

ますか』、技術：『自分で食事の用意ができ

ますか』のアンケート 3 項目を使用。 

・生鮮食料品の入手方法との関連；食料品

アクセス手段(自分で買いにいく、家族等の

送迎で買い物、送迎サービス、家族等に頼

む、買い物代行サービスを使う、宅配サー

ビスを使う)その他、自分で運転する 

・実際の食料品店の有無と個人の店舗の認

識のずれには何が影響するのか；住所から

対象者の住む各中学校地区の食料品店の

有無(客観的な店舗の有無)と、アンケート

の質問、「あなたの家から徒歩圏内に生鮮

食料品店はありますか？」（主観的な店舗

の有無）の両者関連を検討した。どのよう

な個人の要因から食料品店の認識が弱ま

るか、また客観的・主観的な店舗の有無と

食の多様性スコアとの関連も検討した。 

 統計には IBM SPSS statistics 24を使用し、

P<0.05 を有意差ありとした。 

 JAGES 調査実施にあたり、国立長寿医療

研究センター倫理・利益相反委員会の承認

を得た。個人の研究者は個人を特定できな

いデータの提供を受けた。 

 

C.D. 結果及び考察 
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1. 結果 

 食の多様性スコアの平均±標準偏差は、

4.12±2.54 点であった。多様性スコアでは、

介護リスクのある点数等につき確立した基

準点がない。本研究では、多様性スコアを 3

分位にわけ、低い群(0-2 点)1,835 人(30%)、

平均群(3-5 点）2,425 人(9.6%）、高い群(6-10

点)1,860 人(30.4%)の 3 群にわけて分析を行

った。 

1-1. 食の多様性スコアと主観的健康観の関

連の検討 

 男性、女性ともに多様性スコアの高い群

で主観的健康感が強かった(model1:年齢、病

気、ADL、教育、婚姻、世帯構成、所得、喫

煙の有無で補正)。次に鬱傾向を補正項目に

追加したところ、男性は多様性スコアと主

観的健康感の関連が持続したが、女性では

関連がみられなくなった。 

 

1-2. 食の多様性スコアと個人要因、店舗数、

食アクセスとの関連(クロス集計) 

 スコア(低 0-2 点、中 3-5 点、高 6-10 点)と

男女別の個人要因との関連を見ると、高齢

になるほど多様性スコアが高い傾向があり、

教育歴、所得が低い、結婚していない、一人

暮らし、歯が少ない群で多様性スコアは低

かった。さらに鬱傾向は多様性スコアが低

く、健康番組をみる健康意識の強い群で多

様性スコアが高かった。アンケートで『生鮮

食料品店が近くにありますか？』の質問に、

『ある』と答えた群では、多様性スコアが有

意に高かったが、住所データにもとづく食

料品店の有無には、多様性スコアとの関連

が認められなかった。 

 多様性スコアと生鮮食品の入手方法の関

連(クロス集計)をみると、女性のみ、自分で

買い物をしている群ほど多様性スコアが高

く、男性のみ家族に買い物を頼む群で多様

性スコアが高かった。男女共に宅配サービ

スを使う群は多様性スコアが高かった。 

 多様性スコアと個人要因につき社会経済

状況等で補正のうえ検討した(多重回帰分

析)。その結果は、男女ともに教育歴と多様

性スコアとの関連が強いこと、男性のみ婚

姻無しで多様性スコアが低いことを示した。

また女性のみ車の運転をする群は多様性ス

コアが高かった。さらに、『食料品店はあり

ますか』、というアンケートに『ある』、と答

えた群は男性のみ有意に多様性スコアが高

かった。 

 

1-3. 個人の食へのアクセスにかかわる能力

の把握 

 男女別に知識：教育歴、態度：個人の健康

への意識『健康に関する記事や番組をみま

すか』、技術：『自分で食事の用意ができます

か』、の 3 項目を評価項目とした。これら 3

項目と多様性スコアとの関連につき、社会

経済状況を補正し、検討した。 

 教育歴では、特に関連性が強く、女性では

大学卒業を reference としたとき、中学卒業

では β は-0.583(Ｐ＝0.008)と傾き(多様性ス

コアとの関連の強さ)が大きかった。個人の

健康への意識づけに関して男性では β-
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0.203(P＝0.003)、女性では β-0.383 と関連が

みられた。ただし、技術『自分で食事の用意

ができますか』については男女ともに関連

はみられなかった。男性のみ主観的な店舗

の有無(認識)と食の多様性との関連を認め

たが、実際の店舗数は関連がなかった。 

 

1-4. 食の多様性スコアと生鮮食料品の入手

方法との関連 

 生鮮食料品店の入手方法『普段あなたは

どのような方法で、生鮮食料品を入手して

いますか』のアンケートの質問に対して、男

女別に食料品アクセス手段(自分で買いにい

く、家族等の送迎で買い物、送迎サービス、

家族等に頼む、買い物代行サービスを使う、

宅配サービスを使う)が食の多様性に影響す

るかを検討した。年齢、社会経済状況等で補

正を行い、女性のみが、『自分で買いにいく』

群で多様性スコアが有意に高かった。また

男女ともに『宅配をしてもらう』群では男性

4%、女性 9%の利用率であったが多様性スコ

アが有意に高かった。 

 

1-5. 食料品店の実際の有無と認識のずれへ

の影響 

 店舗が実際にあっても、店舗がある認識

がなければ食料アクセスにつながらない可

能性がある。2016 年の N 市内の食料品店(ス

ーパー、コンビニエンスストア）の住所から

対象者の住む各中学校地区の食料品店の有

無(客観的な店舗の有無)と、アンケート項目

内の『あなたの家から徒歩圏内に生鮮食料

品店はありますか』(主観的な店舗の有無)と

の関連を検討した(社会経済状況で補正)。 

 まず、認識(主観的な店舗の有無)と客観的

な店舗の有無は男女ともに有意に関連がみ

られた(P=0.0001)。店舗の認識については、

年齢の高い群で有意に高かった。また女性

のみ、車がない群のほうが、車がある群より

も食料品店の認識が高かった。有意差はな

いものの、男性、女性ともに教育歴、所得が

低い群で認識が低い傾向がある可能性がみ

られた。 

 

2. 考察 

 本研究では、高齢者の『健康な食へのアク

セス』に関連する要因の検討を行った。社会

経済状況、特に教育歴の関連が強く、男性、

女性の食へのアクセスの違いがみられた。

地域での食料品店の有無は特に女性におい

ては『健康な食へのアクセス』に関連してい

ない可能性があり、男女共に『宅配サービス』

が直接的に『健康な食へのアクセス』につな

げられる手段であると考える。 

 『健康な食へのアクセス』の評価として食

の多様性スコアを評価指標として使った。

先行研究と同様に個人要因として教育歴、

所得が低い群で男女ともに多様性スコアは

低かった。また男性では婚姻状況が食と関

連し、一方予想と反し、男女とも年齢が高い

群ほど(80 代以上)多様性スコアが高い結果

であった。多様性のある食が健康寿命につ

ながっているのかについては、健康意識が

高く、健康で多様な食を食べる場合もある
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ことから、今後追跡調査の分析が必要と考

える。 

 今回、女性と男性と分けて解析したこと

で、『健康的な食のアクセス』の違いについ

ても明らかになった。食料品店舗数と『健康

な食へのアクセス』の関連に関しては、男女

とも実際の店舗数は関連がみられなかった。

男性のみ主観的な店舗の有無(認識)と食の

多様性との関連を認め、また女性のみ車の

運転の有無が食の多様性と関連していた。

さらに食料品店へのアクセス手段(自分で買

いにいく、家族等の送迎で買い物、送迎サー

ビス、家族等に頼む、買い物代行サービスを

使う、宅配サービスを使う)のなかで、男女

共に『宅配サービス』が食の多様性と関連し

ていた。また女性のみ『自分で買いにいく』

群で多様性スコアが高かった。女性に関し

ては食料品店の環境が悪くてもアクセスす

る手段があれば多様性スコアが高くなる可

能性がみられた。ただし年齢が高くなり、免

許返納時には地域の食料品店、宅配サービ

スの紹介等、情報提供等、食へのアクセスの

悪化を防ぐ対策も必要かもしれない。 

 本研究で宅配サービスを利用していた人

は少なく(男性 4%、女性 9%)、Ｎ市では現時

点ではサービスの少なさや宅配サービスに

かかる値段などがハードルになっている可

能性があった。今後『宅配サービス』に様々

なサービスや価格の低下、食の選択が増え

たとき、必ずしも『健康な食』につながらな

い可能性が心配される。欧米などでは食の

配達ではピザなどファーストフードも多い。

また先行研究で、スーパーなどの食料品店

が近くにあったとしても必ずしも健康な食

につながるわけではないことがわかってき

ている。 

 食事を直接提供することも 1 つの方法で

ある可能性がある。アメリカでは低所得層

への食事の提供プログラム(Older Americans 

Act の位置づけ)、イギリスではボランティ

アによる Meals on wheels が高齢者の食の提

供として挙げられている。食の改善として

心血管系の疾患をもつ高齢者に高血圧治療

としての食(DASH 食)を週 7 回の配達し、食

事全体の改善がみられたとの報告もあるが、

高齢者への健康改善の評価研究は少ない。 

 本研究では食の多様性に影響する個人の

能力として、知識、態度、料理のスキルを評

価した。教育歴、『健康に関する記事や番組

をみますか』、『自分で食事の用意ができま

すか』、の 3 項目を評価項目とした。うち、

高齢者の知識、態度が食の多様性に強く影

響していることがわかった。技術に関して

は質問の仕方としては十分でなかった可能

性があり、具体的に簡単な料理ができるか、

などの質問が必要だった可能性がある。こ

の 3 つの項目の改善のため、宅配サービス

を活用した食育の効果が期待される。 

 『健康な食アクセス』のための『宅配サー

ビス』として、たとえば野菜、卵、牛乳、魚

や肉といった値段を抑えたパッケージング

として販売するあるいは、一部は様々な食

品を取り入れた弁当等も後期高齢者にとっ

ては食へのサポートにつながる可能性があ
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る。さらに簡単なレシピや食事の内容への

助言等、教育的アプローチも同時に行うの

も効果がある可能性がある。 

 コンビニエンス業界においても、業界内

の競争の中で弁当や食料品、日常雑貨など

の販売を開始している企業、また行政とス

ーパーの少ないエリア、買い物弱者への配

達も行っている企業もでてきている。章胤

杰らは高齢者だけでなく、働く女性らにも

食料品配達のニーズがあることから、まだ

模索段階であるが、生協などとの異業態と

の比較を通して、今後運営コスト、高効率化

を追求しながらビジネス展開が進むであろ

うと考察している。今後、直接健康な食につ

なげられるような値段設定、宅配料免除等

行うなどもサービスづくりが必要になる可

能性があり、配達を行う企業にとってもメ

リットになるような形で開始していくこと

が必要になってくると考えられる。 

 本研究のもう 1 つの目的は、今後アジア

をはじめとする世界の高齢者の食のアクセ

ス問題についてわが国が求められているこ

との検討を始めることであった。平均寿命

70 歳、脳卒中による死亡率が高いインドネ

シアにおける高齢者対策の現状、食料アク

セスの状況の理解のため、保健省 Kirana 

Pritasari、Director General of Public Health を

訪問した。共同研究を行う Prof. Clara M. 

Kusharto(IPB university)、Prof. Sri Anna (IPB 

university)、日本から、JAGES 事務局長の藤

原氏らと訪問した。保健省、その他行政とイ

ンドネシア内の大学らと共同で、わが国と

比較できる高齢者調査を検討する方向性を

話し合った。まずはボゴール市にある IPB大

学教授、高齢者対策会議メンバーの Kusharto

教授と日本の多様性スコアのような簡易な

食事頻度調査票を作成し、ボゴール市での

高齢者調査から開始し、その後大規模調査

につなげていく方向性となった。 

 インドネシアボゴール市では、 IPB 

university、ボゴール市の高齢者の Posbindu 

を訪問した。高齢者向けの健康増進活動・非

感染性疾患の予防とコントロールを行う場

で、保健省はこれらのコミュニティーによ

る健康増進活動を推奨している。日本の高

齢者の集まりの場であるサロンと同様の活

動でもあり、近所の高齢者と軽食を食べる

共食の場でもあった。日本、インドネシア両

国で『健康な食へのアクセス』にソーシャル

キャピタルといった周囲・地域の影響もあ

る可能性もある。 

また食へのアクセスの現状として、イン

ドネシアの都市部では、電話、SNS で頼める

食のデリバリーサービスが年齢層を問わず

非常に多くなっていた。食料品、日常雑貨を

電話または SNS で配達ドライバー(バイク

を利用)に頼むとスーパー等で購入し届けて

くれ、安価な宅配料を追加支払うシステム

である。今後インドネシアのデリバリーサ

ービス等が高齢者の健康で安全な食につな

がっているか評価が必要だと考える。 

 日本、インドネシアの両国の比較により、

宅配サービス等による『健康・安全な食への

アクセス』につながる両国の高齢者対策に



103 
 

つなげられると考える。 

  

E．研究発表   

  特になし 

 

F. 知的財産権の出願・登録状況 

 特になし 
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